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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二種の相溶するポリマー成分を含有する太陽光耐久性高透明フィルムであっ
て、
　第１のポリマー成分が、剛直な主鎖構造を有する非芳香族性ポリマー成分であり、
　第２のポリマー成分が、ソフトセグメントを有し、かつ重量平均分子量が４０００～５
０００００の範囲内であり、
　前記第２のポリマー成分が、下記一般式（１）で表される構造を有する脂肪族ポリエス
テルであることを特徴とする太陽光耐久性高透明フィルム。
【化１】

　［式中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ、水素原子又は置換基を表す。ｉは０～２の整数を表
す。ｊは０～１０の整数を表す。ｋは３～１０の整数を表す。ａ、ｂ、及びｃは、それぞ
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れ、構成割合（モル分率）を表し、ａ、ｂ及びｃの総和が１であり、ａ／ｂ／ｃ＝０．２
５～０．４０／０．３５～０．６０／０．０５～０．３０である。］
【請求項２】
　前記第２のポリマー成分の重量平均分子量が、３００００～４０００００の範囲内であ
ることを特徴とする請求項１に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【請求項３】
　前記第２のポリマー成分のポリマー鎖１本当たりの前記第１のポリマー成分との相互作
用点が、１５００～１５０００の範囲内であることを特徴とする請求項１又は２に記載の
太陽光耐久性高透明フィルム。
【請求項４】
　前記第１のポリマー成分が、天然高分子であることを特徴とする請求項１から請求項３
までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【請求項５】
　前記第１のポリマー成分が、セルロースエステルであることを特徴とする請求項１から
請求項４までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【請求項６】
　前記セルロースエステルのアセチル基の置換度をＸとし、プロピオニル基又はブチリル
基の置換度をＹとし、アシル基の総置換度をＸ＋Ｙとしたとき、下記式（I）及び式（II
）を満たすことを特徴とする請求項５に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
　式（I）：　２．５≦Ｘ＋Ｙ≦３．０
　式（II）：　０．０≦Ｙ≦１．５
【請求項７】
　前記第２のポリマー成分の含有量が、前記第１のポリマー成分に対して５～５０質量％
の範囲内であることを特徴とする請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の太陽
光耐久性高透明フィルム。
【請求項８】
　引裂強さが、６０～３５０ｍＮの範囲内であり、かつ、破断伸度が、６０～２００％の
範囲内であることを特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の太陽光
耐久性高透明フィルム。
【請求項９】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に、
少なくとも太陽光制御層が形成されていることを特徴とする太陽光制御フィルム。
【請求項１０】
　前記太陽光制御層が、第１の水溶性バインダー樹脂と第１の金属酸化物粒子とを含む高
屈折率層、及び第２の水溶性バインダー樹脂と第２の金属酸化物粒子とを含む低屈折率層
を交互に積層した特定の波長の光を選択的に反射する層であることを特徴とする請求項９
に記載の太陽光制御フィルム。 
【請求項１１】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に、
少なくとも太陽光制御層として、赤外線を反射する層が形成されていることを特徴とする
赤外線反射フィルム。
【請求項１２】
　請求項１から請求項８までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に、
少なくとも太陽光制御層として、銀反射層が形成されていることを特徴とするフィルムミ
ラー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光耐久性高透明フィルム、太陽光制御フィルム、赤外線反射フィルム及
びフィルムミラーに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　プラスチックフィルムは、食品包装、建材、ディスプレイ用フィルム及び基板フィルム
など種々の用途で幅広く用いられている。特に、透明性が高く、耐熱性が高く、かつ耐久
性の高いフィルムは、ディスプレイ用途や太陽光暴露下で用いられる用途でのニーズが高
い。しかし、これらの性能を満たすポリマーは、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）や脂環
式ポリイミドのように非常に高価で汎用では使用できない材料が多い。
　特に、太陽光暴露下で使用されるフィルムは、太陽光に対する光透過性と耐久性が必要
になる。したがって、主鎖又は側鎖に芳香族基を持つものは、長期の紫外線暴露によって
分解するため実質上使用が困難な材料となる。また、赤外線の影響も大きいため、高い耐
熱性も求められる。
　さらに、屋外、屋内ともに透明性を維持するためには、砂やほこりなどによる傷の影響
が大きいため、耐傷性も必要となる。耐傷性を付与するためには、単純にフィルムの硬度
を高くする方法と、柔軟性と靭性（じん性）とを兼備させることで衝撃を吸収し変形した
箇所を修復することで耐傷性を付与する方法がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、上記のフィルムは、様々な用途に用いられるためにフィルムの加工性に関して、
カール復帰性やせん断加工性等も問題になる。このような性質は、フィルムの硬さに起因
しているので、耐傷性を向上するためにフィルムの硬度を高くすると加工性が悪くなると
いう問題がある。
　上記のように太陽光暴露下で使用でき、加工適正のあるフィルムには光透過性、紫外線
耐性、耐熱性、耐傷性及び裁断加工性を持たせる必要がある。しかし、このような性能を
満足する透明フィルムは今まで報告されていなかった。
　上記性能を満足するためには、透明であること、使用する樹脂が非芳香族ポリマーであ
ること（紫外線耐性）、剛直な主鎖構造を有すること（耐熱性）及びフィルムが適度な柔
軟性と靱性を有すること（耐傷性及び裁断加工性）が必要であると考えられる。しかし、
一般的に剛直な主鎖構造を有する樹脂は、柔軟性が低く、靭性も低い樹脂が多く、これら
の性能をすべて満足させることは困難であった。
【０００４】
　一方、電気電子筐体への使用を目的としてカーボンオフセットに有利なセルロース誘導
体と、高分子量の脂肪族ポリエステルを混合して機械物性を向上する技術が開示されてい
る（例えば、特許文献２参照）。
　しかしながら、上記特許文献２に記載の技術は、セルロース誘導体に熱可塑性と耐衝撃
性を付与するだけの技術であり、太陽光暴露下で使用するフィルムに必要となる光透過性
、紫外線耐性、耐傷性及び裁断加工性を全て高次元で実現するような記載はない。
【０００５】
　また、セルロースエステルと脂肪族ポリエステルを混合して生分解性シートにする技術
が開示されている（例えば、特許文献３参照）。これに関しても、セルロース誘導体に生
分解性を与えるか、熱可塑性を与える技術であり、太陽光暴露下で使用されるフィルムに
必要となる上記性能をすべて高次元で実現するような記載はない。
【０００６】
　さらに、セルロースエステルと脂肪族ポリエステルを混合してディスプレイフィルムに
する技術が開示されている（例えば、特許文献４及び５参照）。これらの技術では、熱可
塑性、低透湿性及びブリードアウト耐性のある可塑剤として脂肪族ポリエステルを用いて
おり、具体的に記載されているのは比較的低分子量のポリマーである。そのため、低分子
量のポリマーと高分子量のセルロースエステルとの二種のポリマーを相溶させても、分子
鎖同士の絡み合いが少なく、その結果、分子鎖間のひずみが大きくなり、靭性向上を図る
ことができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－１２１９８４号公報
【特許文献２】特開２０１１－１４８９７６号公報
【特許文献３】特開平１１－２０９４８２号公報
【特許文献４】特開２００９－１７３７４２号公報
【特許文献５】国際公開番号ＷＯ　１０／０４７１７６　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記問題・状況に鑑みてなされたものであり、その解決課題は、光透過性、
紫外線耐性、耐熱性、透明性、耐傷性に加えて裁断加工性及び靭性（引裂強さ及び破断伸
度）に優れた太陽光耐久性高透明フィルム、太陽光制御フィルム、赤外線反射フィルム及
びフィルムミラーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を解決すべく、上記問題の原因等について検討する過程において
、求められる機能を分離、融合することで解決できると考えた。つまり、一つ目の機能と
しては、芳香族基を持たない剛直な主鎖構造をポリマー成分として有することによって、
紫外線による分解が抑制され、かつ耐熱性を付与することである。もう一つの機能は、そ
のポリマー成分に柔軟性と靭性を付与することである。これら二つの機能を別々のポリマ
ーに持たせ、それらを高度に相溶することによって、光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐
傷性及び裁断加工性が向上できると考えた。
　ポリマー成分に柔軟性と靭性を付与するためには、分子鎖自身が柔軟な構造を持つこと
に加えて、破壊の原因となるポリマーを構成する分子鎖間のひずみを少なくする必要があ
る。これらを両立するためには、高分子量のポリマーを用い、かつそれらを高度に相溶す
ることによって、異種ポリマーの分子鎖同士の絡み合いを多くすることができ、その結果
、当該分子鎖間のひずみを小さくできるという思想に至った。ここで、二種のポリマーを
高度に相溶させて絡み合いを多くすることが大きな課題となる。
　異種ポリマーを高度に相溶するためには、同種のポリマー同士が相互作用した際の安定
化エネルギーよりも、異種ポリマー間で相互作用した際の安定化エネルギーが大きくなる
必要がある。
【００１０】
　そこで、安定化エネルギーの調整手段として、ポリマーの分子量と、ポリマー間の相互
作用点数の関係に着目した。
　一般的に、高分子量化するにつれて、ポリマーの分子鎖当たりの分子間力は増大するた
め、同種のポリマー同士の相互作用が強くなり、異種ポリマーと相溶することが困難とな
る。しかし、逆に考えれば高分子量のポリマーを異種ポリマー間で相互作用させることが
できれば大きな安定化が得られることになる。
【００１１】
　そこで、本発明者は、分子鎖にソフトセグメントを導入して、相互作用に柔軟性を持た
せて異種ポリマーとの相互作用点数を多くすることによって、熱力学的な安定化（エント
ロピーの効果）により異種ポリマー同士の安定化が得られ、高度に相溶すると考え検討し
た。図１は、各ポリマー成分の相互作用点とエントロピーの関係を示した概念図であり、
ＡよりもＢのように、第２のポリマー成分の第１のポリマー成分に対する相互作用点数を
多くすることによって（相互作用Ａ＜＜Ｂ）、熱力学的に安定化する（エントロピー関係
Ａ＜＜Ｂ）ことを示している。
　具体的には、剛直な主鎖構造を有する非芳香族ポリマー成分である第１のポリマー成分
と、ソフトセグメントを有し、かつ重量平均分子量が４０００～５０００００の範囲内で
ある第２のポリマー成分を相溶することによって、光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐傷
性及び裁断加工性を満たすフィルムを得ることができることを見出し本発明に至った。
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　また、上記のフィルムを、太陽光制御フィルムとして太陽熱を遮断するウィンドウフィ
ルム（赤外線反射フィルム）や、太陽光を反射して集光することにより太陽光発電を行う
際に利用する太陽光反射フィルム（フィルムミラー）の一部に用いることで、従来と比較
して光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐傷性及び裁断加工性に優れ、かつ太陽光制御フィ
ルムに求められる靭性に優れたフィルムが得られることを見出し本発明に至った。
【００１２】
　すなわち、本発明に係る上記課題は、以下の手段により解決される。
　１．少なくとも二種の相溶するポリマー成分を含有する太陽光耐久性高透明フィルムで
あって、
　第１のポリマー成分が、剛直な主鎖構造を有する非芳香族性ポリマー成分であり、
　第２のポリマー成分が、ソフトセグメントを有し、かつ重量平均分子量が４０００～５
０００００の範囲内であり、
　前記第２のポリマー成分が、下記一般式（１）で表される構造を有する脂肪族ポリエス
テルであることを特徴とする太陽光耐久性高透明フィルム。

【化２】

　［式中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ、水素原子又は置換基を表す。ｉは０～２の整数を表
す。ｊは０～１０の整数を表す。ｋは３～１０の整数を表す。ａ、ｂ、及びｃは、それぞ
れ、構成割合（モル分率）を表し、ａ、ｂ及びｃの総和が１であり、ａ／ｂ／ｃ＝０．２
５～０．４０／０．３５～０．６０／０．０５～０．３０である。］
【００１３】
　２．前記第２のポリマー成分の重量平均分子量が、３００００～４０００００の範囲内
であることを特徴とする第１項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【００１４】
　３．前記第２のポリマー成分のポリマー鎖１本当たりの前記第１のポリマー成分との相
互作用点が、１５００～１５０００の範囲内であることを特徴とする第１項又は第２項に
記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【００１５】
　４．前記第１のポリマー成分が、天然高分子であることを特徴とする第１項から第３項
までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【００１６】
　５．前記第１のポリマー成分が、セルロースエステルであることを特徴とする第１項か
ら第４項までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
【００１７】
　６．前記セルロースエステルのアセチル基の置換度をＸとし、プロピオニル基又はブチ
リル基の置換度をＹとし、アシル基の総置換度をＸ＋Ｙとしたとき、下記式（I）及び式
（II）を満たすことを特徴とする第５項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム。
　式（I）：　２．５≦Ｘ＋Ｙ≦３．０
　式（II）：　０．０≦Ｙ≦１．５
【００２０】
　７．前記第２のポリマー成分の含有量が、前記第１のポリマー成分に対して５～５０質
量％の範囲内であることを特徴とする第１項から第６項までのいずれか一項に記載の太陽
光耐久性高透明フィルム。
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【００２１】
　８．引裂強さが、６０～３５０ｍＮの範囲内であり、かつ、破断伸度が、６０～２００
％の範囲内であることを特徴とする第１項から第７項までのいずれか一項に記載の太陽光
耐久性高透明フィルム。
【００２２】
　９．第１項から第８項までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に、
少なくとも太陽光制御層が形成されていることを特徴とする太陽光制御フィルム。 
【００２３】
　１０．前記太陽光制御層が、第１の水溶性バインダー樹脂と第１の金属酸化物粒子とを
含む高屈折率層、及び第２の水溶性バインダー樹脂と第２の金属酸化物粒子とを含む低屈
折率層を交互に積層した特定の波長の光を選択的に反射する層であることを特徴とする第
９項に記載の太陽光制御フィルム。 
【００２４】
　１１．第１項から第８項までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に
、少なくとも太陽光制御層として、赤外線を反射する層が形成されていることを特徴とす
る赤外線反射フィルム。
【００２５】
　１２．第１項から第８項までのいずれか一項に記載の太陽光耐久性高透明フィルム上に
、少なくとも太陽光制御層として、銀反射層が形成されていることを特徴とするフィルム
ミラー。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の上記手段により、光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐傷性、裁断加工性及び靭
性（引裂強さ及び破断伸度）に優れた太陽光耐久性高透明フィルム、太陽光制御フィルム
、赤外線反射フィルム及びフィルムミラーを提供することができる。
　本発明の効果の発現機構ないし作用機構については、明確にはなっていないが、以下の
ように推察している。
　剛直な主鎖構造を有する非芳香族ポリマー成分である第１のポリマー成分を含有するこ
とによって、紫外線による分解が抑制され、かつ耐熱性を付与することができる。そして
、ソフトセグメントを有し、かつ重量平均分子量が４０００～５０００００の範囲内であ
る第２のポリマー成分を用いることによって、分子鎖にソフトセグメントを導入して相互
作用に柔軟性を持たせて異種ポリマーとの相互作用点数を多くすることができる。そして
、熱力学的な安定化（エントロピーの効果）により、第１のポリマー成分と第２のポリマ
ー成分の異種ポリマー同士の安定化が得られ、高度に相溶することができる。その結果、
光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐傷性、裁断加工性及び靭性（引裂強さ及び破断伸度）
を満たす太陽光耐久性高透明フィルムを得ることができると推察される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】各ポリマー成分の相互作用点とエントロピーの関係を示した概念図
【図２】多層膜光反射層を有する本発明の太陽光制御フィルムの構成の一例を示す概略断
面図
【図３】多層膜光反射層を有する本発明の太陽光制御フィルムの構成の別の一例を示す概
略断面図
【図４Ａ】本発明のフィルムミラーの構成を示す図
【図４Ｂ】本発明のフィルムミラーを用いた太陽熱発電用反射装置の構成を示す図
【図５Ａ】本発明のフィルムミラーの構成の他の例を示す図
【図５Ｂ】本発明のフィルムミラーを用いた太陽熱発電用反射装置の構成の他の例を示す
図
【図６Ａ】内部ヘイズ測定の手順を示す模式図；スライドガラス上にグリセリンを滴下し
た状態を示す。
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【図６Ｂ】内部ヘイズ測定の手順を示す模式図；（ｂ）グリセリン上に試料フィルムを置
いた状態を示す。
【図６Ｃ】内部ヘイズ測定の手順を示す模式図；（ｃ）試料フィルム上にグリセリンを滴
下した状態を示す。
【図６Ｄ】内部ヘイズ測定の手順を示す模式図；（ｄ）グリセリン上にカバーガラスを置
いた状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、少なくとも二種の相溶するポリマー成分を含
有する太陽光耐久性高透明フィルムであって、第１のポリマー成分が、剛直な主鎖構造を
有する非芳香族性ポリマー成分であり、第２のポリマー成分が、ソフトセグメントを有し
、かつ重量平均分子量が４０００～５０００００の範囲内であり、前記第２のポリマー成
分が、下記一般式（１）で表される構造を有する脂肪族ポリエステルであることを特徴と
する。この特徴は、下記各実施形態に共通又は対応する技術的特徴である。
　本発明の実施態様としては、本発明の効果発現の観点から、前記第２のポリマー成分の
重量平均分子量が、３００００～４０００００の範囲内であることが、第１のポリマー成
分と相互作用した際の安定化エネルギーが第２のポリマー成分の自己凝集力よりも大きく
なり、透明性、破断伸度及び引裂強さが向上する点で好ましい。
【００２９】
　また、前記第２のポリマー成分のポリマー鎖１本当たりの前記第１のポリマー成分との
相互作用点が、１５００～１５０００の範囲内であることが、第１のポリマー成分と第２
のポリマー成分が相互作用する系が大きく安定化し、その結果、高度に相溶することが可
能となる点で好ましい。
　また、前記第１のポリマー成分が、天然高分子であることが、耐光性、耐熱性の点で好
ましい。
　また、前記第１のポリマー成分が、セルロースエステルであることが、透明性、耐光性
、耐熱性、加工性の点で好ましい。
　また、前記セルロースエステルのアセチル基の置換度をＸとし、アセチル基及びプロピ
オニル基又はブチリル基の合計置換度をＹとしたとき、上記式（I）及び上記式（II）を
満たすことが、透明性の点で好ましい。
【００３０】
　また、前記第２のポリマー成分が、脂肪族ポリエステル又はポリアルキレンオキシドで
あることが、透明性、引裂き強度、破断伸度の点で好ましい。
　また、前記第２のポリマー成分が、上記一般式（１）で表される構造を有する脂肪族ポ
リエステルであることが、透明性、引裂き強度、耐傷性の点で好ましい。
【００３１】
　また、前記第２のポリマー成分の含有量が、前記第１のポリマー成分に対して５～５０
質量％の範囲内であることが、透明性、引裂き強度、破断伸度、耐傷性、の点で好ましい
。
【００３２】
　さらに、引裂強さが、６０～３５０ｍＮの範囲内であり、かつ、破断伸度が、６０～２
００％の範囲内であることが、耐傷性、裁断加工性及び靱性に優れる点で好ましい。
【００３３】
　本発明の太陽光制御フィルムは、前記太陽光耐久性高透明フィルム上に、少なくとも太
陽光制御層が形成されていることを特徴とする。これにより、光透過性、紫外線耐性、耐
熱性、透明性、耐傷性、裁断加工性及び靱性に優れた太陽光制御フィルムを得ることがで
きる。
【００３４】
　また、本発明の前記太陽光耐久性高透明フィルムは、赤外線反射フィルムに好適に用い
ることができる。
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【００３５】
　さらに、本発明の前記太陽光耐久性高透明フィルムは、フィルムミラーにも好適に用い
ることができる。
【００３６】
　以下、本発明とその構成要素、及び本発明を実施するための形態・態様について詳細な
説明をする。なお、本願において、「～」は、その前後に記載される数値を下限値及び上
限値として含む意味で使用する。
【００３７】
［太陽光耐久性高透明フィルム］
　本発明における太陽光耐久性高透明フィルムとは、常に太陽光にさらされる用途で用い
られるフィルムであり、ディスプレイフィルムとは区別されるものである。特に、長期の
紫外線暴露に対する耐久性、耐熱性、砂及びほこり等による耐傷性に優れ、可視域の光の
透過性が高いフィルムである。このようなフィルムは、太陽光に暴露される状態で使用さ
れる用途（例えば、ウィンドウフィルム（赤外線反射フィルム）や太陽光反射フィルム（
フィルムミラー）等）に好適に用いることが可能である。
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、少なくとも二種の相溶するポリマー成分を含
有する太陽光耐久性高透明フィルムであって、第１のポリマー成分が、剛直な主鎖構造を
有する非芳香族性ポリマー成分であり、第２のポリマー成分が、ソフトセグメントを有し
、かつ重量平均分子量が４０００～５０００００の範囲内であることを特徴とする。
【００３８】
＜第１のポリマー成分＞
　本発明における第１のポリマー成分は、剛直な主鎖構造を有する非芳香族性ポリマー成
分である。
　本発明における「非芳香族性」とは、芳香族環や複素芳香族環を含まないことを言い、
本発明の第１のポリマー成分は、主鎖及び側鎖が非芳香族基等で構成される。
　本発明における「剛直な主鎖構造」とは、主鎖自身の回転が抑制されている構造のこと
を言い、環構造を含んだ主鎖や立体障害が大きく回転しにくい主鎖、高度に立体規制され
ている主鎖、又は水素結合や双極子相互作用により主鎖の回転が抑制されている構造であ
る。
　剛直な主鎖構造を有する非芳香族性ポリマーの具体的な例としては、セルロース誘導体
、キチン誘導体、キトサン誘導体、ポリ乳酸、タンパク質などの天然高分子やアクリル系
樹脂、立体規制されたポリプロピレン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、
マレイミドやグルタルイミド、無水マレイン酸など環状構造を主鎖に含むポリマーなどが
挙げられる。
【００３９】
　本発明における第１のポリマーとして、好ましくは、セルロース誘導体、キチン誘導体
、又はキトサン誘導体などの天然高分子であり、特にセルロース誘導体が好ましい。セル
ロース誘導体の中でも、セルロースエステル、又はセルロースエーテルが好ましく、セル
ロースエステルが特に好ましい。
【００４０】
　下記にセルロースエステルについて詳細に説明する。
　セルロースエステルの総アシル基置換度は、透明性の観点から、１．５～３．０の範囲
内であることが好ましく、２．５～２．９５の範囲内であることがより好ましい。
　アシル基の置換度の測定方法は、ＡＳＴＭ－Ｄ８１７－９６に準じて測定することがで
きる。
【００４１】
　また、セルロースエステルのアセチル基の置換度をＸとし、アセチル基及びプロピオニ
ル基又はブチリル基の合計置換度をＹとしたとき、下記式（I）及び式（II）を満たすこ
とが好ましい。
　式（I）：２．５≦Ｘ＋Ｙ≦３．０
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　式（II）：０．０≦Ｙ≦１．５
【００４２】
　セルロースエステルの好ましい例としては、セルロースアセテート、セルロースアセテ
ートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロピオ
ネートブチレートなどが含まれる。これらの中でも、特にセルロースアセテート及びセル
ロースアセテートプロピオネートが好ましい。
【００４３】
　本発明において、セルロースエステルは、所望の特性を得るために、置換度の異なる複
数のセルロースエステルを含んでもよい。例えば、置換度の異なるセルロースエステルを
二種類含む場合、それらの混合比は、質量比で１０：９０～９０：１０の範囲内とする。
【００４４】
　セルロースエステルの数平均分子量は、得られるフィルムの機械的強度が高いことから
、６×１０４～３×１０５の範囲内であることが好ましく、７×１０４～２×１０５の範
囲内であることがより好ましい。
【００４５】
　セルロースエステルの重量平均分子量Ｍｗ及び数平均分子量Ｍｎは、ゲルパーミエーシ
ョンクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定することができる。測定条件の一例を以下
に示すが、これに限らず、同等の測定方法を用いることも可能である。
　溶媒：　　　メチレンクロライド
　カラム：　　Ｓｈｏｄｅｘ　Ｋ８０６、Ｋ８０５、Ｋ８０３Ｇ（昭和電工（株）製を３
本接続して使用する）
　カラム温度：２５℃
　試料濃度：　０．１質量％
　検出器：　　ＲＩ　Ｍｏｄｅｌ　５０４（ＧＬサイエンス社製）
　ポンプ：　　Ｌ６０００（日立製作所（株）製）
　流量：　　　１．０ｍｌ／ｍｉｎ
　校正曲線：　標準ポリスチレンＳＴＫ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ポリスチレン（東ソー（株
）製）Ｍｗ＝１００００００～５００の１３サンプルによる校正曲線を使用する。１３サ
ンプルは、ほぼ等間隔に用いる。
【００４６】
　セルロースエステルは、公知の方法で製造することができる。具体的には、特開平１０
－４５８０４号に記載の方法を参考にして合成することができる。原料となるセルロース
は、特に限定はないが、綿花リンター、木材パルプ、ケナフなどでありうる。また、それ
らから得られたセルロースエステルは、前述したように、それぞれ任意の割合で混合して
使用することができる。
【００４７】
　本発明における第１のポリマー成分に置換できる置換基としては、非芳香族基であれば
特に制限はないが、例えば、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子等）、アルキル基（メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ
－ブチル基、ｎ－オクチル基、２－エチルヘキシル基等）、シクロアルキル基（シクロヘ
キシル基、シクロペンチル基、４－ｎ－ドデシルシクロヘキシル基等）、シアノ基、ヒド
ロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基、イソプロ
ポキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ｎ－オクチルオキシ基、２－メトキシエトキシ基等）
、アシル基（アセチル基、ピバロイル基等）、アシルオキシ基（ホルミルオキシ基、アセ
チルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ステアロイルオキシ基等）、アミノ基（アミノ基、
メチルアミノ基、ジメチルアミノ基等）、アシルアミノ基（ホルミルアミノ基、アセチル
アミノ基、ピバロイルアミノ基、ラウロイルアミノ基等）、アルキルスルホニルアミノ基
（メチルスルホニルアミノ基、ブチルスルホニルアミノ基等）、メルカプト基、アルキル
チオ基（メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－ヘキサデシルチオ基等）、スルファモイル基
（Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ－（３－ドデシルオキシプロピル）スルファモイル基
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、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルファモイル基、Ｎ－アセチルスルファモイル基等）、スルホ基、
又はカルバモイル基（カルバモイル基、Ｎ－メチルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルカ
ルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－オクチルカルバモイル基、Ｎ－（メチルスルホニル）カ
ルバモイル基等）などが含まれる。これらの基は、さらに同様の基で置換されていてもよ
い。
【００４８】
＜第２のポリマー成分＞
　本発明における第２のポリマー成分は、ソフトセグメントを有し、かつ重量平均分子量
が４０００～５０００００の範囲内である。
【００４９】
　本発明におけるソフトセグメントとは、主鎖に伸縮性及び回転性を付与できる連結基の
ことを言い、それらを満たす構造であれば特に制限はないが、具体的には主鎖中に－Ｏ－
、－ＣＯＯ－、ＯＣＯＯ－、－Ｓ－、－ＳＯＯ－、－ＯＳＯＯ－、－ＯＳｉＯ－、－ＯＳ
ｉ－、アルキレン基、のような結合を含む部位のことをいう。
【００５０】
　また、第２のポリマー成分の重量平均分子量は、４０００～５０００００の範囲内であ
り、好ましくは、３００００～４０００００の範囲内であり、５００００～３０００００
の範囲内であることが特に好ましい。
　第２のポリマー成分の分子量が４０００～５０００００の範囲内であれば、第１のポリ
マー成分と相互作用した際の安定化エネルギーが、第２のポリマー成分の自己凝集力より
も大きくなり、透明性、破断伸度、及び引裂強さが向上する。
【００５１】
　ここで、重量平均分子量は、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー（ＧＰＣ）
により測定された重量平均分子量である。より詳細には、Ｎ－メチルピロリドンを溶媒と
し、ポリスチレンゲルを使用し、標準単分散ポリスチレンの構成曲線から、あらかじめ求
められた換算分子量較正曲線を用いて求められる。ＧＰＣ装置は、ＨＬＣ－８２２０ＧＰ
Ｃ（東ソー社製）を使用することができる。
【００５２】
　本発明においては、高分子量の第２のポリマー成分が、主鎖１本当たりの第１のポリマ
ー成分との相互作用点を多く持ち、第１のポリマー成分と複数箇所で相互作用することが
重要である。
【００５３】
　第２のポリマー成分が第１のポリマー成分と複数箇所で相互作用できることにより、と
りうる状態数が指数関数的に増大してエントロピーが大きくなることでギプスの自由エネ
ルギーが負に大きくなるため、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分が相互作用する
系が大きく安定化された結果、高度に相溶することが可能となる。
　本発明における相溶とは、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分とが混ざり合い、
透明であることをいう。
　第１のポリマー成分と第２のポリマー成分とが相溶しているかどうかは、例えばガラス
転移温度Ｔｇにより判断することが可能である。
【００５４】
　例えば、両者のポリマーのガラス転移温度が異なる場合、両者のポリマーを混合したと
きは、それぞれのポリマーのガラス転移温度が存在するため混合物のガラス転移温度は２
つ以上存在するが、両者のポリマーが相溶したときは、それぞれのポリマー固有のガラス
転移温度が消失し、一つのガラス転移温度となって相溶したポリマーのガラス転移温度と
なる。
【００５５】
　なお、ここでいうガラス転移温度とは、示差走査熱量測定器（例えば、ＰｅｒｋｉｎＥ
ｌｍｅｒ社製ＤＳＣ－７型、セイコーインスツル（株）製の示差走査熱量計ＤＳＣ２２０
）を用いて、昇温速度２０℃／分で測定し、ＪＩＳ　Ｋ７１２１（１９８７）にしたがい
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求めた中間点ガラス転移温度（Ｔｍｇ）とする。
【００５６】
　本発明における相互作用とは、水素結合、双極子－双極子相互作用、分子間力、ＣＨ－
π相互作用などが挙げられる。これらのような相互作用をしうる部位を相互作用点といい
、相互作用点は主鎖中に含まれていてもよく、側鎖中に含まれていてもよく、後述するソ
フトセグメントに含まれていてもよい。
【００５７】
　本発明において、相互作用点数は、ポリマー成分の重量平均分子量と各モノマーの分子
量および組成比から下記式で求められる。重量平均分子量を各モノマーユニットの組成比
（モル分率）×分子量の和で割り、各モノマーユニット内の相互作用点の数と組成比（モ
ル分率）を掛けた数をすべてのモノマー種で足し合わせた数で表される。
　相互作用点数＝Σ｛（モノマーの相互作用点数×モノマーの組成比×ポリマー成分のＭ
ｗ/（Σモノマーの組成比×モノマーの分子量））
　近接する相互作用点は、別々に数える。例えば、エステルはカルボニル酸素とエーテル
酸素があるため、相互作用点数としては２と数える。また、水酸基は酸素原子が一つ、水
素結合しうる水素が一つあるので２と数える。
　上記「モノマーユニット内の相互作用点」とは、モノマー単独の構造ではなく、ポリマ
ー構造中に含まれるモノマー構造の相互作用点のことを言う。たとえばポリエステルの場
合は、アルコールとカルボン酸が重縮合しているため、モノマー単独の構造には相互作用
点としてアルコールの水酸基の水素及びカルボン酸のカルボキシ基の水素原子が含まれる
が、重縮合したポリエステルでは水素原子は無くなるため相互作用点数には数えない。ま
た、重縮合した場合の酸素原子はアルコールとカルボン酸で共有しているためアルコール
部位、カルボン酸部位双方で相互作用点数として数える。
【００５８】
　本発明では、第１のポリマー成分は、主鎖、又は側鎖に相互作用点を有する必要がある
。
　第１のポリマー成分の相互作用点としては、非芳香族であれば特に制限はないが、例え
ば、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルコキシ基（メトキシ基、エ
トキシ基、イソプロポキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ｎ－オクチルオキシ基、２－メト
キシエトキシ基等）、アシル基（アセチル基等）、アシルオキシ基（ホルミルオキシ基、
アセチルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ステアロイルオキシ基等）、アミノ基（アミノ
基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基等）、アシルアミノ基（ホルミルアミノ基、アセ
チルアミノ基、ピバロイルアミノ基、ラウロイルアミノ基等）、アルキルスルホニルアミ
ノ基（メチルスルホニルアミノ基、ブチルスルホニルアミノ基等）、メルカプト基、アル
キルチオ基（メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－ヘキサデシルチオ基等）、スルファモイ
ル基（Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ－（３－ドデシルオキシプロピル）スルファモイ
ル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルファモイル基、Ｎ－アセチルスルファモイル基等）、スルホ
基、カルバモイル基（カルバモイル基、Ｎ－メチルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルカ
ルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－オクチルカルバモイル基、Ｎ－（メチルスルホニル）カ
ルバモイル基等）、などが含まれる。これらの基は、さらに同様の基で置換されていても
よい。また、－Ｏ－、－ＣＯＯ－、ＯＣＯＯ－、－Ｓ－、－ＳＯＯ－、－ＯＳＯＯ－のよ
うな結合部位も相互作用点として挙げられる。
　本発明では、第２のポリマー成分のポリマー鎖１本当たりの第１のポリマー成分との相
互作用点が、１５００～１５０００の範囲内であることが好ましく、２０００～１０００
０の範囲内であることがさらに好ましい。
　相互作用点が１５００以上であれば第１のポリマーと相互作用してエントロピーによる
大きな安定化を得ることができ、１５０００以下であれば自己の凝集エネルギーよりも第
１のポリマー成分と相互作用した際のエントロピーによる安定化の方が大きくなり相溶性
がより高くなり、光透過性、引裂強さ及び破断伸度に優れたフィルムとなる。
【００５９】
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　本発明における第２のポリマー成分は、ポリエステル、又はポリアルキレンオキシドで
あり、脂肪族ポリエステル、又はポリアルキレンオキシドがさらに好ましく、脂肪族ポリ
エステルが特に好ましい。
【００６０】
　本発明における第２のポリマー成分として使用できるポリアルキレンオキシドは、特に
制限はないが、例えば、エチレンオキシドを一成分として含むものを挙げることができ、
エチレンオキシド単独重合体であるポリエチレンオキシド；エチレンオキシドと他のアル
キレンオキシドとの共重合体等が挙げられる。
　前記他のアルキレンオキシドとしては、例えば、プロピレンオキシド、１，２－エポキ
シブタン、２，３－エポキシブタン、エピクロルヒドリン、エピブロムヒドリン、トリフ
ルオロメチルエチレンオキシド、シクロヘキセンオキシド、スチレンオキシド、メチルグ
リシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、グリシド
ール、グリシジルアクリレート、ブタジエンモノオキシド、又はブタジエンジオキシド等
が挙げられる。中でも好ましくは、ポリエチレンオキシド、又はポリプロピレンオキシド
が好ましく、ポリエチレンオキシドがさらに好ましい。
　本発明におけるアルキレンオキシドは、市販品を用いてもよく、ポリエチレンオキシド
として、住友精化（株）のPEO-1（Ｍｗ＝１５～４０万）、明成化学工業（株）のアルコ
ックスL-8（Ｍｗ＝８００００）などが挙げられる。
【００６１】
　本発明における第２のポリマー成分として使用できる脂肪族ポリエステルについて説明
する。
　（脂肪族ポリエステル）
　本発明でいう脂肪族ポリエステルは、重量平均分子量が４０００～５０００００の範囲
内の脂肪族ポリエステルであれば特に限定されない。
【００６２】
　本発明における脂肪族ポリエステルは、脂肪族多価アルコールと脂肪族多塩基酸（ある
いはそのエステル）との縮合反応により得られるポリエステル、又は環状エステルの開環
重合により得られる脂肪族ポリエステルであることが好ましい。
【００６３】
　本発明における脂肪族ポリエステルは、主成分が脂肪族ポリエステルであればよく、本
発明の効果に影響のない程度であれば芳香族部位が含まれていてもよい。
　これは、第１のポリマー成分により耐熱性及び紫外線耐性を付与できるため、第２のポ
リマー成分に少量の芳香族部位が含まれても性能に大きな影響を与えないためである。
　第２のポリマー成分に含まれてよい芳香族部位としては、耐傷性の観点からテレフタル
酸誘導体、イソフタル酸誘導体、ビスフェノール誘導体が好ましく、テレフタル酸誘導体
、イソフタル酸誘導体がさらに好ましい。
　第２のポリマー成分に含まれてもよい芳香族部位の比率としては、構成モノマーのモル
比で１～２０％の範囲内が好ましく、５～１０％の範囲内がより好ましい。
【００６４】
　本発明における脂肪族ポリエステルは、下記一般式（１）で表される構造を有する脂肪
族ポリエステルであることが好ましい。
【化２】

　上記一般式（１）中、Ｒ１～Ｒ６は、それぞれ、水素原子又は置換基を表し、後述する
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第２のポリマー成分に置換してもよい置換基である。
　本発明における一般式（１）には、ソフトセグメントである－ＣＯ－や、－Ｏ－の連結
基が多数入っているためＲ１～Ｒ６の置換基は、本発明が目的とする効果を阻止しない限
りはどのような置換基を導入してもよい。
　また、Ｒ１～Ｒ６は、具体的には、水素原子、又はアルキル基が好ましく、水素原子、
メチル基、又はエチル基がさらに好ましく、水素原子が特に好ましい。
【００６５】
　上記一般式（１）中、iは０～２の整数を表し、０～１が好ましく、１がさらに好まし
い。
　上記一般式（１）中、ｊは０～１０の整数を表し、０～５が好ましく、１～３がさらに
好ましい。
　上記一般式（１）中、ｋは３～１０の整数を表し、３～８が好ましく、３～５がさらに
好ましく、３が特に好ましい。
【００６６】
　上記一般式（１）中、ａ、ｂ及びｃは、それぞれ、構成割合（モル分率）を表し、ａ、
ｂ及びｃの総和は１である。
　透明性、破断伸度、及び引裂強さの観点から好ましい構成割合としては、ａ／ｂ／ｃ＝
０．１０～０．５０／０．３０～０．６０／０．００～０．４０が好ましく、ａ／ｂ／ｃ
＝０．２５～０．４０／０．３５～０．６０／０．０５～０．３０がさらに好ましく、ａ
／ｂ／ｃ＝０．２０～０．３５／０．４５～０．５５／０．１５～０．２５が特に好まし
く、ａ／ｂ／ｃ＝０．２０～０．３５／０．５０／０．１５～０．２５が最も好ましい。
　ジアルコール成分が、０．５に近づくほど高分子量のポリマーが得られることに加えて
、ａ＋ｃ＞ｂであると、相互作用のバランスが優れ、透明性が向上する。特に、セルロー
スエステルと組み合わせた際には、透明性、破断伸度、及び引裂強さが向上する。
【００６７】
　本発明における上記一般式（１）で表される構造を有する脂肪族ポリエステルとしては
、例えば、ポリエチレンアジペート、ポリエチレンサクシネート、ポリブチレンアジペー
ト、ポリブチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネートアジペートなどが挙げられる
。好ましくは、ポリエチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネート、又はポリブチレ
ンサクシネートアジペートである。
【００６８】
　脂肪族多価アルコールと脂肪族多塩基酸（あるいはそのエステル）との縮合反応に用い
られる脂肪族多塩基酸としては、例えば、コハク酸、シュウ酸、マロン酸、グルタル酸、
アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、セバシン酸、アゼライン酸、デカンジカルボン酸
、オクタデカンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、ダイマー酸ウンデカン二酸
、ドデカン二酸、及びこれらの無水物、又はこれらのエステル等が挙げられる。
【００６９】
　脂肪族多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピ
レングリコール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，３－プロパンジオール、
１，４ーブタンジオール、１，９－ノナンジオール、ネオペンチルグリコール、１，５－
ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、デカメチレングリコール、シクロヘキサ
ンジメタノール、ポリテトラメチレングリコール１，４－シクロヘキサンジメタノール等
が挙げられる。
　また、脂肪族多価アルコールの一部として、ポリオキシアルキレングリコールを使用す
ることも可能であり、例えば、ポリオキシエチレングリコール、ポリオキシプロピレング
リコール、ポリオキシテトラメチレングリコール及びこれらの共重合体が例示される。
【００７０】
　脂肪族ポリエステルは、単独、又は二種以上を用いることができる。また、これらに光
学異性体が存在する場合には、Ｄ体、Ｌ体、又はラセミ体のいずれでもよく、形態として
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は固体、液体、又は水溶液のいずれであってもよい。
【００７１】
　上述のうち、前記脂肪族多価アルコールが、エチレングリコール、ジエチレングリコー
ル、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロ
ピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、３－メチル－１
，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，９－ノナンジオール、ネオペ
ンチルグリコール、ポリテトラメチレングリコール１，４－シクロヘキサンジメタノール
から選ばれる少なくとも一種であり、前記脂肪族多塩基酸が、コハク酸、シュウ酸、マロ
ン酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、
ウンデカン二酸、ドデカン二酸、及びこれらの無水物から選ばれる少なくとも一種の脂肪
族多塩基酸であることが好ましい。
【００７２】
　また、前記脂肪族多価アルコールが、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール
、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，４－
ブタンジオール、ネオペンチルグリコールから選ばれる少なくとも一種であり、前記脂肪
族多塩基酸が、コハク酸、シュウ酸、マロン酸、グルタル酸、アジピン酸、セバシン酸、
ドデカン二酸、及びこれらの無水物から選ばれる少なくとも一種の脂肪族多塩基酸である
ことがより好ましい。
【００７３】
　脂肪族ポリエステルの製造に際しては、脂肪族多塩基酸（又はそのエステル）成分及び
脂肪族多価アルコール成分の全量を初期混合し、反応させてもよく、又は反応の進行にと
もなって分割して添加してもさしつかえない。
　重縮合反応としては、通常のエステル交換法又はエステル化法、さらには両方の併用に
よっても可能であり、また、必要により反応容器内を加圧又は減圧にすることにより重合
度を上げることができる。
【００７４】
　環状エステルを開環重合する方法で用いられる環状エステルとしては、例えば、β－プ
ロピオラクトン、β－メチル－β－プロピオラクトン、δ－バレロラクトン、ε－カプロ
ラクトンなどが挙げられる。これらのうち、ε－カプロラクトンが特に好ましい。開環重
合は、公知の開環重合触媒を用い、溶媒中での重合や塊状重合等の方法により行うことが
できる。
【００７５】
　ヒドロキシアルカン酸を縮合反応する方法で用いられるヒドロキシアルカン酸は、公知
の化合物を使用でき、例えば、３－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ酪酸、グリコール酸
、乳酸、ヒドロキシ吉草酸、３－ヒドロキシヘキサン酸などが挙げられる。ヒドロキシア
ルカン酸を縮合反応する際に、二価のカルボン酸や二価のアルコールを併用してもよい。
【００７６】
　本発明で使用する脂肪族ポリエステルは、公知の方法で製造することができる。
　例えば、上記の脂肪族ジカルボン酸成分と脂肪族ジオール成分とのエステル化反応及び
／又はエステル交換反応を行った後、減圧下での重縮合反応を行うといった溶融重合の一
般的な方法や、有機溶媒を用いた公知の溶液加熱脱水縮合方法によっても製造することが
できる。しかし、経済性や製造工程の簡略性の観点から、無溶媒下で行う溶融重合でポリ
エステルを製造する方法が好ましい。
【００７７】
　また、重縮合反応は、重合触媒の存在下に行うことが好ましい。重合触媒の添加時期は
、重縮合反応以前であれば特に限定されず、原料仕込み時に添加しておいてもよく、減圧
開始時に添加してもよい。
　重合触媒としては、一般には、周期表で、水素、炭素を除く１族～１４族金属元素を含
む化合物である。
【００７８】
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　縮合反応及び重合反応におけるエステル化触媒、開環重合触媒及び脱グリコール触媒と
しては、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、バリ
ウム、ストロンチウム、亜鉛、アルミニウム、チタン、コバルト、ゲルマニウム、錫、鉛
、アンチモン、カドミウム、マンガン、鉄、ジルコニウム、バナジウム、イリジウム、ラ
ンタン、セレンなどの金属、及びこれらの有機金属化合物、有機酸の塩、金属アルコキシ
ド、金属酸化物などが挙げられる。必要に応じてリン酸等の助触媒と併用することも可能
である。
　これらの触媒は、単独、又は二種以上組み合わせて用いることができ、添加量は、全ジ
カルボン酸１００モルに対して０．１モル以下が好ましく、より好ましくは０．８モル以
下、さらに好ましくは０．６モル以下である。
【００７９】
　これらの触媒として金属化合物を用いる場合の触媒添加量は、生成するポリエステルに
対する金属量として、下限値が通常、５ｐｐｍ以上、好ましくは１０ｐｐｍ以上であり、
上限値が通常、３００００ｐｐｍ以下、好ましくは１０００ｐｐｍ以下、より好ましくは
２５０ｐｐｍ以下、特に好ましくは１３０ｐｐｍ以下である。
　使用する触媒量の上限を上記範囲としたのは、経済的に好ましく、また、ポリマーの熱
安定性が高くなるためであり、触媒量の下限を上記範囲とすることによって、重合活性が
高くなり、それに伴いポリマー製造中のポリマーの分解を抑制することができるためであ
る。
【００８０】
　さらに、必要に応じて鎖延長剤を用いて高分子量化することもできる。
　鎖延長剤としては、２官能以上のイソシアネート化合物、エポキシ化合物、アジリジン
化合物、オキサゾリン化合物、並びに多価金属化合物、多官能酸無水物、リン酸エステル
、亜リン酸エステル等が挙げられ、一種、又は二種以上を組み合わせてもよい。
【００８１】
　ジカルボン酸成分とジオール成分とのエステル化反応及び／又はエステル交換反応の反
応温度は、下限が通常１５０℃以上、好ましくは１８０℃以上、上限が通常２６０℃以下
、好ましくは２５０℃以下である。
　反応雰囲気は、通常、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下である。
　反応圧力は、通常、常圧～１０ｋＰａであるが、常圧が好ましい。
　反応時間は、通常１時間以上であり、上限は通常１０時間以下、好ましくは、４時間以
下である。
【００８２】
　その後の重縮合反応は、圧力を、下限が通常０．００１×１０３Ｐａ以上、好ましくは
０．０１×１０３Ｐａ以上であり、上限が通常１．４×１０３Ｐａ以下、好ましくは０．
４×１０３Ｐａ以下の真空度として行う。
　この時の反応温度は、下限が通常１５０℃以上、好ましくは１８０℃以上であり、上限
が通常２６０℃以下、好ましくは２５０℃以下の範囲である。
　反応時間は、下限が通常２時間以上であり、上限が通常１５時間以下、好ましくは１０
時間以下である。
【００８３】
　本発明において脂肪族ポリエステルを製造する反応装置としては、公知の縦型、又は横
型撹拌槽型反応器、回分式反応器、又は二軸押出し機などが用いられ、バルク状、あるい
は溶液中での反応が実施されることが好ましい。
　例えば、溶融重合を同一又は異なる反応装置を用いて、エステル化及び／又はエステル
交換の工程と減圧重縮合の工程の２段階で行い、減圧重縮合の反応器としては、真空ポン
プと反応器を結ぶ減圧用排気管を備えた攪拌槽型反応器を使用する方法が挙げられる。
　また、真空ポンプと反応器とを結ぶ減圧用排気管の間には、凝縮器が結合されており、
該凝縮器にて縮重合反応中に生成する揮発成分や未反応モノマーが回収される方法が好ん
で用いられる。
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【００８４】
　本発明において、目的とする重合度の脂肪族ポリエステルを得るためのジオール成分と
ジカルボン酸成分とのモル比は、その目的や原料の種類により好ましい範囲は異なるが、
酸成分１モルに対するジオール成分の量が、下限が通常０．８モル以上、好ましくは、０
．９モル以上であり、上限が通常１．５モル以下、好ましくは１．３モル以下、特に好ま
しくは１．２モル以下である。
　また、生分解性に影響を与えない範囲で、ウレタン結合、アミド結合、カーボネート結
合、又はエーテル結合等を導入することができる。
【００８５】
　本発明の製造方法の途中、又は得られるポリエステルには、特性が損なわれない範囲に
おいて各種の添加剤、例えば熱安定剤、酸化防止剤、結晶核剤、難燃剤、帯電防止剤、離
型剤及び紫外線吸収剤等を重合時に添加してもよい。
【００８６】
　本発明における脂肪族ポリエステルは、ポリマー末端が制御されていてもよい。
　通常のポリエステル合成では高分子量体を得るためには、ジカルボン酸成分とジアルコ
ール成分の仕込み比は等モルにする必要があるため、末端を制御しない場合は、末端がカ
ルボン酸、又はアルコールとなる。反応終了時に、カルボン酸成分やアルコール成分を追
加することで末端を制御することが可能である。また、末端に機能性の分子を修飾するこ
とも可能である。
　末端を制御しない場合は、煩雑な製造操作が必要ではないため、製造適性に優れる。ま
た、通常の重合のみの反応なので均一性に優れる。末端を制御する場合は、所望の性能を
均一に付与することが可能となる。
【００８７】
　本発明における脂肪族ポリエステルは、市販品を用いてもよく、ポリブチレンサクシネ
ートとして、ビオノーレ１００１（Ｍｎ＝７００００）、ビオノーレ１０５０ＭＤ（Ｍｗ
＝１０００００）、（昭和電工（株）社製）、ＧＳＰｌａ ＡＤ９２Ｗ（Ｍｎ＝４０００
０）（三菱化学（株）社製）、ポリブチレンサクシネートアジペートとしてビオノーレ＃
３００１（Ｍｎ＝３４０００）、ビオノーレ３００１ＭＤ（Ｍｗ＝２０００００）（昭和
電工（株）社製）、ポリカプロラクトンとしてＰＨ７（Ｍｎ＝４５０００）（ダイセル（
株）社製）などが挙げられる。
【００８８】
　本発明における第２のポリマー成分に置換できる置換基としては、特に制限はないが、
例えば、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、アルキル基
（メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－オ
クチル基、２－エチルヘキシル基等）、シクロアルキル基（シクロヘキシル基、シクロペ
ンチル基、４－ｎ－ドデシルシクロヘキシル基等）、アルケニル基（ビニル基、アリル基
等）、シクロアルケニル基（２－シクロペンテン－１－イル、２－シクロヘキセン－１－
イル基等）、アルキニル基（エチニル基、プロパルギル基等）、アリール基（フェニル基
、ｐ－トリル基、ナフチル基等）、ヘテロアリール基（２－ピロール基、２－フリル基、
２－チエニル基、ピロール基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、ベンゾ
イミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、２－ベンゾチアゾリル基、ピラゾリノン基、ピ
リジル基、ピリジノン基、２－ピリミジニル基等）、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基
、カルボキシ基、アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ｔｅｒｔ
－ブトキシ基、ｎ－オクチルオキシ基、２－メトキシエトキシ基等）、アリールオキシ基
（フェノキシ基、２－メチルフェノキシ基、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ基、３－ニ
トロフェノキシ基、２－テトラデカノイルアミノフェノキシ基等）、アシル基（アセチル
基、ピバロイルベンゾイル基等）、アシルオキシ基（ホルミルオキシ基、アセチルオキシ
基、ピバロイルオキシ基、ステアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、ｐ－メトキシフ
ェニルカルボニルオキシ基等）、アミノ基（アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ
基、アニリノ基、Ｎ－メチル－アニリノ基、ジフェニルアミノ基等）、アシルアミノ基（
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ホルミルアミノ基、アセチルアミノ基、ピバロイルアミノ基、ラウロイルアミノ基、ベン
ゾイルアミノ基等）、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基（メチルスルホニルアミ
ノ基、ブチルスルホニルアミノ基、フェニルスルホニルアミノ基、２，３，５－トリクロ
ロフェニルスルホニルアミノ基、ｐ－メチルフェニルスルホニルアミノ基等）、メルカプ
ト基、アルキルチオ基（メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－ヘキサデシルチオ基等）、ア
リールチオ基（フェニルチオ基、ｐ－クロロフェニルチオ基、ｍ－メトキシフェニルチオ
基等）、スルファモイル基（Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ－（３－ドデシルオキシプ
ロピル）スルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルファモイル基、Ｎ－アセチルスルファ
モイル基、Ｎ－ベンゾイルスルファモイル基、Ｎ－（Ｎ’フェニルカルバモイル）スルフ
ァモイル基等）、スルホ基、カルバモイル基（カルバモイル基、Ｎ－メチルカルバモイル
基、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－オクチルカルバモイル基、Ｎ－
（メチルスルホニル）カルバモイル基等）などが含まれる。これらの基は、さらに同様の
基で置換されていてもよい。
【００８９】
　本発明における第２のポリマー成分は、第１のポリマー成分と同様に、非芳香族性ポリ
マー成分で構成されることが好ましい。
　ただし、第１のポリマー成分とは異なり、芳香族基及び複素芳香族基を有してもよい。
これは第１のポリマー成分が、フィルムとしての耐熱性、紫外線耐性を付与しており、第
２の成分は、柔軟性及び靱性を付与するものであるため、紫外線により第２のポリマー成
分が若干破壊されたとしてもフィルム性能に大きな影響を与えないためである。
【００９０】
　第１のポリマー成分と第２のポリマー成分とは、共有結合で架橋していても架橋してい
なくてもよい。また、第１のポリマー成分同士や、第２のポリマー成分同士もそれぞれ共
有結合で架橋していてもよく、架橋していなくてもよい。
【００９１】
　以下、共有結合で架橋されたポリマー成分について説明する。
　本発明でいう共有結合で架橋されたポリマー成分とは、例えば、第１のポリマー成分、
又は第２のポリマー成分に残留するヒドロキシ基と反応可能な官能基を少なくとも二つ以
上有する架橋剤、又はビニル基を有する架橋剤によって、第１のポリマー成分、又は第２
のポリマー成分の残留ヒドロキシ基同士、あるいは、第１のポリマー成分、又は第二のポ
リマー成分に含まれる炭素原子同士が部分的に共有結合で架橋されているものである。
【００９２】
　前記ビニル基を有する架橋剤を用いることで、加熱及び／又は紫外線照射等によってビ
ニル基の開裂によるラジカルが生成し、このラジカルが、第１のポリマー成分又は第２の
ポリマー成分の有する水素原子を部分的に引き抜き、これによって生成したラジカル部位
同士、あるいは、ビニル基を有する架橋剤を介して第１のポリマー成分又は第２のポリマ
ー成分を部分的に共有結合で架橋させることが可能となる。
　架橋されるポリマーは、第１のポリマー成分同士でもよく、第２のポリマー成分同士で
もよく、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分でもよい。
【００９３】
　また、第１のポリマー成分又は第二のポリマー成分の残留ヒドロキシ基と反応できる官
能基とは、例えば、ホルミル基、イソシアナート基、チオイソシアナート基、カルボキシ
基、クロロカルボニル基、酸無水物基、スルホン酸基、クロロスルホニル基、スルフィン
酸基、クロロスルフィニル基、エポキシ基、ビニル基、ハロゲン原子、エステル基、スル
ホン酸エステル基、炭酸エステル基、アミド基、イミド基、カルボン酸塩、スルホン酸塩
、リン酸塩、ホスホン酸塩等を挙げることができる。
　好ましくは、エポキシ基、エステル基、ホルミル基、イソシアナート基、チオイソシア
ナート基、カルボキシ基であり、さらに好ましくはエポキシ基、イソシアナート基、又は
チオイソシアナート基である。
　これらの官能基を有する架橋剤は単独で使用してもよいし、二種以上を併用することも
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できる。
【００９４】
　また、別の方法としては、第１のポリマー成分又は第２のポリマー成分の残留ヒドロキ
シ基と反応可能な官能基を有し、かつ、重合性基を有する化合物を用いて、まず、この化
合物を第１のポリマー成分又は第２のポリマー成分の残留ヒドロキシ基と反応させた後に
、重合性基同士を重合させることによって、第１のポリマー成分又は第２のポリマー成分
を共有結合で架橋させても良い。
　第１のポリマー成分又は第２のポリマー成分の残留ヒドロキシ基と反応可能な官能基と
は、上述した通りで、例えば、ホルミル基、イソシアナート基、チオイソシアナート基、
カルボキシ基、クロロカルボニル基、酸無水物基、スルホン酸基、クロロスルホニル基、
スルフィン酸基、クロロスルフィニル基、エポキシ基、グリシジル基、ビニル基、ハロゲ
ン原子、エステル基、スルホン酸エステル基、炭酸エステル基、アミド基、イミド基、カ
ルボン酸塩、スルホン酸塩、リン酸塩、又はホスホン酸塩等である。好ましくは、クロロ
カルボニル基、酸無水物基、イソシアナート基、チオイソシアナート基、グリシジル基、
又はエポキシ基である。
【００９５】
　重合性基とは、例えば、スチリル基、アリル基、ビニルベンジル基、ビニルエーテル基
、ビニルケトン基、ビニル基、イソプロペニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、
グリシジル基、又はエポキシ基などの基が挙げられる。
【００９６】
　本発明における架橋剤としては、例えば、ポリエステル樹脂の（メタ）アクリル酸エス
テル、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（
メタ）アクリレート等のポリエーテル樹脂の（メタ）アクリル酸エステル、ジビニル化合
物、ホルムアルデヒドで代表されるモノアルデヒド、ジアルデヒド等のアルデヒド化合物
、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルイソシアネート、トリレンジイソシアネート、
４，４′－ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシ
リレンジイソシアネート、メタキシリレンジイソシアネート、１ ， ５ － ナフタレンジ
イソシアネート、水素化ジフェニルメタンジイソシアネート、水素化トリレンジイソシア
ネート、水素化キシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等のイソシア
ネート化合物；スミジュールＮ（住化バイエルウレタン社製）のようなビュレットポリイ
ソシアネート化合物； デスモジュールＩＬ 、ＨＬ（バイエルＡ ．Ｇ ．社製）、コロネ
ートＥＨ（日本ポリウレタン工業（株）製）の如きイソシアヌレート環を有するポリイソ
シアネート化合物； スミジュールＬ（住化バイエルウレタン社製）のようなアダクトポ
リイソシアネート化合物、コロネートＨＬ（日本ポリウレタン工業（株）製）、クリスボ
ンＮＸ（ＤＩＣ（株）製）のようなアダクトポリイソシアネート化合物等を挙げることが
できる。
　これらは、単独で使用し得るほか、二種以上を併用することもできる。
【００９７】
　また、ブロックイソシアネートを使用しても良い。
　その他、金属酸化物、例えば、酸化アルミニウム、ホウ素化合物、酸化コバルト等の無
機架橋剤、リン酸、モノメチルホスフェート、モノエチルホスフェート、モノブチルホス
フェート、モノオクチルホスフェート、モノデシルホスフェート、ジメチルホスフェート
、ジエチルホスフェート、ジブチルホスフェート、ジオクチルホスフェート、ジデシルホ
スフェートなどのリン酸又はリン酸エステル類；プロピレンオキシド、ブチレンオキシド
、シクロヘキセンオキシド、グリシジルメタクリレート、グリシドール、アクリルグリシ
ジルエーテル、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピ
ルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、（３，４－
エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、ビスフェノールＡのジグリシジル
エーテルの市販品として、エピコート８２７、エピコート８２８、エピコート８３４、エ
ピコート１００１、エピコート１００４、エピコート１００７、エピコート１００９及び
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エピコート８２５（以上、油化シェルエポキシ（株）製商品名）、アラルダイトＧＹ２５
０及びアラルダイトＧＹ６０９９（以上、ＢＡＳＦジャパン社製商品名）、ＥＲＬ２７７
４（ユニオンカーバイト社製商品名）、ＤＥＲ３３２、ＤＥＲ３３１及びＤＥＲ６６１（
以上、ダウケミカル社製商品名）等がある。
【００９８】
　エポキシフェノールノボラックの市販品として、エピコート１５２及びエピコート１５
４（以上、油化シェルエポキシ（株）製商品名）、ＤＥＮ４３８及びＤＥＮ４４８（以上
、ダウケミカル社製商品名）、アラルダイトＥＰＮ１１３８及びアラルダイトＥＰＮ１１
３９（以上、ＢＡＳＦジャパン社製商品名）等、エポキシクレゾールノボラックの市販品
として、アラルダイトＥＣＮ１２３５、アラルダイトＥＣＮ１２７３及びアラルダイトＥ
ＣＮ１２８０（以上、ＢＡＳＦジャパン社製商品名）等、ブロモ化エポキシ樹脂の市販品
として、エピコート５０５０（油化シェルエポキシ（株）製商品名）、ＢＲＥＮ（日本化
薬株式会社製商品名）等、その他例えば、以下の化合物がある。
【００９９】
　・ビスフェノールＦのジグリシジルエーテル（フタル酸、ジヒドロフタル酸及びテトラ
ヒドロフタル酸等の二塩基酸とエピハロヒドリンとの反応によって得られるジグリシジル
エステル）
　・アミノフェノール、ビス（４－アミノフェニル）メタン等の芳香族アミンとエピハロ
ヒドリンとの反応によって得られるエポキシ化合物
　・１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２，２－［４－（２，３－エポキシプロ
ポキシ）フェニル］プロパン
　・ジシクロペンタジエン等と過酢酸等との反応により得られる環式脂肪族エポキシ化合
物
　・１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル
　・１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル
　・エピコート６０４（油化シェルエポキシ（株）製商品名）
を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。
【０１００】
　本発明に用いる架橋剤として、好ましくは、ポリエステル樹脂の（メタ）アクリル酸エ
ステル、ポリエーテル樹脂の（メタ）アクリル酸エステル、イソシアネート化合物、ブロ
ックイソシアネート化合物である。
　さらに、好ましくは、（メタ）アクリル酸エステル、ポリエーテル樹脂の（メタ）アク
リル酸エステル、特に好ましくはポリエーテル樹脂の（メタ）アクリル酸エステルである
。
　ポリエーテル樹脂の（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えば、ポリエチレングリ
コール（メタ）アクリレート（新中村化学工業社製：Ａ－２００、Ａ－４００、Ａ－６０
０、Ａ－１０００、１Ｇ、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ、９Ｇ、１４Ｇ、２３Ｇなど）、ポリプロピ
レングリコール（メタ）アクリレート（新中村化学工業社製：ＡＰＧ－１００、ＡＰＧ－
２００、ＡＰＧ－４００、ＡＰＧ－７００、３ＰＧ、９ＰＧなど）、ポリエチレングリコ
ール及びポリプロピレングリコール（メタ）アクリレート（ブロック型）（新中村化学工
業社製：Ａ－１２０６ＰＥ、Ａ－０６１２ＰＥ、Ａ－０４１２ＰＥ、１２０６ＰＥなど）
、ポリエチレングリコール及びポリプロピレングリコール（メタ）アクリレート（ランダ
ム型）（新中村化学工業社製：Ａ－１０００ＰＥＲ、Ａ－３０００ＰＥＲ、１０００ＰＥ
Ｒなど）などが挙げられる。
【０１０１】
　これら架橋剤の添加量としては、特に限定されないが、フィルム強度及び平面性の点か
らはセルロース誘導体に対して０．０１～３０質量％の範囲内が好ましく、より好ましく
は０．１～１０質量％の範囲内である。
　添加量を０．０１質量％以上とすることによって、セルロース誘導体を十分に架橋でき
、十分な耐熱性・機械的強度が得られ、３０質量％以下とすることによって、靱性が向上
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し、ハンドリングにおいて架橋樹脂に割れ等の発生が抑制され、歩留りが悪い等の問題も
生じない。
【０１０２】
　本発明に係る第１のポリマー成分、又は第２のポリマー成分の架橋方法としては、熱、
又は紫外線等によって、特に触媒となる開始剤を用いずに架橋してもよいが、必要に応じ
てアゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）、過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ）のようなラジ
カル重合触媒、アニオン重合触媒、又はカチオン重合触媒等を用いてもよい。
【０１０３】
　また、光重合開始剤を用いる場合に、好ましい例としては、ベンゾイン誘導体、イルガ
キュア６５１のようなベンジルケタール誘導体、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニル
ケトン（イルガキュア１８４）のようなα－ヒドロキシアセトフェノン誘導体、イルガキ
ュア９０７のようなα－アミノアセトフェノン誘導体などが挙げられる。
　太陽光に対する耐久性の観点から芳香族環を含まない架橋剤が特に好ましい。
【０１０４】
　本発明における第２のポリマー成分の含有量は、第１のポリマー成分に対して５～５０
質量％の範囲内であることが好ましい。この範囲内とすることによって、透明性、引裂き
強度、破断伸度、及び耐傷性を向上することができる。
【０１０５】
＜添加剤＞
　本発明における太陽光耐久性高透明フィルムには、目的とする機能を低下させない程度
であれば各種の添加剤を添加することができる。
　添加剤としては、例えば、糖エステル、可塑剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、加水分解
抑制剤及び微粒子からなる群のうち少なくとも一つ以上が挙げられる。以下、これらの添
加剤について説明する。
【０１０６】
　（糖エステル）
　本発明における太陽光耐久性高透明フィルムの可塑性を向上させる観点から、糖エステ
ルをさらに含有することができる。
【０１０７】
　糖エステルは、フラノース構造、又はピラノース構造を１～１２個有する化合物であっ
て、該化合物中のヒドロキシ基の全部、又は一部がエステル化された化合物である。
　このような糖エステルの好ましい例としては、下記一般式（ＦＡ）で表される構造を有
するスクロースエステルが含まれる。
【化３】

【０１０８】
　上記一般式（ＦＡ）中、Ｒ１～Ｒ８は、それぞれ、水素原子、置換若しくは無置換のア
ルキルカルボニル基、又は置換若しくは無置換のアリールカルボニル基を表す。Ｒ１～Ｒ

８は、互いに同じであっても、異なってもよい。
【０１０９】
　置換又は無置換のアルキルカルボニル基は、炭素原子数２以上の置換又は無置換のアル
キルカルボニル基であることが好ましい。置換又は無置換のアルキルカルボニル基として
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は、メチルカルボニル基（アセチル基）が挙げられる。アルキル基が有する置換基として
は、フェニル基等のアリール基が挙げられる。
【０１１０】
　置換又は無置換のアリールカルボニル基は、炭素原子数７以上の置換又は無置換のアリ
ールカルボニル基であることが好ましい。アリールカルボニル基としては、フェニルカル
ボニル基が挙げられる。アリール基が有する置換基としては、メチル基等のアルキル基、
又はメトキシ基等のアルコキシル基等が挙げられる。
【０１１１】
　スクロースエステルのアシル基の平均置換度は、３．０～７．５の範囲内であることが
好ましい。アシル基の平均置換度が、上記範囲内であると、十分な相溶性が得られやすい
。特に、セルロースエステルを第１のポリマー成分として用いた際には相溶性が高くなる
点で好ましい。
【０１１２】
　上記一般式（ＦＡ）で表される構造を有するスクロースエステルの具体例としては、下
記例示化合物（ＦＡ－１）～（ＦＡ－２４）が挙げられる。下記表は、例示化合物（ＦＡ
－１）～（ＦＡ－２４）の一般式（ＦＡ）におけるＲ１～Ｒ８と、アシル基の平均置換度
を示している。
【０１１３】
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【化６】

【０１１６】
　その他の糖エステルとしては、特開昭６２－４２９９６号公報、及び特開平１０－２３
７０８４号公報に記載の化合物が挙げられる。
【０１１７】
　糖エステルの含有量は、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分の総量に対して０．
５～３５．０質量％の範囲内であることが好ましく、５．０～３０．０質量％の範囲内で
あることがより好ましい。
【０１１８】
　（可塑剤）
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、フィルム製造時の組成物の流動性や、フィル
ムの柔軟性を向上するために、可塑剤をさらに含有してもよい。
　可塑剤としては、ポリエステル系可塑剤、多価アルコールエステル系可塑剤、多価カル
ボン酸エステル系可塑剤（フタル酸エステル系可塑剤を含む）、グリコレート系可塑剤、
又はエステル系可塑剤（クエン酸エステル系可塑剤、脂肪酸エステル系可塑剤、リン酸エ
ステル系可塑剤、トリメリット酸エステル系可塑剤などを含む）などが含まれる。中でも
、ポリエステル系可塑剤やリン酸エステル系可塑剤が好ましい。これらは、単独で用いて
も、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１１９】
　ポリエステル系可塑剤は、１～４価のカルボン酸と、１～６価のアルコールとを反応さ
せて得られた化合物であり、好ましくは２価カルボン酸と、グリコールとを反応させて得
られた化合物である。
【０１２０】
　２価カルボン酸としては、グルタル酸、イタコン酸、アジピン酸、フタル酸、アゼライ
ン酸、又はセバシン酸等が挙げられる。特に、２価カルボン酸として、アジピン酸、又は
フタル酸等を用いた化合物は、可塑性を良好に付与することができる点で好ましい。
【０１２１】
　グリコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレン
グリコール、１，４－ブチレングリコール、１，６－ヘキサメチレングリコール、ネオペ
ンチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、又はジプロピレ
ングリコール等が挙げられる。２価カルボン酸、及びグリコールは、それぞれ一種類であ
ってもよいし、二種類以上を併用してもよい。
【０１２２】
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　ポリエステル系可塑剤は、エステル、オリゴエステル、又はポリエステルのいずれであ
ってもよい。
　ポリエステル系可塑剤の重量平均分子量は、１００～１００００の範囲内が好ましく、
可塑性を付与する効果が大きいことから、６００～３０００の範囲内がより好ましい。
【０１２３】
　ポリエステル系可塑剤の粘度は、分子構造や分子量にもよるが、アジピン酸系可塑剤の
場合、可塑性を付与する効果が高いこと等から、２００～５０００ＭＰａ・ｓ（２５℃）
の範囲内であることが好ましい。ポリエステル系可塑剤は、一種類であっても、二種類以
上を併用してもよい。
【０１２４】
　リン酸エステル系可塑剤としては、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェ
ート、クレジルジフェニルホスフェート、オクチルジフェニルホスフェート、ジフェニル
ビフェニルホスフェート、トリオクチルホスフェート、又はトリブチルホスフェート等が
挙げられる。
【０１２５】
　可塑剤の含有量は、第１のポリマー成分に対して０．５～３０．０質量％の範囲内であ
ることが好ましい。可塑剤の含有量が上記範囲内であれば、太陽光耐久性高透明フィルム
がブリードアウトを生じにくい。
【０１２６】
　（紫外線吸収剤）
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、紫外線吸収剤をさらに含有してもよい。
　紫外線吸収剤としては、ベンゾトリアゾール系、２－ヒドロキシベンゾフェノン系、サ
リチル酸フェニルエステル系等が挙げられる。
　具体的には、２－（５－メチル－２－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－
［２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２Ｈ－ベン
ゾトリアゾール、２－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－２－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリ
アゾール等のトリアゾール類；２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒド
ロキシ－４－オクトキシベンゾフェノン、又は２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベ
ンゾフェノン等のベンゾフェノン類等が挙げられる。
【０１２７】
　中でも、分子量が４００以上である紫外線吸収剤は、高沸点で揮発しにくく、高温成形
時にも飛散しにくい。そのため、比較的添加量が少なくても、得られたフィルムに耐候性
を付与することができる。
【０１２８】
　分子量が４００以上である紫外線吸収剤としては、２－［２－ヒドロキシ－３，５－ビ
ス（α，α－ジメチルベンジル）フェニル］－２－ベンゾトリアゾール、２，２－メチレ
ンビス［４－（１，１，３，３－テトラブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２
－イル）フェノール］等のベンゾトリアゾール系；
　ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，
２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート等のヒンダードアミン系；
　２－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２－ｎ－ブチルマロン酸
ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）、１－［２－［３－（３，
５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニルオキシ］エチル］－４－［
３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニルオキシ］－２，
２，６，６－テトラメチルピペリジン等の分子内にヒンダードフェノールとヒンダードア
ミンの構造を共に有するハイブリッド系；
　等が挙げられる。
　好ましくは、２－［２－ヒドロキシ－３，５－ビス（α，α－ジメチルベンジル）フェ
ニル］－２－ベンゾトリアゾールや２，２－メチレンビス［４－（１，１，３，３－テト
ラブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）フェノール］である。これら
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は、一種類であっても、二種類以上を併用してもよい。
【０１２９】
　（酸化防止剤）
　酸化防止剤は、公知のものを使用することができ、ラクトン系化合物、イオウ系化合物
、フェノール系化合物、二重結合系化合物、ヒンダードアミン系化合物、又はリン系化合
物などが挙げられる。
【０１３０】
　ラクトン系化合物としては、ＩｒｇａｆｏｓＸＰ４０、ＩｒｇａｆｏｓＸＰ６０（ＢＡ
ＳＦジャパン株式会社）等が挙げられる。
　イオウ系化合物としては、Ｓｕｍｉｌｉｚｅｒ　ＴＰＬ－Ｒ、又はＳｕｍｉｌｉｚｅｒ
　ＴＰ－Ｄ（住友化学株式会社）が挙げられる。
　フェノール系化合物としては、２，６－ジアルキルフェノール構造を有するものが好ま
しく、例えば、Ｉｒｇａｎｏｘ１０７６、Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０（ＢＡＳＦジャパン株
式会社）、アデカスタブＡＯ－５０（（株）ＡＤＥＫＡ）等が挙げられる。
【０１３１】
　二重結合系化合物としては、Ｓｕｍｉｌｉｚｅｒ　ＧＭ、又はＳｕｍｉｌｉｚｅｒ　Ｇ
Ｓ（住友化学株式会社）等が挙げられる。
　ヒンダードアミン系化合物としては、Ｔｉｎｕｖｉｎ１４４、Ｔｉｎｕｖｉｎ７７０（
ＢＡＳＦジャパン株式会社）、又はＡＤＫ　ＳＴＡＢ　ＬＡ－５２（株式会社ＡＤＥＫＡ
）が挙げられる。
　リン系化合物としては、ＳｕｍｉｌｉｚｅｒＧＰ（住友化学株式会社）、ＡＤＫ　ＳＴ
ＡＢ　ＰＥＰ－２４Ｇ、ＡＤＫ　ＳＴＡＢ　ＰＥＰ－３６、ＡＤＫ　ＳＴＡＢ　３０１０
（株式会社ＡＤＥＫＡ）、ＩＲＧＡＦＯＳ　Ｐ－ＥＰＱ（ＢＡＳＦジャパン株式会社）、
又はＧＳＹ－Ｐ１０１（堺化学工業株式会社）が挙げられる。
【０１３２】
　酸化防止剤の含有量は、上述の第１のポリマー成分と第２のポリマー成分の総量に対し
て０．０５～５質量％の範囲内とすることができ、好ましくは０．１～４質量％の範囲内
である。
【０１３３】
　（微粒子）
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、無機化合物又は有機化合物からなる微粒子を
含有してもよい。
【０１３４】
　無機化合物としては、二酸化ケイ素、二酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジルコニ
ウム、炭酸カルシウム、炭酸カルシウム、タルク、クレイ、焼成カオリン、焼成ケイ酸カ
ルシウム、水和ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、又はリン
酸カルシウム等が挙げられる。
【０１３５】
　有機化合物としては、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、ポリメチルメタク
リレート、ポリプロピルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエチレンカーボ
ネート、アクリルスチレン系樹脂、又はシリコーン系樹脂等が挙げられる。
【０１３６】
　中でも、得られるフィルムのヘイズが増大しにくいことから、二酸化ケイ素の微粒子が
好ましい。
　二酸化ケイ素の微粒子としては、アエロジルＲ９７２、Ｒ９７２Ｖ、Ｒ９７４、Ｒ８１
２、２００、２００Ｖ、３００、Ｒ２０２、ＯＸ５０、又はＴＴ６００（以上、日本アエ
ロジル（株）製）等が挙げられる。中でも、アエロジル２００Ｖ、又はアエロジルＲ９７
２Ｖが、太陽光耐久性高透明フィルムのヘイズを低く保ちつつ、フィルム表面の滑り性を
高めやすいため、特に好ましい。
【０１３７】
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　微粒子の一次粒子の平均粒径は、好ましくは５～４００ｎｍの範囲内であり、より好ま
しくは１０～３００ｎｍの範囲内である。
　微粒子は、主に粒径が０．０５～０．３０μｍの範囲内にある二次凝集体を形成してい
てもよい。微粒子の平均粒径が１００～４００ｎｍの範囲内であれば、凝集せずに一次粒
子として存在しうる。
【０１３８】
　微粒子の含有量は、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分の総量に対して０．０１
～１．００質量％の範囲内であることが好ましく、０．０５～０．５０質量％の範囲内で
あることがより好ましい。
【０１３９】
　（加水分解抑制剤）
　本発明の太陽光高耐久性高透明フィルムは、加水分解抑制剤を含有してもよい。
　加水分解抑制剤としては、ポリカルボジイミド化合物やモノカルボジイミド化合物等の
カルボジイミド化合物が挙げられ、引裂強さ及び破断伸度の観点からポリカルボジイミド
化合物が好ましく、せん断加工性観点からモノカルボジイミド化合物が好ましい。
　また、引裂強さ、破断伸度及びせん断加工性をより向上させる観点から、モノカルボジ
イミドとポリカルボジイミドを併用することが好ましい。
【０１４０】
　ポリカルボジイミド化合物としては、ポリ（４，４’－ジフェニルメタンカルボジイミ
ド）、ポリ（４，４’－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド）、ポリ（１，３，５－
トリイソプロピルベンゼン）ポリカルボジイミド、ポリ（１，３，５－トリイソプロピル
ベンゼン、又は１，５－ジイソプロピルベンゼン）ポリカルボジイミド等が挙げられる。
　モノカルボジイミド化合物としては、Ｎ，Ｎ’－ジ－２，６－ジイソプロピルフェニル
カルボジイミド等が挙げられる。
【０１４１】
　前記カルボジイミド化合物は、単独、又は二種以上組み合わせて用いてもよい。
　また、ポリ（４，４’－ジシクロヘキシルメタンカルボジイミド）は、カルボジライト
ＬＡ－１（日清紡ケミカル社製）を、ポリ（１，３，５－トリイソプロピルベンゼン）ポ
リカルボジイミド及びポリ（１，３，５－トリイソプロピルベンゼン及び１，５－ジイソ
プロピルベンゼン）ポリカルボジイミドは、スタバクゾールＰ及びスタバクゾールＰ－１
００（Ｒｈｅｉｎ Ｃｈｅｍｉｅ社製）を、Ｎ，Ｎ’－ジ－２，６－ジイソプロピルフェ
ニルカルボジイミドは、スタバクゾールＩ（Ｒｈｅｉｎ Ｃｈｅｍｉｅ社製）を使用する
ことができる。これらの中でもフィルムの透明性向上の観点から、ポリ（４，４’－ジシ
クロヘキシルメタンカルボジイミド）（製品名：カルボジライトＬＡ－１、日清紡ケミカ
ル社製）を使用することが好ましい。
【０１４２】
　加水分解抑制剤の含有量は、太陽光耐久性高透明性フィルムの光透過性及び裁断加工性
を向上させる観点から、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分の総量１００質量部に
対して、０．０５～３質量部の範囲内が好ましく、０．１０～２質量部の範囲内がより好
ましく、０．２～１質量部範囲内がさらに好ましい。
【０１４３】
＜引裂強さ＞
　本発明における太陽光耐久性高透明フィルムは、引裂強さが６０～３５０ｍＮの範囲内
であることが好ましい。
　引裂強さは、本発明に係る太陽光耐久性高透明フィルムを、ＪＩＳ　Ｋ　７１２８－２
：１９９８（プラスチック－フィルム及びシートの引裂強さ試験方法－第２部：エルメン
ドルフ引裂法）に準拠して、（株）東洋精機製作所製の軽荷重引裂試験機により、エルメ
ンドルフ引裂法により、搬送方向と直交する方向（ＴＤ方向）又は搬送方向（ＭＤ方向）
での支持体の引き裂き荷重を測定することによって求められる。引裂強さの測定は、一定
の温度・湿度条件下（本発明では、温度２３℃、相対湿度５５％の条件下）で行う。
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本発明においては、特に断りがない限り、試料の引裂長さ及び厚さを、それぞれ同一の条
件で、搬送方向と直交する方向（ＴＤ方向）及び搬送方向（ＭＤ方向）の平均値を引裂強
さとした。
【０１４４】
＜破断伸度＞
　本発明における太陽光耐久性高透明フィルムは、破断伸度が６０～２００％の範囲内で
あることが、破断伸度を増強する手段の効果や生産性の観点から好ましい。
【０１４５】
　破断伸度とは、フィルムが引っ張られたときに耐えられる最大の力(引張強さ)とその時
どれだけ伸びたか（引張伸び）を表す。
　具体的には、引張試験における、試験片の決められた標点間での破断直前の伸びをいう
。破断後には、一部は弾性ひずみとして回復するが、その他は永久ひずみ、又は残留ひず
みとして材料内に残存する。単位は％で表す。
　測定方法は、ＪＩＳ　Ｋ　７１２７に準じる。
【０１４６】
　本発明に係る破断伸度は、例えば、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分を溶媒
に溶解したドープを、測定に適する乾燥膜厚となるように流延して製膜し、得られた試料
フィルムを用いて市販の引張試験機を用いて測定することができる。
【０１４７】
［太陽光耐久性高透明フィルムの製造方法］
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、溶液流延法又は溶融流延法で製造することが
できる。太陽光耐久性高透明フィルムの着色や異物欠点、ダイライン等の光学欠点を抑制
する観点では、溶液流延法が好ましく、太陽光耐久性高透明フィルムに溶媒が残留するの
を抑制する観点では、溶融流延法が好ましい。第１のポリマー成分としてセルロース誘導
体を用いる場合は、溶液流延法が好ましい。
【０１４８】
　Ａ）溶液流延法
　太陽光耐久性高透明フィルムを溶液流延法で製造する方法は、Ａ１）少なくとも第１の
ポリマー成分と、第２のポリマー成分とを溶剤に溶解させてドープを得る工程、Ａ２）ド
ープを無端の金属支持体上に流延する工程、Ａ３）流延したドープから溶媒を蒸発させて
ウェブを得る工程、Ａ４）ウェブを金属支持体から剥離する工程、及びＡ５）ウェブを乾
燥してフィルム得る工程を有する。必要により乾燥中、又は乾燥後に延伸してもよい。
【０１４９】
　Ａ１）ドープを得る工程
　溶解釜において、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分と、必要に応じて他の添加
剤とを溶剤に溶解させてドープを調製する。
【０１５０】
　溶剤は、第１のポリマー成分、第２のポリマー成分、及びその他の添加剤等を溶解する
のであれば、制限なく用いることができる。
　例えば、塩素系有機溶媒としては、メチレンクロライド、非塩素系有機溶媒としては、
酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミル、アセトン、テトラヒドロフラン、１，３－ジオキ
ソラン、１，４－ジオキサン、シクロヘキサノン、ギ酸エチル、２，２，２－トリフルオ
ロエタノール、２，２，３，３－ヘキサフルオロ－１－プロパノール、１，３－ジフルオ
ロ－２－プロパノール、１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－メチル－２－プ
ロパノール、１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール、２，２，３
，３，３－ペンタフルオロ－１－プロパノール、又はニトロエタン等を挙げることができ
る。好ましくは、メチレンクロライド、酢酸メチル、酢酸エチル、又はアセトン等を用い
ることができる。
【０１５１】
ドープは、１～４０質量％の範囲内の炭素原子数１～４の直鎖、又は分岐鎖状の脂肪族ア
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ルコールをさらに含有することが好ましい。ドープ中のアルコールの比率が高いと、ドー
プ膜を乾燥して得られるフィルムがゲル化し、金属支持体からの剥離が容易になる。一方
、ドープ中のアルコールの比率が少ないと、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分
の溶解を促進することができる。
【０１５２】
　炭素原子数１～４の直鎖、又は分岐鎖状の脂肪族アルコールとしては、メタノール、エ
タノール、ｎ－プロパノール、ｉｓｏ－プロパノール、ｎ－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノ
ール、又はｔｅｒｔ－ブタノール等が含まれる。中でも、ドープの安定性が高く、沸点が
比較的低く、乾燥性が高いこと等から、エタノールが好ましい。
　また、ドープは、溶剤のメチレンクロライドと、炭素数１～４の直鎖、又は分岐鎖状の
脂肪族アルコールとを含有することが好ましい。
【０１５３】
　ドープにおける第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分の濃度は、乾燥負荷を低減
するためには高い方が好ましいが、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分の濃度が
高すぎるとろ過しにくい。そのため、ドープにおける第１のポリマー成分及び第２のポリ
マー成分の濃度は、好ましくは１０～３５質量％の範囲内であり、より好ましくは１５～
２５質量％の範囲内である。
【０１５４】
　第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分を溶剤に溶解させる方法は、例えば、加熱
、及び加圧下で溶解させる方法が挙げられる。
　加熱温度は、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分の溶解性を高める観点では、
高い方が好ましい。加熱温度は、４５～１２０℃の範囲内であることが、圧力を高めるこ
となく、また、生産性向上の点から好ましい。
【０１５５】
　添加剤は、ドープにバッチ添加してもよいし、添加剤溶解液を別途用意してインライン
添加してもよい。特に、微粒子は、ろ過材への負荷を減らすために、全部、又は一部をイ
ンライン添加することが好ましい。
【０１５６】
　添加剤溶解液をインライン添加する場合は、ドープと混合しやすくするため、少量の第
１のポリマー成分又は第２のポリマー成分を溶解するのが好ましい。
　好ましい第１のポリマー成分又は第２のポリマー成分の含有量は、溶剤１００質量部に
対して１～１０質量部の範囲内であり、より好ましくは３～５質量部の範囲内である。
【０１５７】
　インライン添加、及び混合には、例えば、スタチックミキサー（東レエンジニアリング
製）、ＳＷＪ（東レ静止型管内混合器　Ｈｉ－Ｍｉｘｅｒ）等のインラインミキサー等が
好ましく用いられる。
【０１５８】
　得られたドープには、例えば、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分に含まれる
不純物等の不溶物が含まれることがある。このような不溶物は、得られたフィルムにおい
て輝点異物となり得る。不溶物を除去するため、得られたドープをさらにろ過することが
好ましい。
【０１５９】
　ドープのろ過は、得られたフィルムにおける輝点異物の数が一定以下となるように行う
ことが好ましい。具体的には、径が０．０１ｍｍ以上である輝点異物の数が、２００個／
ｃｍ２以下、好ましくは１００個／ｃｍ２以下、より好ましくは５０個／ｃｍ２以下、さ
らに好ましくは３０個／ｃｍ２以下、特に好ましくは１０個／ｃｍ２以下となるようにろ
過する。
【０１６０】
　径が、０．０１ｍｍ以下である輝点異物も２００個／ｃｍ２以下であることが好ましく
、１００個／ｃｍ２以下であることがより好ましく、５０個／ｃｍ２以下であることがさ
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らに好ましく、３０個／ｃｍ２以下であることがさらに好ましく、１０個／ｃｍ２以下で
あることが特に好ましく、皆無であることが最も好ましい。
【０１６１】
　フィルムの輝点異物の数は、以下の手順で測定することができる。
　１）２枚の偏光板をクロスニコル状態に配置し、それらの間に得られたフィルムを配置
する。
　２）一方の偏光板の側から光を当てて、他方の偏光板の側から観察したときに、光が漏
れてみえる点を異物として数をカウントする。
【０１６２】
　Ａ２）流延工程
　ドープを、加圧ダイのスリットから無端状の金属支持体上に流延させる。
【０１６３】
　金属支持体としては、ステンレススティールベルト、又は鋳物で表面がメッキ仕上げさ
れたドラム等が好ましく用いられる。金属支持体の表面は、鏡面仕上げされていることが
好ましい。
【０１６４】
　キャストの幅は、１～４ｍの範囲内とすることができる。
　流延工程の金属支持体の表面温度は、－５０℃以上、溶剤が沸騰して発泡しない温度以
下に設定される。温度が高い方がウェブの乾燥速度が速くできるので好ましいが、ウェブ
の発泡、平面性の低下を防ぐことができる温度の範囲内とする。
【０１６５】
　金属支持体の表面温度は、好ましくは０～１００℃の範囲内であり、より好ましくは５
～３０℃の範囲内である。
　また、金属支持体を冷却して、ウェブをゲル化させて残留溶媒を多く含んだ状態でドラ
ムから剥離できるようにしてもよい。
【０１６６】
　金属支持体の温度の調整方法は、特に制限されないが、温風、又は冷風を吹きかける方
法や、温水を金属支持体の裏側に接触させる方法がある。温水を用いる方が熱の伝達が効
率的に行われるため、金属支持体の温度が一定になるまでの時間が短く好ましい。
【０１６７】
　温風を用いる場合は、溶媒の蒸発潜熱によるフィルムの温度低下を考慮して、溶媒の沸
点以上の温風を使用しつつ、発泡も防ぎながら目的の温度よりも高い温度の風を使う場合
がある。特に、流延から剥離するまでの間で金属支持体の温度、及び乾燥風の温度を変更
し、効率的に乾燥を行うことが好ましい。
【０１６８】
　Ａ３）溶媒蒸発工程
　金属支持体上に流延されたドープ膜を金属支持体上で加熱し、溶媒を蒸発させて、フィ
ルムを得る。ドープ膜の乾燥方法や乾燥条件は、上述のＡ２）流延工程と同様とすること
ができる。
【０１６９】
　Ａ４）剥離工程
　金属支持体上で溶媒を蒸発させて得られたフィルムを、金属支持体上の剥離位置で剥離
する。
　金属支持体上の剥離位置で剥離する際のフィルムの残留溶媒量は、フィルムの平面性を
高めるためには、１０～１５０質量％の範囲内とすることが好ましく、２０～４０質量％
又は６０～１３０質量％の範囲内とすることがより好ましく、２０～３０質量％又は７０
～１２０質量％の範囲内とすることがさらに好ましい。
【０１７０】
　フィルムの残留溶媒量は、下記式で定義される。　残留溶媒量（％）＝（フィルムの加
熱処理前質量－フィルムの加熱処理後質量）／（フィルムの加熱処理後質量）×１００
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　なお、残留溶媒量を測定する際の加熱処理は、１１５℃で１時間の加熱処理を意味する
。
【０１７１】
　Ａ５）乾燥、及び延伸工程
　金属支持体から剥離されたフィルムを、必要に応じて乾燥させた後、延伸することがで
きる。
　延伸方法は、一軸延伸、二軸延伸、又は斜め延伸など任意の方法であってよい。
　フィルムの乾燥は、フィルムを、上下に配置した多数のローラーにより搬送しながら乾
燥させてもよいし、フィルムの両端部をクリップで固定して搬送しながら乾燥させてもよ
い。
　フィルムの乾燥方法は、熱風、赤外線、加熱ローラー、又はマイクロ波等で乾燥する方
法であってよく、簡便であることから熱風で乾燥する方法が好ましい。
【０１７２】
　そして、フィルムの延伸により、所望の位相差や収縮性、フィルム幅手長さを有するフ
ィルムを得る。フィルムの位相差や収縮性、幅手長さは、ウェブに対する張力の大きさや
延伸倍率を調整することで制御することができる。
【０１７３】
　本発明では、太陽光耐久性高透明フィルムを延伸した場合の遅相軸は、任意の方向であ
ってよい。
本発明の太陽光耐久性高透明フィルムの面内の遅相軸を、フィルムの幅方向（又は搬送方
向）に対して斜め方向とするために、フィルムの幅方向（又は搬送方向）に対して斜め方
向に延伸する（斜め延伸する）こともできる。
　斜め方向は、任意の方向に調整することができる。
【０１７４】
　延伸倍率は、延伸前後のフィルムの幅の比の値Ｗ／Ｗ０（Ｗは延伸前、Ｗ０は延伸後の
幅を表す。）で表され、得られた光学フィルムの膜厚や、求められる位相差にもよるが、
好ましくは、１．３～３．０倍の範囲内、より好ましくは１．５～２．８倍の範囲内であ
る。
【０１７５】
　延伸温度は、好ましくは８０～２３０℃の範囲内とし、より好ましくは１００～２２０
℃の範囲内とし、さらに好ましくは１１０℃より大きく２１０℃以下とすることができる
。
【０１７６】
　延伸操作は、多段階に分割して実施してもよい。
　また、二軸延伸を行う場合には、同時二軸延伸を行ってもよいし、段階的に実施しても
よい。この場合、段階的とは、例えば、延伸方向の異なる延伸を順次行うことも可能であ
るし、同一方向の延伸を多段階に分割し、かつ異なる方向の延伸をそのいずれかの段階に
加えることも可能である。
【０１７７】
　すなわち、例えば、次のような延伸ステップも可能である：
　・流延方向に延伸→幅手方向に延伸→流延方向に延伸→流延方向に延伸
　・幅手方向に延伸→幅手方向に延伸→流延方向に延伸→流延方向に延伸
　また、同時二軸延伸には、一方向に延伸し、もう一方を、張力を緩和して収縮させる場
合も含まれる。
【０１７８】
　延伸開始時のフィルムの残留溶媒は、好ましくは２０質量％以下とし、より好ましくは
１５質量％以下とし得る。
　当該残留溶媒量は、２質量％以上であれば、膜厚偏差が小さくなり、平面性の観点から
好ましく、１５質量％以内であれば、表面の凹凸が減り、平面性が向上し好ましい。
【０１７９】
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　本発明に係る太陽光耐久性高透明フィルムは、ガラス転移温度をＴｇとしたときに、（
Ｔｇ＋１５）～（Ｔｇ＋５０）℃の温度範囲で延伸することが好ましい。
　上記温度範囲で延伸すると、破断の発生を抑制し、平面性、及びフィルム自身の着色性
に優れた太陽光耐久性高透明フィルムが得られる。延伸温度は、（Ｔｇ＋２０）～（Ｔｇ
＋４０）℃の範囲で行うことが好ましい。
【０１８０】
　なお、ここでいうガラス転移温度Ｔｇとは、市販の示差走査熱量測定器を用いて、昇温
速度２０℃／分で測定し、ＪＩＳ　Ｋ７１２１（１９８７）にしたがって求めた中間点ガ
ラス転移温度（Ｔｍｇ）である。
　具体的な太陽光耐久性高透明フィルムのガラス転移温度Ｔｇの測定方法は、ＪＩＳ　Ｋ
７１２１（１９８７）にしたがって、セイコーインスツル（株）製の示差走査熱量計ＤＳ
Ｃ２２０を用いて測定する。
【０１８１】
　Ｂ）溶融流延法
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを溶融流延法で製造する方法は、Ｂ１）溶融ペレ
ットを製造する工程（ペレット化工程）、Ｂ２）溶融ペレットを溶融混練した後、押し出
す工程（溶融押出し工程）、Ｂ３）溶融樹脂を冷却固化してフィルムを得る工程（冷却固
化工程）、及びＢ４）フィルムを延伸する工程（延伸工程）、を有する。
【０１８２】
　Ｂ１）ペレット化工程
　太陽光耐久性高透明フィルムの第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分を含む樹脂
組成物は、あらかじめ混練してペレット化しておくことが好ましい。
　ペレット化は、公知の方法で行うことができ、例えば、上述の第１のポリマー成分及び
第２のポリマー成分と、必要に応じて可塑剤等の添加剤とを含む樹脂組成物を、押し出し
機にて溶融混錬した後、ダイからストランド状に押し出す。ストランド状に押し出された
溶融樹脂を、水冷又は空冷した後、カッティングしてペレットを得ることができる。
【０１８３】
　ペレットの原材料は、分解を防止するために、押し出し機に供給する前に乾燥しておく
ことが好ましい。
【０１８４】
　酸化防止剤と第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分の混合は、固体同士で混合し
てもよいし、溶剤に溶解させた酸化防止剤を、第１のポリマー成分及び第２のポリマー成
分に含浸させて混合してもよいし、酸化防止剤を、第１のポリマー成分及び第２のポリマ
ー成分に噴霧して混合してもよい。
　また、押し出し機のフィーダー部分やダイの出口部分の周辺の雰囲気は、ペレットの原
材料の劣化を防止するため等から、除湿した空気又は窒素ガス等の雰囲気とすることが好
ましい。
【０１８５】
　押し出し機では、樹脂の劣化（分子量の低下、着色、ゲルの生成等）が生じないように
、低いせん断力又は低い温度で混練することが好ましい。例えば、２軸押し出し機で混練
する場合、深溝タイプのスクリューを用いて、２つのスクリューの回転方向を同方向にす
ることが好ましい。均一に混錬するためには、２つのスクリュー形状が互いに噛み合うよ
うにすることが好ましい。
【０１８６】
　第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分を含む樹脂組成物をペレット化せずに、溶
融混練していない第１のポリマー成分及び第２のポリマー成分をそのまま原料として押し
出し機にて溶融混練して太陽光耐久性高透明フィルムを製造してもよい。
【０１８７】
Ｂ２）溶融押出し工程
　得られた溶融ペレットと、必要に応じて他の添加剤とを、ホッパーから押し出し機に供
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給する。
　ペレットの供給は、ペレットの酸化分解を防止するため等から、真空下、減圧下又は不
活性ガス雰囲気下で行うことが好ましい。そして、押し出し機にて、フィルム材料である
溶融ペレット、必要に応じて他の添加剤を溶融混練する。
【０１８８】
　押し出し機内のフィルム材料の溶融温度は、フィルム材料の種類にもよるが、フィルム
のガラス転移温度をＴｇ（℃）としたときに、好ましくはＴｇ～（Ｔｇ＋１００）℃の範
囲内であり、より好ましくは（Ｔｇ＋１０）～（Ｔｇ＋９０）℃の範囲内である。
【０１８９】
　さらに、可塑剤や微粒子等の添加剤を、押し出し機の途中で添加する場合、これらの成
分を均一に混合するために、押し出し機の下流側に、スタチックミキサー等の混合装置を
さらに配置してもよい。
【０１９０】
　押し出し機から押し出された溶融樹脂を、必要に応じてリーフディスクフィルター等で
ろ過した後、スタチックミキサー等でさらに混合して、ダイからフィルム状に押し出す。
【０１９１】
　押し出し流量は、ギヤポンプを用いて安定化させることが好ましい。また、異物の除去
に用いるリーフディスクフィルターは、ステンレス繊維焼結フィルターであることが好ま
しい。
　ステンレス繊維焼結フィルターは、ステンレス繊維体を複雑に絡み合わせたうえで圧縮
し、接触箇所を焼結して一体化したもので、その繊維の太さと圧縮量により密度を変え、
ろ過精度を調整できる。
【０１９２】
　ダイの出口部分における樹脂の溶融温度は、２００～３００℃程度の範囲内とし得る。
【０１９３】
　Ｂ３）冷却固化工程
　ダイから押し出された樹脂を、冷却ローラーと弾性タッチローラーとでニップして、フ
ィルム状の溶融樹脂を所定の厚さにする。そして、フィルム状の溶融樹脂を、複数の冷却
ローラーで段階的に冷却して固化させる。
【０１９４】
　冷却ローラーの表面温度は、フィルムのガラス転移温度をＴｇ（℃）としたとき、Ｔｇ
（℃）以下とすることができる。
　複数の冷却ローラーの表面温度は異なっていてもよい。
【０１９５】
　弾性タッチローラーは、挟圧回転体ともいう。弾性タッチローラーは、市販のものを用
いることもできる。
　弾性タッチローラー側のフィルム表面温度は、フィルムのＴｇ～（Ｔｇ＋１１０）℃の
範囲内とすることができる。
【０１９６】
　冷却ローラーから固化したフィルム状の溶融樹脂を剥離ローラー等で剥離してフィルム
を得る。
　フィルム状の溶融樹脂を剥離する際は、得られるフィルムの変形を防止するために、張
力を調整することが好ましい。
【０１９７】
　Ｂ４）延伸工程
　溶液流延法と同様に、冷却中のフィルム又は得られたフィルムを、延伸機にて延伸して
フィルムを得ることも可能である。
　フィルムの延伸方法、延伸倍率及び延伸温度についても、溶液流延法と同様としうる。
　
【０１９８】
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［太陽光制御フィルム］
　本発明に係る太陽光制御フィルムは、上述の太陽光耐久性高透明フィルム上に、少なく
とも太陽光制御層が形成されているフィルムである。
　具体的に、本発明における太陽光制御フィルムとは、太陽光の全波長、あるいは一部の
波長の光を吸収又は反射する機能や光を集光する機能、光の方向を変える機能を有するフ
ィルムのことをいう。
　太陽光を吸収する手段としては、フィルム中に染料を均一に溶解又は染色させる方法や
顔料を均一に分散させる方法、又は金属のプラズモン吸収を用いる方法が挙げられる。
　太陽光を反射する方法としては、金属膜などにより太陽光を反射する方法や、樹脂の薄
膜多層膜又は微粒子の配列による選択反射により太陽光を反射する方法を挙げることがで
きる。
【０１９９】
＜太陽光制御層＞
　本発明に係る太陽光制御層は、上記太陽光耐久性高透明フィルム上に積層される機能層
であり、光学的な特性を制御する機能を有する層であれば、特に限定されないが、例えば
、反射率や透過率を制御する層、マイクロレンズやマイクロプリズム、散乱層など光の方
向を変える、又は集光する層、などを挙げることができる。
　中でも、太陽光の全波長の光を反射させる層（例えば、銀反射層）や、特定の波長の光
を選択的に透過又は遮蔽する光学反射層（例えば、赤外線反射層や赤外線吸収層）とする
ことが好ましい。
　本発明では、太陽光制御層が赤外線反射層であるフィルムを赤外線反射フィルムとし、
太陽光制御層が銀反射層であるフィルムを、本発明ではフィルムミラーとする。
【０２００】
　特定の波長の光を選択的に透過又は遮蔽する層としては、染料や顔料によって特定の波
長を吸収する層、金属薄膜を設けて赤外光を反射する層（赤外線反射層）、低屈折率層と
高屈折率層とを交互に積層してその膜厚に応じた波長の光のみを反射する層（多層膜光反
射層：赤外線反射層）などを挙げることができる。
【０２０１】
　特に、第１の水溶性バインダー樹脂と第１の金属酸化物粒子とを含む高屈折率層、及び
第２の水溶性バインダー樹脂と第２の金属酸化物粒子とを含む低屈折率層を交互に積層し
た特定の波長の光を選択的に反射する層とすることが好ましい。
【０２０２】
　この方法においては、低屈折率層と高屈折率層の界面混合が少ないほど、界面反射がア
ップしてより高い反射率が得られるが、本発明のようにセルロース誘導体を支持体（太陽
光耐久性高透明フィルム）とすると塗布時の溶媒をセルロース誘導体が吸収するため、ま
た、塗布層の上面（空気側）だけでなく、支持体側（太陽光耐久性高透明フィルム側）か
らも溶媒が揮発できるために、塗布層がすばやく固化され、低屈折率層と高屈折率層の界
面混合が少なくなり、高い反射率が得られる。この点からセルロース誘導体を支持体（太
陽光耐久性高透明フィルム）に適用することが好ましく、一方で、層構成が複雑で、保存
時の劣化の影響が出やすいことから、本発明を非常に好ましく適用できる。
【０２０３】
［赤外線反射フィルム］
　本発明に係る赤外線反射フィルムは、本発明の太陽光耐久性高透明フィルム上に、太陽
光制御層として少なくとも赤外線反射層が形成されたフィルムである。
　赤外線反射層としては、下記に示す（１）多層構成の光学反射層、及び（３）金属薄膜
を設けて赤外線を反射する層が挙げられる。
【０２０４】
　（１）多層構成の光学反射層
　多層構成の光学反射層は、太陽光線、例えば赤外線成分を反射して遮断する機能を発現
するもので、屈折率の異なる複数の屈折率層で構成されている。
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　具体的には、高屈折率層及び低屈折率層を積層して構成される。本発明に用いられる光
学反射層は、高屈折率層と低屈折率層とから構成される積層体（ユニット）を少なくとも
一つ含む構成を有するものであればよいが、高屈折率層及び低屈折率層とから構成される
上記積層体が二つ以上複数で積層された構成を有することが好ましい。
　この場合、光学反射層の最上層及び最下層は高屈折率層及び低屈折率層のいずれであっ
てもよいが、最上層及び最下層の両者が低屈折率層であることが好ましい。最上層が低屈
折率層であると塗布性が良くなり、最下層が低屈折率層であると密着性が良くなる観点か
ら好ましい。
【０２０５】
　ここで、光学反射層の任意の屈折率層が、高屈折率層であるか低屈折率層であるかは、
隣接する屈折率層との屈折率の対比によって判断される。
　具体的には、ある屈折率層を基準層としたとき、当該基準層に隣接する屈折率層が基準
層より屈折率が低ければ、基準層は高屈折率層である（隣接層は低屈折率層である。）と
判断される。
　一方、基準層より隣接層の屈折率が高ければ、基準層は低屈折率層である（隣接層は高
屈折率層である。）と判断される。
　したがって、屈折率層が高屈折率層であるか低屈折率層であるかは、隣接層が有する屈
折率との関係で定まる相対的なものであり、ある屈折率層は、隣接層との関係によって高
屈折率層にも低屈折率層にもなりうる。
【０２０６】
　ここで、高屈折率層を構成する成分（以下、「高屈折率層成分」とも称する。）と低屈
折率層を構成する成分（以下、「低屈折率層成分」とも称する。）が二つの層の界面で混
合され、高屈折率層成分と低屈折率層成分とを含む層（混合層）が形成される場合がある
。
　この場合、混合層において、高屈折率層成分が５０質量％以上である部位の集合を高屈
折率層とし、低屈折率層成分が５０質量％を超える部位の集合を低屈折率層とする。
　具体的には、低屈折率層が、例えば、低屈折率層及び高屈折率層がそれぞれ異なる金属
酸化物粒子を含む場合、これらの積層膜における層厚方向での金属酸化物粒子の濃度プロ
ファイルを測定し、その組成によって、形成されうる混合層が、高屈折率層であるか低屈
折率層であるかを決定することができる。
【０２０７】
　積層膜の金属酸化物粒子の濃度プロファイルは、スパッタ法を用いて表面から深さ方向
へエッチングを行い、ＸＰＳ表面分析装置を用いて、最表面を０ｎｍとして、０．５ｎｍ
／ｍｉｎの速度でスパッタし、原子組成比を測定することで観測することができる。
　また、低屈折率成分又は高屈折率成分に金属酸化物粒子が含有されておらず、水溶性樹
脂のみから形成されている場合においても、同様にして、水溶性樹脂の濃度プロファイル
にて、例えば、層厚方向での炭素濃度を測定することにより混合領域が存在していること
を確認し、さらに、その組成をＥＤＸ（エネルギー分散型Ｘ線分光法）より測定すること
で、スパッタでエッチングされた各層が、高屈折率層又は低屈折率層とみなすことができ
る。
【０２０８】
　ＸＰＳ表面分析装置としては、特に限定なく、いかなる機種も使用することができるが
、ＶＧサイエンティフィックス社製ＥＳＣＡＬＡＢ－２００Ｒを用いた。
　Ｘ線アノードには、Ｍｇを用い、出力６００Ｗ（加速電圧１５ｋＶ、エミッション電流
４０ｍＡ）で測定する。
【０２０９】
　一般に、光学反射層においては、低屈折率層と高屈折率層との屈折率の差を大きく設計
することが、少ない層数で、例えば赤外光反射率を高くすることができるという観点から
好ましい。　本発明では、低屈折率層及び高屈折率層から構成される積層体（ユニット）
の少なくとも一つにおいて、隣接する低屈折率層と高屈折率層との屈折率差が０．１以上
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であることが好ましく、０．３以上であることがより好ましく、０．３５以上であること
がさらに好ましく、０．４を超えることが特に好ましい。
　光学反射層が、高屈折率層及び低屈折率層の積層体（ユニット）を２以上の複数有する
場合には、全ての積層体（ユニット）における高屈折率層と低屈折率層との屈折率差が上
記好適な範囲内にあることが好ましい。ただし、この場合でも光学反射層の最上層や最下
層を構成する屈折率層に関しては、上記好適な範囲外の構成であってもよい。
【０２１０】
　光学反射層の屈折率層の層数（高屈折率層及び低屈折率層のユニット）としては、上記
の観点から、１００層以下、すなわち５０ユニット以下であることが好ましく、４０層（
２０ユニット）以下であることがより好ましく、２０層（１０ユニット）以下であること
がさらに好ましい。
【０２１１】
　上記隣接した層界面での反射は、層間の屈折率比に依存するので、この屈折率比が大き
いほど、反射率が高まる。
　また、単層膜でみたとき層表面における反射光と、層底部における反射光の光路差を、
ｎ・ｄ＝波長／４、で表される関係にすると、位相差により反射光を強めあうよう制御で
き、反射率を上げることができる。
　ここで、ｎは屈折率、ｄは層の物理膜厚、ｎ・ｄは光学膜厚である。
　この光路差を利用することで、反射を制御できる。この関係を利用して、各層の屈折率
と膜厚を制御して、可視光や、近赤外光の反射を制御する。
【０２１２】
　すなわち、各層の屈折率、各層の膜厚、各層の積層のさせ方で、特定波長領域の反射率
をアップさせることができる。
【０２１３】
　本発明に用いられる光学反射層は、反射率をアップさせる特定波長領域を変えることに
より、紫外線反射フィルム、可視光反射フィルム、又は近赤外光反射フィルムとすること
ができる。すなわち、反射率をアップさせる特定波長領域を紫外線領域に設定すれば、紫
外線反射フィルムとなり、可視光領域に設定すれば可視光反射フィルムとなり、近赤外領
域に設定すれば近赤外光反射フィルムとなる。
【０２１４】
　本発明に用いられる光学反射層を有する光学フィルムを遮熱フィルムに用いる場合は、
近赤外光反射フィルムとすればよい。
　高分子フィルムに互いに屈折率が異なる膜を積層させた多層膜を形成し、ＪＩＳ　Ｒ３
１０６－１９９８で示される可視光領域の透過率が５０％以上で、かつ、波長９００～１
４００ｎｍの領域に反射率４０％を超える領域を有するように光学膜厚とユニットを設計
することが好ましい。
【０２１５】
　〈屈折率層：高屈折率層及び低屈折率層〉
　〔高屈折率層〕
　高屈折率層は、第１の水溶性バインダー樹脂及び第１の金属酸化物粒子を含有し、必要
に応じて、硬化剤、その他のバインダー樹脂、界面活性剤、及び各種添加剤等を含んでも
よい。
【０２１６】
　本発明に係る高屈折率層の屈折率は、好ましくは１．８０～２．５０の範囲内であり、
より好ましくは１．９０～２．２０の範囲内である。
【０２１７】
　（第１の水溶性バインダー樹脂）
　本発明に係る第１の水溶性バインダー樹脂は、該水溶性バインダー樹脂が最も溶解する
温度で、０．５質量％の濃度に水に溶解させた際、Ｇ２グラスフィルタ（最大細孔４０～
５０μｍ）で濾過した場合に濾別される不溶物の質量が、加えた該水溶性バインダー樹脂
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の５０質量％以内であるものをいう。
【０２１８】
　本発明に係る第１の水溶性バインダー樹脂の重量平均分子量は、１０００～２００００
０の範囲内であることが好ましい。さらには、３０００～４００００の範囲内がより好ま
しい。
【０２１９】
　ここで、重量平均分子量は、公知の方法によって測定することができ、例えば、静的光
散乱、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ）、又は飛行時間型質量分析
法（ＴＯＦ－ＭＡＳＳ）などによって測定することができ、本発明では一般的な公知の方
法であるゲルパーミエーションクロマトグラフィー法によって測定する。
【０２２０】
　高屈折率層における第１の水溶性バインダー樹脂の含有量は、高屈折率層の固形分１０
０質量％に対して、５～５０質量％の範囲内であることが好ましく、１０～４０質量％の
範囲内であることがより好ましい。
【０２２１】
　高屈折率層に適用する第１の水溶性バインダー樹脂としては、ポリビニルアルコールで
あることが好ましい。また、後述する低屈折率層に存在する水溶性バインダー樹脂も、ポ
リビニルアルコールであることが好ましい。したがって、以下においては、高屈折率層及
び低屈折率層に含まれるポリビニルアルコールを併せて説明する。
【０２２２】
　〈ポリビニルアルコール〉
　本発明において、高屈折率層と低屈折率層とは、ケン化度の異なる２種以上のポリビニ
ルアルコールを含むことが好ましい。
　ここで、区別するために、高屈折率層で用いる水溶性バインダー樹脂としてのポリビニ
ルアルコールをポリビニルアルコール（Ａ）とし、低屈折率層で用いる水溶性バインダー
樹脂としてのポリビニルアルコールをポリビニルアルコール（Ｂ）という。
　なお、各屈折率層が、ケン化度や重合度が異なる複数のポリビニルアルコールを含む場
合には、各屈折率層中で最も含有量の高いポリビニルアルコールをそれぞれ高屈折率層に
おけるポリビニルアルコール（Ａ）、及び低屈折率層におけるポリビニルアルコール（Ｂ
）と称する。
【０２２３】
　本発明でいう「ケン化度」とは、ポリビニルアルコール中のアセチルオキシ基（原料の
酢酸ビニル由来のもの）とヒドロキシ基との合計数に対するヒドロキシ基の割合のことで
ある。
【０２２４】
　また、ここでいう「屈折率層中で最も含有量の高いポリビニルアルコール」という際に
は、ケン化度の差が３ｍｏｌ％以内のポリビニルアルコールは同一のポリビニルアルコー
ルであるとし、重合度を算出する。
　ただし、重合度１０００以下の低重合度ポリビニルアルコールは、異なるポリビニルア
ルコールとする（仮にケン化度の差が３ｍｏｌ％以内のポリビニルアルコールがあったと
しても同一のポリビニルアルコールとはしない。）。
　具体的には、ケン化度が９０ｍｏｌ％、ケン化度が９１ｍｏｌ％、ケン化度が９３ｍｏ
ｌ％のポリビニルアルコールが同一層内にそれぞれ１０質量％、４０質量％、５０質量％
含まれる場合には、これら三つのポリビニルアルコールは同一のポリビニルアルコールと
し、これら三つの混合物をポリビニルアルコール（Ａ）又は（Ｂ）とする。
　また、上記「ケン化度の差が３ｍｏｌ％以内のポリビニルアルコール」とは、いずれか
のポリビニルアルコールに着目した場合に３ｍｏｌ％以内であれば足り、例えば、９０ｍ
ｏｌ％、９１ｍｏｌ％、９２ｍｏｌ％、９４ｍｏｌ％のポリビニルアルコールを含む場合
には、９１ｍｏｌ％のポリビニルアルコールに着目した場合に、いずれのポリビニルアル
コールのケン化度の差も３ｍｏｌ％以内なので、同一のポリビニルアルコールとなる。
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【０２２５】
　同一層内にケン化度が３ｍｏｌ％以上異なるポリビニルアルコールが含まれる場合、異
なるポリビニルアルコールの混合物とみなし、それぞれに重合度とケン化度を算出する。
例えば、ＰＶＡ２０３：５質量％、ＰＶＡ１１７：２５質量％、ＰＶＡ２１７：１０質量
％、ＰＶＡ２２０：１０質量％、ＰＶＡ２２４：１０質量％、ＰＶＡ２３５：２０質量％
、ＰＶＡ２４５：２０質量％が含まれる場合、最も含有量の多いＰＶＡ（ポリビニルアル
コール）は、ＰＶＡ２１７～２４５の混合物であり（ＰＶＡ２１７～２４５のケン化度の
差は３ｍｏｌ％以内なので同一のポリビニルアルコールである）、この混合物がポリビニ
ルアルコール（Ａ）又は（Ｂ）となる。そうして、ＰＶＡ２１７～２４５の混合物（ポリ
ビニルアルコール（Ａ）又は（Ｂ））において、重合度が、（１７００×０．１＋２００
０×０．１＋２４００×０．１＋３５００×０．２＋４５００×０．７）／０．７＝３２
００であり、ケン化度は、８８ｍｏｌ％となる。
【０２２６】
　ポリビニルアルコール（Ａ）とポリビニルアルコール（Ｂ）とのケン化度の絶対値の差
は、３ｍｏｌ％以上であることが好ましく、５ｍｏｌ％以上であることがより好ましい。
このような範囲であれば、高屈折率層と低屈折率層との層間混合状態が好ましいレベルに
なるため好ましい。
　また、ポリビニルアルコール（Ａ）とポリビニルアルコール（Ｂ）とのケン化度の差は
、離れていれば離れているほど好ましいが、ポリビニルアルコールの水への溶解性の観点
から、２０ｍｏｌ％以下であることが好ましい。
【０２２７】
　また、ポリビニルアルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）のケン化度は、水
への溶解性の観点で、７５ｍｏｌ％以上であることが好ましい。
　さらに、ポリビニルアルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）のうち一方がケ
ン化度９０ｍｏｌ％以上であり、他方が９０ｍｏｌ％以下であることが、高屈折率層と低
屈折率層との層間混合状態を好ましいレベルにするために好ましい。
　ポリビニルアルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）のうち一方が、ケン化度
９５ｍｏｌ％以上であり、他方が９０ｍｏｌ％以下であることがより好ましい。
　なお、ポリビニルアルコールのケン化度の上限は特に限定されるものではないが、通常
１００ｍｏｌ％未満であり、９９．９ｍｏｌ％以下程度である。
【０２２８】
　また、ケン化度の異なる２種のポリビニルアルコールの重合度は、１０００以上のもの
が好ましく用いられ、特に、重合度が１５００～５０００の範囲内のものがより好ましく
、２０００～５０００の範囲内のものがさらに好ましく用いられる。
　ポリビニルアルコールの重合度が、１０００以上であると塗布膜のひび割れがなく、５
０００以下であると塗布液が安定するからである。
　なお、本明細書において、「塗布液が安定する」とは、塗布液が経時的に安定すること
を意味する。
　ポリビニルアルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）の少なくとも一方の重合
度が、２０００～５０００の範囲内であると、塗膜のひび割れが減少し、特定の波長の反
射率が向上するため好ましい。
　ポリビニルアルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）の双方が、２０００～５
０００の範囲内であると、上記効果はより顕著に発揮できるため好ましい。
【０２２９】
　本明細書でいう「重合度Ｐ」とは、粘度平均重合度を指し、ＪＩＳ　Ｋ６７２６（１９
９４）に準じて測定され、ＰＶＡを完全に再ケン化し、精製した後、３０℃の水中で測定
した極限粘度［η］（ｄｌ／ｇ）から、下式（ａ）により求められるものである。
【０２３０】
式（ａ）
　　　Ｐ＝（〔η〕×１０３／８．２９）（１／０．６２）
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　低屈折率層に含まれるポリビニルアルコール（Ｂ）は、ケン化度が７５～９０ｍｏｌ％
の範囲内で、かつ重合度が２０００～５０００の範囲内であることが好ましい。このよう
な特性を備えたポリビニルアルコールを低屈折率層に含有させると、界面混合がより抑制
される点で好ましい。これは塗膜のひび割れが少なく、かつセット性が向上するためであ
ると考えられる。
【０２３１】
　本発明で用いられるポリビニルアルコール（Ａ）及び（Ｂ）は、合成品を用いてもよい
し市販品を用いてもよい。ポリビニルアルコール（Ａ）及び（Ｂ）として用いられる市販
品の例としては、例えば、ＰＶＡ－１０２、ＰＶＡ－１０３、ＰＶＡ－１０５、ＰＶＡ－
１１０、ＰＶＡ－１１７、ＰＶＡ－１２０、ＰＶＡ－１２４、ＰＶＡ－２０３、ＰＶＡ－
２０５、ＰＶＡ－２１０、ＰＶＡ－２１７、ＰＶＡ－２２０、ＰＶＡ－２２４、ＰＶＡ－
２３５（以上、株式会社クラレ製）、ＪＣ－２５、ＪＣ－３３、ＪＦ－０３、ＪＦ－０４
、ＪＦ－０５、ＪＰ－０３、ＪＰ－０４ＪＰ－０５、ＪＰ－４５（以上、日本酢ビ・ポバ
ール株式会社製）等が挙げられる。
【０２３２】
　本発明に係る第１の水溶性バインダー樹脂は、本発明の効果を損なわない限りでは、ポ
リ酢酸ビニルを加水分解して得られる通常のポリビニルアルコールの他に、一部が変性さ
れた変性ポリビニルアルコールを含んでもよい。このような変性ポリビニルアルコールを
含むと、膜の密着性や耐水性、柔軟性が改良される場合がある。
　このような変性ポリビニルアルコールとしては、カチオン変性ポリビニルアルコール、
アニオン変性ポリビニルアルコール、ノニオン変性ポリビニルアルコール、又はビニルア
ルコール系ポリマーが挙げられる。
【０２３３】
　カチオン変性ポリビニルアルコールとしては、例えば、特開昭６１－１０４８３号公報
に記載されているような、第一～第三級アミノ基や第四級アンモニウム基を上記ポリビニ
ルアルコールの主鎖又は側鎖中に有するポリビニルアルコールであり、カチオン性基を有
するエチレン性不飽和単量体と酢酸ビニルとの共重合体をケン化することにより得られる
。
【０２３４】
　カチオン性基を有するエチレン性不飽和単量体としては、例えば、トリメチル－（２－
アクリルアミド－２，２－ジメチルエチル）アンモニウムクロライド、トリメチル－（３
－アクリルアミド－３，３－ジメチルプロピル）アンモニウムクロライド、Ｎ－ビニルイ
ミダゾール、Ｎ－ビニル－２－メチルイミダゾール、Ｎ－（３－ジメチルアミノプロピル
）メタクリルアミド、ヒドロキシルエチルトリメチルアンモニウムクロライド、トリメチ
ル－（２－メタクリルアミドプロピル）アンモニウムクロライド、Ｎ－（１，１－ジメチ
ル－３－ジメチルアミノプロピル）アクリルアミド等が挙げられる。
　カチオン変性ポリビニルアルコールのカチオン変性基含有単量体の比率は、酢酸ビニル
に対して０．１～１０モル％の範囲内、好ましくは０．２～５モル％の範囲内である。
【０２３５】
　アニオン変性ポリビニルアルコールは、例えば、特開平１－２０６０８８号公報に記載
されているようなアニオン性基を有するポリビニルアルコール、特開昭６１－２３７６８
１号公報及び同６３－３０７９７９号公報に記載されているような、ビニルアルコールと
水溶性基を有するビニル化合物との共重合体及び特開平７－２８５２６５号公報に記載さ
れているような水溶性基を有する変性ポリビニルアルコールが挙げられる。
【０２３６】
　また、ノニオン変性ポリビニルアルコールとしては、例えば、特開平７－９７５８号公
報に記載されているようなポリアルキレンオキシド基をビニルアルコールの一部に付加し
たポリビニルアルコール誘導体、特開平８－２５７９５号公報に記載されている疎水性基
を有するビニル化合物とビニルアルコールとのブロック共重合体、シラノール基を有する
シラノール変性ポリビニルアルコール、アセトアセチル基やカルボニル基、カルボキシ基
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などの反応性基を有する反応性基変性ポリビニルアルコール等が挙げられる。
【０２３７】
　また、ビニルアルコール系ポリマーとして、エクセバール（登録商標、株式会社クラレ
製）やニチゴＧポリマー（登録商標、日本合成化学工業株式会社製）などが挙げられる。
【０２３８】
　変性ポリビニルアルコールは、重合度や変性の種類違いなど二種類以上を併用すること
ができる。
【０２３９】
　変性ポリビニルアルコールの含有量は、特に限定されるものではないが、各屈折率の全
質量（固形分）に対し、好ましくは１～３０質量％の範囲内である。このような範囲内で
あれば、上記効果がより発揮される。
【０２４０】
　本発明においては、屈折率の異なる層間ではケン化度の異なる二種のポリビニルアルコ
ールがそれぞれ用いられることが好ましい。
【０２４１】
　例えば、高屈折率層に低ケン化度のポリビニルアルコール（Ａ）を用い、低屈折率層に
高ケン化度のポリビニルアルコール（Ｂ）を用いる場合には、高屈折率層中のポリビニル
アルコール（Ａ）が層中の全ポリビニルアルコール類の全質量に対し、４０～１００質量
％の範囲内で含有されることが好ましく、６０～９５質量％の範囲内で含有されることが
より好ましい。そして、低屈折率層中のポリビニルアルコール（Ｂ）が低屈折率層中の全
ポリビニルアルコール類の全質量に対し、４０～１００質量％の範囲内で含有されること
が好ましく、６０～９５質量％の範囲内がより好ましい。
　また、高屈折率層に高ケン化度のポリビニルアルコール（Ａ）を用い、低屈折率層に低
ケン化度のポリビニルアルコール（Ｂ）を用いる場合には、高屈折率層中のポリビニルア
ルコール（Ａ）が層中の全ポリビニルアルコール類の全質量に対し、４０～１００質量％
の範囲内で含有されることが好ましく、６０～９５質量％の範囲内がより好ましい。そし
て、低屈折率層中のポリビニルアルコール（Ｂ）が低屈折率層中の全ポリビニルアルコー
ル類の全質量に対し、４０～１００質量％の範囲内で含有されることが好ましく、６０～
９５質量％の範囲内がより好ましい。含有量が４０質量％以上であると、層間混合が抑制
され、界面の乱れが小さくなるという効果が顕著に現れる。一方、含有量が１００質量％
以下であれば、塗布液の安定性が向上する。
【０２４２】
　（その他のバインダー樹脂）
　本発明において、高屈折率層では、ポリビニルアルコール以外の第１の水溶性バインダ
ー樹脂としては、第１の金属酸化物粒子を含有した高屈折率層が塗膜を形成することがで
きれば、いかなるものでも制限なく使用可能である。
　また、後述する低屈折率層においても、ポリビニルアルコール（Ｂ）以外の第２の水溶
性バインダー樹脂としては、上記と同様に、第２の金属酸化物粒子を含有した低屈折率層
が塗膜を形成することができれば、どのようなものでも制限なく使用可能である。
　ただし、環境の問題や塗膜の柔軟性を考慮すると、水溶性高分子（特にゼラチン、増粘
多糖類、反応性官能基を有するポリマー）が好ましい。これらの水溶性高分子は単独で用
いても構わないし、二種類以上を混合して用いても構わない。
【０２４３】
　高屈折率層において、水溶性バインダー樹脂として好ましく用いられるポリビニルアル
コールとともに、併用する他のバインダー樹脂の含有量は、高屈折率層の固形分１００質
量％に対して、５～５０質量％の範囲内で用いることもできる。
【０２４４】
　本発明においては、有機溶媒を用いる必要がなく、環境保全上好ましいことから、バイ
ンダー樹脂は水溶性高分子から構成されることが好ましい。
　すなわち、本発明ではその効果を損なわない限りにおいて、上記ポリビニルアルコール
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及び変性ポリビニルアルコールに加えて、ポリビニルアルコール及び変性ポリビニルアル
コール以外の水溶性高分子をバインダー樹脂として用いてもよい。
　前記水溶性高分子とは、該水溶性高分子が最も溶解する温度で、０．５質量％の濃度に
水に溶解させた際、Ｇ２グラスフィルター（最大細孔４０～５０μｍの範囲内）で濾過し
た場合に濾別される不溶物の質量が、加えた該水溶性高分子の５０質量％以内であるもの
をいう。そのような水溶性高分子の中でも特にゼラチン、セルロース類、増粘多糖類、又
は反応性官能基を有するポリマーが好ましい。これらの水溶性高分子は単独で用いても構
わないし、２種類以上を混合して用いても構わない。
【０２４５】
　（第１の金属酸化物粒子）
　本発明において、高屈折率層に適用可能な第１の金属酸化物粒子としては、屈折率が２
．０～３．０の範囲内である金属酸化物粒子が好ましい。
　さらに、具体的には、例えば、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、合成非晶質
シリカ、コロイダルシリカ、アルミナ、コロイダルアルミナ、チタン酸鉛、鉛丹、黄鉛、
亜鉛黄、酸化クロム、酸化第二鉄、鉄黒、酸化銅、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウ
ム、チタン酸ストロンチウム、酸化イットリウム、酸化ニオブ、酸化ユーロピウム、酸化
ランタン、ジルコン、酸化スズなどが挙げられる。
　また、複数の金属で構成された複合酸化物粒子やコア・シェル状に金属構成が変化する
コア・シェル粒子等を用いることもできる。
【０２４６】
　透明でより屈折率の高い高屈折率層を形成するために、高屈折率層には、チタン、ジル
コニウム等の高屈折率を有する金属の酸化物微粒子、すなわち、酸化チタン微粒子及び／
又は酸化ジルコニア微粒子を含有させることが好ましい。
　これらの中でも、高屈折率層を形成するための塗布液の安定性の観点から、酸化チタン
がより好ましい。また、酸化チタンの中でも、特にアナターゼ型よりルチル型（正方晶形
）の方が、触媒活性が低いために、高屈折率層や隣接した層の耐候性が高くなり、さらに
屈折率が高くなることからより好ましい。
【０２４７】
　また、高屈折率層に、第１の金属酸化物粒子としてコア・シェル粒子を用いた場合では
、シェル層の含ケイ素の水和酸化物と第１の水溶性バインダー樹脂との相互作用により、
高屈折率層と隣接層の層間混合が抑制される効果から、酸化チタン粒子が含ケイ素の水和
酸化物で被覆されたコア・シェル粒子がさらに好ましい。
【０２４８】
　本発明に用いられるコア・シェル粒子のコアに用いられる酸化チタン粒子を含む水溶液
は、２５℃で測定したｐＨが１．０～３．０の範囲内であり、かつチタン粒子のゼータ電
位が正である水系の酸化チタンゾルの表面を、疎水化して有機溶剤に分散可能な状態にし
たものを用いることが好ましい。
【０２４９】
　本発明に係る第１の金属酸化物粒子の含有量が、高屈折率層の固形分１００質量％に対
して、１５～８０質量％の範囲内であると、低屈折率層との屈折率差を付与するという観
点で好ましい。さらに、２０～７７質量％の範囲内であることがより好ましく、３０～７
５質量％の範囲内であることがさらに好ましい。
　なお、当該コア・シェル粒子以外の金属酸化物粒子が、高屈折率層に含有される場合の
含有量は、本発明の効果を奏することができる範囲であれば特に限定されるものではない
。
【０２５０】
　本発明においては、高屈折率層に適用する第１の金属酸化物粒子の体積平均粒径は、３
０ｎｍ以下であることが好ましく、１～３０ｎｍの範囲内であることがより好ましく、５
～１５ｎｍの範囲内であることがさらに好ましい。体積平均粒径が１～３０ｎｍの範囲内
であれば、ヘイズが少なく可視光透過性に優れる観点で好ましい。
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【０２５１】
　なお、本発明に係る第１の金属酸化物粒子の体積平均粒径とは、粒子そのものをレーザ
ー回折散乱法、動的光散乱法、又は電子顕微鏡を用いて観察する方法や、屈折率層の断面
や表面に現れた粒子像を電子顕微鏡で観察する方法により、１０００個の任意の粒子の粒
径を測定し、それぞれｄ１、ｄ２・・・ｄｉ・・・ｄｋの粒径を持つ粒子がそれぞれｎ１
、ｎ２・・・ｎｉ・・・ｎｋ個存在する粒子状の金属酸化物の集団において、粒子１個当
りの体積をｖｉとした場合に、体積平均粒径ｍｖ＝｛Σ（ｖｉ・ｄｉ）｝／｛Σ（ｖｉ）
｝で表される体積で重み付けされた平均粒径である。
【０２５２】
　さらに、本発明に係る第１の金属酸化物粒子は、単分散であることが好ましい。ここで
いう単分散とは、下記式（ｂ）で求められる単分散度が４０％以下であることをいう。こ
の単分散度は、さらに好ましくは３０％以下であり、特に好ましくは０．１～２０％の範
囲内である。
【０２５３】
　式（ｂ）
　　　単分散度＝（粒径の標準偏差）／（粒径の平均値）×１００（％）
【０２５４】
　〈コア・シェル粒子〉
　本発明に係る高屈折率層に適用する第１の金属酸化物粒子としては、「含ケイ素の水和
酸化物で表面処理された酸化チタン粒子」を用いることが好ましく、このような形態の酸
化チタン粒子を「コア・シェル粒子」、又は「Ｓｉ被覆ＴｉＯ２」と称する場合もある。
【０２５５】
　本発明に用いられるコア・シェル粒子は、酸化チタン粒子が含ケイ素の水和酸化物で被
覆されており、好ましくはコアの部分である平均粒径が１～３０ｎｍの範囲内、より好ま
しくは平均粒径が４～３０ｎｍの範囲内にある酸化チタン粒子の表面を、コアとなる酸化
チタンに対して、含ケイ素の水和酸化物の被覆量がＳｉＯ２として３～３０質量％の範囲
内となるように含ケイ素の水和酸化物からなるシェルが被覆した構造である。
【０２５６】
　すなわち、本発明では、コア・シェル粒子を含有させることで、シェル層の含ケイ素の
水和酸化物と第１の水溶性バインダー樹脂との相互作用により、高屈折率層と低屈折率層
との層間混合が抑制される効果、及びコアとして酸化チタンを用いる場合の酸化チタンの
光触媒活性によるバインダーの劣化やチョーキングなどの問題を防げるという効果を奏す
る。
【０２５７】
　本発明において、コア・シェル粒子は、コアとなる酸化チタンに対して、含ケイ素の水
和酸化物の被覆量がＳｉＯ２として３～３０質量％の範囲内であること好ましく、より好
ましくは３～１０質量％の範囲内であり、さらに好ましくは３～８質量％の範囲内である
。被覆量が３０質量％以下であれば、高屈折率層の高屈折率化を達成することができ、ま
た、被覆量が３質量％以上であれば、コア・シェル粒子の粒子を安定に形成することがで
きる。
【０２５８】
　さらに、本発明において、コア・シェル粒子の平均粒径は、好ましくは１～３０ｎｍの
範囲内であり、より好ましくは５～２０ｎｍの範囲内であり、さらに好ましくは５～１５
ｎｍの範囲内である。コア・シェル粒子の平均粒径が１～３０ｎｍの範囲内であれば、近
赤外線反射率や、透明性、ヘイズといった光学特性がより向上させることができる。
【０２５９】
　なお、本発明でいう平均粒径とは、一次平均粒径をいい、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
等による電子顕微鏡写真から計測することができる。動的光散乱法や静的光散乱法等を利
用する粒度分布計等によって計測してもよい。
【０２６０】
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　また、電子顕微鏡から求める場合、一次粒子の平均粒径は、粒子そのもの、又は屈折率
層の断面や表面に現れた粒子を電子顕微鏡で観察し、１０００個の任意の粒子の粒径を測
定し、その単純平均値（個数平均）として求められる。ここで、個々の粒子の粒径は、そ
の投影面積に等しい円を仮定したときの直径で表したものである。
【０２６１】
　本発明に適用可能なコア・シェル粒子の製造方法は、公知の方法を採用することができ
、例えば、特開平１０－１５８０１５号公報、特開２０００－０５３４２１号公報、特開
２０００－０６３１１９号公報、特開２０００－２０４３０１号公報、特許第４５５０７
５３号公報などを参照することができる。
【０２６２】
　本発明において、コア・シェル粒子に適用する含ケイ素の水和酸化物とは、無機ケイ素
化合物の水和物、有機ケイ素化合物の加水分解物又は縮合物のいずれでもよく、本発明に
おいては、シラノール基を有する化合物であることが好ましい。
【０２６３】
　本発明に係る高屈折率層には、コア・シェル粒子以外にも、その他の金属酸化物粒子が
含まれていてもよい。
　その他の金属酸化物粒子を併用する場合には、上記説明したコア・シェル粒子が電荷的
に凝集しないよう、各種のイオン性分散剤や保護剤を用いることができる。
　コア・シェル粒子以外に用いることのできる金属酸化物粒子は、例えば、二酸化チタン
、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、合成非晶質シリカ、コロイダルシリカ、アルミナ、コロ
イダルアルミナ、チタン酸鉛、鉛丹、黄鉛、亜鉛黄、酸化クロム、酸化第２鉄、鉄黒、酸
化銅、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、チタン酸ストロンチウム、酸化イットリ
ウム、酸化ニオブ、酸化ユーロピウム、酸化ランタン、ジルコン、酸化スズなどが挙げら
れる。
【０２６４】
　本発明に用いられるコア・シェル粒子は、コアである酸化チタン粒子の表面全体を含ケ
イ素の水和酸化物で被覆したものでもよく、また、コアである酸化チタン粒子の表面の一
部を含ケイ素の水和酸化物で被覆したものでもよい。
【０２６５】
　（硬化剤）
　本発明においては、高屈折率層に適用する第１の水溶性バインダー樹脂を硬化させるた
め、硬化剤を使用することもできる。
　第１の水溶性バインダー樹脂と共に用いることができる硬化剤としては、当該水溶性バ
インダー樹脂と硬化反応を起こすものであれば特に制限はない。
　例えば、第１の水溶性バインダー樹脂として、ポリビニルアルコールを用いる場合では
、硬化剤として、ホウ酸及びその塩が好ましい。ホウ酸及びその塩以外にも公知のものが
使用でき、一般的には、ポリビニルアルコールと反応し得る基を有する化合物あるいはポ
リビニルアルコールが有する異なる基同士の反応を促進するような化合物であり、適宜選
択して用いられる。
　硬化剤の具体例としては、例えば、エポキシ系硬化剤（ジグリシジルエチルエーテル、
エチレングリコールジグリシジルエーテル、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテ
ル、１，６－ジグリシジルシクロヘキサン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジル－４－グリシジルオキ
シアニリン、ソルビトールポリグリシジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテ
ル等）、アルデヒド系硬化剤（ホルムアルデヒド、グリオキザール等）、活性ハロゲン系
硬化剤（２，４－ジクロロ－４－ヒドロキシ－１，３，５，－ｓ－トリアジン等）、活性
ビニル系化合物（１，３，５－トリスアクリロイル－ヘキサヒドロ－ｓ－トリアジン、ビ
スビニルスルホニルメチルエーテル等）、アルミニウム明ばん等が挙げられる。
【０２６６】
ホウ酸及びその塩とは、ホウ素原子を中心原子とする酸素酸及びその塩のことをいい、具
体的には、オルトホウ酸、二ホウ酸、メタホウ酸、四ホウ酸、五ホウ酸及び八ホウ酸及び
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それらの塩が挙げられる。
【０２６７】
　硬化剤としてのホウ素原子を有するホウ酸及びその塩は、単独の水溶液でも、また、二
種以上を混合して使用してもよい。特に好ましいのはホウ酸とホウ砂の混合水溶液である
。
【０２６８】
　ホウ酸とホウ砂の水溶液は、それぞれ比較的希薄水溶液でしか添加することができない
が両者を混合することで濃厚な水溶液にすることができ、塗布液を濃縮化することができ
る。また、添加する水溶液のｐＨを比較的自由にコントロールすることができる利点があ
る。
【０２６９】
　本発明では、ホウ酸及びその塩、又はホウ砂を用いることが本発明の効果を得るために
はより好ましい。
　ホウ酸及びその塩、又はホウ砂を用いた場合には、金属酸化物粒子と水溶性バインダー
樹脂であるポリビニルアルコールのＯＨ基と水素結合ネットワークがより形成しやすく、
その結果として高屈折率層と低屈折率層との層間混合が抑制され、好ましい近赤外遮断特
性が達成されると考えられる。
　特に、高屈折率層及び低屈折率層の多層重層を湿式コーターで塗布後、一旦塗膜の膜面
温度を１５℃程度に冷やした後、膜面を乾燥させるセット系塗布プロセスを用いた場合に
は、より好ましく効果を発現することができる。
【０２７０】
　高屈折率層における硬化剤の含有量は、高屈折率層の固形分１００質量％に対して、１
～１０質量％の範囲内であることが好ましく、２～６質量％の範囲内であることがより好
ましい。
【０２７１】
　特に、第１の水溶性バインダー樹脂として、ポリビニルアルコールを使用する場合の上
記硬化剤の総使用量は、ポリビニルアルコール１ｇ当たり１～６００ｍｇの範囲内が好ま
しく、ポリビニルアルコール１ｇ当たり１００～６００ｍｇの範囲内がより好ましい。
【０２７２】
　〔低屈折率層〕
　本発明に係る低屈折率層は、第２の水溶性バインダー樹脂及び第２の金属酸化物粒子を
含み、更は、硬化剤、表面被覆成分、粒子表面保護剤、バインダー樹脂、界面活性剤、各
種添加剤等を含んでもよい。
【０２７３】
　本発明に係る低屈折率層の屈折率は、好ましくは１．１０～１．６０の範囲内であり、
より好ましくは１．３０～１．５０である。
【０２７４】
　（第２の水溶性バインダー樹脂）
　本発明に係る低屈折率層に適用する第２の水溶性バインダー樹脂として、ポリビニルア
ルコールが好ましく用いられる。
　さらに、前記高屈折率層に存在するポリビニルアルコール（Ａ）のケン化度とは異なる
ポリビニルアルコール（Ｂ）が、本発明に係る低屈折率層に用いられることがより好まし
い。
　なお、ここでの第２の水溶性バインダー樹脂の好ましい重量平均分子量等、ポリビニル
アルコール（Ａ）及びポリビニルアルコール（Ｂ）についての説明は、上記高屈折率層の
水溶性バインダー樹脂にて説明されており、ここでは説明を省略する。
【０２７５】
　低屈折率層における第２の水溶性バインダー樹脂の含有量は、低屈折率層の固形分１０
０質量％の範囲内に対して、２０～９９．９質量％の範囲内であることが好ましく、２５
～８０質量％の範囲内であることがより好ましい。



(45) JP 6597598 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

【０２７６】
　本発明に係る低屈折率層において適用が可能な、ポリビニルアルコール以外の水溶性バ
インダー樹脂としては、第２の金属酸化物粒子を含有した低屈折率層が塗膜を形成するこ
とができればどのようなものでも制限なく使用可能である。
　ただし、環境の問題や塗膜の柔軟性を考慮すると、水溶性高分子（特にゼラチン、増粘
多糖類、反応性官能基を有するポリマー）が好ましい。これらの水溶性高分子は単独で用
いても構わないし、二種類以上を混合して用いても構わない。
【０２７７】
　低屈折率層において、第２の水溶性バインダー樹脂として好ましく用いられるポリビニ
ルアルコールとともに、併用する他のバインダー樹脂の含有量は、低屈折率層の固形分１
００質量％に対して、０～１０質量％の範囲内で用いることもできる。
【０２７８】
　本発明に係る低屈折率層において、セルロース類、増粘多糖類及び反応性官能基を有す
るポリマー類等の水溶性高分子を含有することもできる。これらセルロース類、増粘多糖
類及び反応性官能基を有するポリマー類等の水溶性高分子は、上述した高屈折率層で説明
した水溶性高分子と同様のものが用いられるため、ここでは説明を省略する。
【０２７９】
　（第２の金属酸化物粒子）
　本発明に係る低屈折率層に適用する第２の金属酸化物粒子としては、シリカ（二酸化ケ
イ素）を用いることが好ましく、具体的な例として合成非晶質シリカ、コロイダルシリカ
等が挙げられる。
　これらのうち、酸性のコロイダルシリカゾルを用いることがより好ましく、有機溶媒に
分散させたコロイダルシリカゾルを用いることがさらに好ましい。
　また、屈折率をより低減させるためには、低屈折率層に適用する第２の金属酸化物粒子
として、粒子の内部に空孔を有する中空微粒子を用いることができ、特にシリカ（二酸化
ケイ素）の中空微粒子が好ましい。
【０２８０】
　低屈折率層に適用する第２の金属酸化物粒子（好ましくは二酸化ケイ素）は、その平均
粒径が３～１００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
　一次粒子の状態で分散された二酸化ケイ素の一次粒子の平均粒径（塗布前の分散液状態
での粒径）は、３～５０ｎｍの範囲内であることがより好ましく、３～４０ｎｍの範囲内
であることがさらに好ましく、３～２０ｎｍであることが特に好ましく、４～１０ｎｍの
範囲内であることが最も好ましい。
　また、二次粒子の平均粒径としては、３０ｎｍ以下であることが、ヘイズが少なく可視
光透過性に優れる観点で好ましい。
【０２８１】
　低屈折率層に適用する金属酸化物粒子の平均粒径は、粒子そのものあるいは屈折率層の
断面や表面に現れた粒子を電子顕微鏡で観察し、１０００個の任意の粒子の粒径を測定し
、その単純平均値（個数平均）として求められる。ここで個々の粒子の粒径は、その投影
面積に等しい円を仮定したときの直径で表したものである。
【０２８２】
　本発明で用いられるコロイダルシリカは、ケイ酸ナトリウムの酸等による複分解やイオ
ン交換樹脂層を通過させて得られるシリカゾルを加熱熟成して得られるものであり、例え
ば、特開昭５７－１４０９１号公報、特開昭６０－２１９０８３号公報、特開昭６０－２
１９０８４号公報、特開昭６１－２０７９２号公報、特開昭６１－１８８１８３号公報、
特開昭６３－１７８０７号公報、特開平４－９３２８４号公報、特開平５－２７８３２４
号公報、特開平６－９２０１１号公報、特開平６－１８３１３４号公報、特開平６－２９
７８３０号公報、特開平７－８１２１４号公報、特開平７－１０１１４２号公報、特開平
７－１７９０２９号公報、特開平７－１３７４３１号公報、及び国際公開第９４／２６５
３０号などに記載されているものである。
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【０２８３】
　このようなコロイダルシリカは合成品を用いてもよいし、市販品を用いてもよい。コロ
イダルシリカは、その表面をカチオン変性されたものであってもよく、また、Ａｌ、Ｃａ
、Ｍｇ又はＢａ等で処理された物であってもよい。
【０２８４】
　低屈折率層に適用する第２の金属酸化物粒子として、中空粒子を用いることもできる。
中空粒子を用いる場合には、平均粒子空孔径が、３～７０ｎｍの範囲内であるのが好まし
く、５～５０ｎｍの範囲内がより好ましく、５～４５ｎｍの範囲内がさらに好ましい。
　なお、中空粒子の平均粒子空孔径とは、中空粒子の内径の平均値である。
　本発明において、中空粒子の平均粒子空孔径は、上記範囲であれば、十分に低屈折率層
の屈折率が低屈折率化される。平均粒子空孔径は、電子顕微鏡観察で、円形、楕円形又は
実質的に円形は楕円形として観察できる空孔径を、ランダムに５０個以上観察し、各粒子
の空孔径を求め、その数平均値を求めることにより得られる。
　なお、平均粒子空孔径としては、円形、楕円形又は実質的に円形若しくは楕円形として
観察できる空孔径の外縁を、２本の平行線で挟んだ距離のうち、最小の距離を意味する。
【０２８５】
　本発明に係る第２の金属酸化物粒子は、表面被覆成分により表面コーティングされてい
てもよい。特に、本発明に係る第１の金属酸化物粒子としてコア・シェル状ではない金属
酸化物粒子を用いる際に、第２の金属酸化物粒子の表面をポリ塩化アルミニウムなどの表
面被覆成分によりコーティングすると、第１の金属酸化物粒子と凝集しにくくなる。
【０２８６】
　低屈折率層における第２の金属酸化物粒子の含有量は、低屈折率層の固形分１００質量
％に対して、０．１～７０質量％の範囲内であることが好ましく、３０～７０質量％の範
囲内であることがより好ましく、４５～６５質量％の範囲内であることがさらに好ましい
。
【０２８７】
　（硬化剤）
　本発明に係る低屈折率層において、前記高屈折率層と同様に、硬化剤をさらに含むこと
ができる。低屈折率層に含まれる第２の水溶性バインダー樹脂と硬化反応を起こすもので
あれば、特に制限されない。
　特に、低屈折率層に適用する第２の水溶性バインダー樹脂としてポリビニルアルコール
を用いた場合の硬化剤としては、ホウ酸及びその塩及び／又はホウ砂が好ましい。また、
ホウ酸及びその塩以外にも公知のものが使用できる。
【０２８８】
　低屈折率層における硬化剤の含有量は、低屈折率層の固形分１００質量％に対して、１
～１０質量％の範囲内であることが好ましく、２～６質量％の範囲内であることがより好
ましい。
【０２８９】
　特に、第２の水溶性バインダー樹脂としてポリビニルアルコールを使用する場合の上記
硬化剤の総使用量は、ポリビニルアルコール１ｇ当たり１～６００ｍｇの範囲内が好まし
く、ポリビニルアルコール１ｇ当たり１００～６００ｍｇの範囲内がより好ましい。
【０２９０】
　また、硬化剤の具体例などは、上述した高屈折率層と同様であるため、ここでは説明を
省略する。
【０２９１】
　〔各屈折率層のその他の添加剤〕
　本発明に係る高屈折率層及び低屈折率層には、必要に応じて各種の添加剤を用いること
ができる。また、高屈折率層における添加剤の含有量は、高屈折率層の固形分１００質量
％に対して、０～２０質量％の範囲内であることが好ましい。当該添加剤の例を以下に記
載する。
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【０２９２】
　（界面活性剤）
　本発明においては、高屈折率層及び低屈折率層の少なくとも１層が、さらに界面活性剤
を含有してもよい。
　界面活性剤としては、両性イオン系、カチオン系、アニオン系、ノニオン系のいずれの
種類も使用することができる。より好ましくは、ベタイン系両性イオン性界面活性剤、４
級アンモニウム塩系カチオン性界面活性剤、ジアルキルスルホコハク酸塩系アニオン性界
面活性剤、アセチレングリコール系ノニオン性界面活性剤、又はフッ素系カチオン性界面
活性剤が好ましい。
【０２９３】
　本発明に用いられる界面活性剤の添加量としては、高屈折率層用塗布液又は低屈折率層
用塗布液の全質量を１００質量％としたとき、０．００５～０．３０質量％の範囲内であ
ることが好ましく、０．０１～０．１０質量％の範囲内であることがより好ましい。
【０２９４】
　（アミノ酸）
　本発明において、高屈折率層又は低屈折率層は、等電点が６．５以下のアミノ酸を含有
していてもよい。アミノ酸を含むことにより、高屈折率層又は低屈折率層中の金属酸化物
粒子の分散性が向上しうる。
【０２９５】
　ここで、アミノ酸とは、同一分子内にアミノ基とカルボキシ基とを有する化合物であり
、α－、β－、γ－などいずれのタイプのアミノ酸でもよい。アミノ酸には光学異性体が
存在するものもあるが、本発明においては光学異性体による効果の差はなく、いずれの異
性体も単独であるいはラセミ体でも使用することができる。
【０２９６】
　アミノ酸の詳しい解説は、化学大辞典１縮刷版（共立出版；昭和３５年発行）２６８頁
～２７０頁の記載を参照することができる。
【０２９７】
　具体的に好ましいアミノ酸として、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、セリン
、等を挙げることができ、特にグリシン、セリンが好ましい。
【０２９８】
　アミノ酸の等電点とは、アミノ酸は特定のｐＨにおいて分子内の正・負電荷が釣り合い
、全体としての電荷が０となるので、このｐＨ値をいう。各アミノ酸の等電点については
、低イオン強度での等電点電気泳動で求めることができる。
【０２９９】
　（エマルジョン樹脂）
　本発明に係る高屈折率層又は低屈折率層は、エマルジョン樹脂をさらに含有していても
よい。エマルジョン樹脂を含むことにより、膜の柔軟性が高くなりガラスへの貼りつけ等
の加工性がよくなる。
【０３００】
　エマルジョン樹脂とは、水系媒体中に微細な、例えば、平均粒径が０．０１～２．０μ
ｍ程度の樹脂粒子がエマルジョン状態で分散されている樹脂で、油溶性のモノマーを、ヒ
ドロキシ基を有する高分子分散剤を用いてエマルジョン重合して得られる。
　用いる分散剤の種類によって、得られるエマルジョン樹脂のポリマー成分に基本的な違
いは見られない。
　エマルジョンの重合時に使用される分散剤としては、例えば、アルキルスルホン酸塩、
アルキルベンゼンスルホン酸塩、ジエチルアミン、エチレンジアミン、４級アンモニウム
塩のような低分子の分散剤の他に、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエ
キシエチレンラウリル酸エーテル、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン
のような高分子分散剤が挙げられる。
　ヒドロキシ基を有する高分子分散剤を用いて乳化重合すると、微細な微粒子の少なくと
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も表面にヒドロキシ基の存在が推定され、他の分散剤を用いて重合したエマルジョン樹脂
とはエマルジョンの化学的、物理的性質が異なる。
【０３０１】
　ヒドロキシ基を含む高分子分散剤とは、重量平均分子量が１００００以上の高分子の分
散剤で、側鎖又は末端にヒドロキシ基が置換されたものであり、例えばポリアクリル酸ソ
ーダ、ポリアクリルアミドのようなアクリル系の高分子で２－エチルヘキシルアクリレー
トが共重合されたもの、ポリエチレングリコールやポリプロピレングリコールのようなポ
リエーテルなどが挙げられる。
【０３０２】
　（リチウム化合物）
　本発明においては、高屈折率層及び低屈折率層の少なくとも１層が、さらにリチウム化
合物を含有してもよい。該リチウム化合物を含む高屈折率層用塗布液、又は低屈折率層用
塗布液は、粘度の制御がより容易となり、その結果、ガラスに本発明の太陽光制御フィル
ムを加える際の製造安定性がより向上する。
【０３０３】
　本発明に適用可能なリチウム化合物としては、特に制限はなく、例えば、炭酸リチウム
、硫酸リチウム、硝酸リチウム、酢酸リチウム、オロト酸リチウム、クエン酸リチウム、
モリブデン酸リチウム、塩化リチウム、水素化リチウム、水酸化リチウム、臭化リチウム
、フッ化リチウム、ヨウ化リチウム、ステアリン酸リチウム、リン酸リチウム、ヘキサフ
ルオロリン酸リチウム、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリエチルホウ酸リチウム
、水素化トリエトキシアルミニウムリチウム、タンタル酸リチウム、次亜塩素酸リチウム
、酸化リチウム、炭化リチウム、窒化リチウム、ニオブ酸リチウム、硫化リチウム、ホウ
酸リチウム、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＰＦ４、ＬｉＣＦ３ＳＯ３等が挙げられる
。これらリチウム化合物は、単独でも又は二種以上組み合わせても用いることができる。
【０３０４】
　これらの中でも、水酸化リチウムが本願発明の効果を十分に発揮できる観点から好まし
い。
【０３０５】
　リチウム化合物の添加量は、屈折率層中に存在する金属酸化物粒子１ｇ当たり、０．０
０５～０．０５ｇの範囲内が好ましく、より好ましくは０．０１～０．０３ｇの範囲内で
ある。
【０３０６】
　（その他の添加剤）
　本発明に係る高屈折率層及び低屈折率層に適用可能な各種の添加剤を、以下に列挙する
。
　例えば、特開昭５７－７４１９３号公報、特開昭５７－８７９８８号公報、及び特開昭
６２－２６１４７６号公報に記載の紫外線吸収剤、特開昭５７－７４１９２号、特開昭５
７－８７９８９号公報、特開昭６０－７２７８５号公報、特開昭６１－１４６５９１号公
報、特開平１－９５０９１号公報、及び特開平３－１３３７６号公報等に記載されている
退色防止剤、アニオン、カチオン又はノニオンの各種界面活性剤、特開昭５９－４２９９
３号公報、特開昭５９－５２６８９号公報、特開昭６２－２８００６９号公報、特開昭６
１－２４２８７１号公報、及び特開平４－２１９２６６号公報等に記載されている蛍光増
白剤、硫酸、リン酸、酢酸、クエン酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウ
ム等のｐＨ調整剤、消泡剤、ジエチレングリコール等の潤滑剤、防腐剤、防黴剤、帯電防
止剤、マット剤、熱安定剤、酸化防止剤、難燃剤、結晶核剤、無機粒子、有機粒子、減粘
剤、滑剤、赤外線吸収剤、色素、顔料等の公知の各種添加剤などが挙げられる。
【０３０７】
　〔光学反射層群の形成方法〕　本発明に用いられる光学反射層群の形成方法は、湿式塗
布方式を適用して形成することが好ましい。
　さらには、本発明に係る支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）上に、第１の水溶性バ
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インダー樹脂及び第１の金属酸化物粒子を含む高屈折率層用塗布液と、第２の水溶性バイ
ンダー樹脂及び第２の金属酸化物粒子を含む低屈折率層用塗布液と、を湿式塗布する工程
を含む製造方法が好ましい。
【０３０８】
　湿式塗布方法は、特に制限されず、例えば、ロールコーティング法、ロッドバーコーテ
ィング法、エアナイフコーティング法、スプレーコーティング法、スライド型カーテン塗
布法、又は米国特許第２７６１４１９号明細書、米国特許第２７６１７９１号明細書など
に記載のスライドホッパー塗布法、エクストルージョンコート法などが挙げられる。また
、複数の層を重層塗布する方式としては、逐次重層塗布方式でもよいし、同時重層塗布方
式でもよい。
【０３０９】
　以下、本発明に用いられる好ましい製造方法（塗布方法）であるスライドホッパー塗布
法による同時重層塗布について詳細に説明する。
【０３１０】
　（溶媒）
　高屈折率層用塗布液及び低屈折率層用塗布液を調製するために適用可能な溶媒は、特に
制限されないが、水、有機溶媒、又はその混合溶媒が好ましい。
【０３１１】
　有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、２－プロパノール、１－ブタノ
ールなどのアルコール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエ
ーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテートなどのエステル
類、ジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール
モノエチルエーテルなどのエーテル類、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリドンな
どのアミド類、アセトン、メチルエチルケトン、アセチルアセトン、シクロヘキサノンな
どのケトン類などが挙げられる。これら有機溶媒は、単独でも又は二種以上混合して用い
てもよい。
【０３１２】
　環境面、操作の簡便性などから、塗布液の溶媒としては、特に水、又は水とメタノール
、エタノール、あるいは酢酸エチルとの混合溶媒が好ましい。
【０３１３】
　（塗布液の濃度）
　高屈折率層用塗布液中の水溶性バインダー樹脂の濃度は、１～１０質量％の範囲内であ
ることが好ましい。また、高屈折率層用塗布液中の金属酸化物粒子の濃度は、１～５０質
量％の範囲内であることが好ましい。
【０３１４】
　低屈折率層用塗布液中の水溶性バインダー樹脂の濃度は、１～１０質量％の範囲内であ
ることが好ましい。また、低屈折率層用塗布液中の金属酸化物粒子の濃度は、１～５０質
量％の範囲内であることが好ましい。
【０３１５】
　（塗布液の調製方法）
　高屈折率層用塗布液及び低屈折率層用塗布液の調製方法は、特に制限されず、例えば、
水溶性バインダー樹脂、金属酸化物粒子、及び必要に応じて添加されるその他の添加剤を
添加し、撹拌混合する方法が挙げられる。
　この際、水溶性バインダー樹脂、金属酸化物粒子、及び必要に応じて用いられるその他
の添加剤の添加順も特に制限されず、撹拌しながら各成分を順次添加し混合してもよいし
、撹拌しながら一度に添加し混合してもよい。必要に応じて、さらに溶媒を用いて、適当
な粘度に調製される。　
【０３１６】
　本発明においては、コア・シェル粒子を添加、分散して調製した水系の高屈折率層塗布
液を用いて、高屈折率層を形成することが好ましい。このとき、前記コア・シェル粒子と
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しては、２５℃で測定したｐＨが５．０～７．５の範囲内で、かつ粒子のゼータ電位が負
であるゾルとして、高屈折率層塗布液に添加して調製することが好ましい。
【０３１７】
　（塗布液の粘度）
　スライドホッパー塗布法により同時重層塗布を行う際の、高屈折率層用塗布液及び低屈
折率層用塗布液の４０～４５℃における粘度は、５～１５０ｍＰａ・ｓの範囲内が好まし
く、１０～１００ｍＰａ・ｓの範囲内がより好ましい。
　また、スライド型カーテン塗布法により同時重層塗布を行う際の高屈折率層用塗布液及
び低屈折率層用塗布液の４０～４５℃における粘度は、５～１２００ｍＰａ・ｓの範囲内
が好ましく、２５～５００ｍＰａ・ｓ内の範囲内がより好ましい。
【０３１８】
　また、高屈折率層用塗布液及び低屈折率層用塗布液の１５℃における粘度は、１００ｍ
Ｐａ・ｓ以上が好ましく、１００～３００００ｍＰａ・ｓの範囲内がより好ましく、３０
００～３００００ｍＰａ・ｓの範囲内がさらに好ましく、１００００～３００００ｍＰａ
・ｓの範囲内が特に好ましい。
【０３１９】
　（塗布及び乾燥方法）
　塗布及び乾燥方法は、特に制限されないが、高屈折率層用塗布液及び低屈折率層用塗布
液を３０℃以上に加温して、支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）上に高屈折率層用塗
布液及び低屈折率層用塗布液の同時重層塗布を行った後、形成した塗膜の温度を好ましく
は１～１５℃の範囲内に一旦冷却（セット）する。その後、１０℃以上で乾燥することが
好ましい。
　より好ましい乾燥条件は、湿球温度５～５０℃の範囲内、膜面温度１０～５０℃の範囲
内の条件である。
　また、塗布直後の冷却方式としては、形成された塗膜の均一性向上の観点から、水平セ
ット方式で行うことが好ましい。
【０３２０】
　高屈折率層用塗布液及び低屈折率層用塗布液の塗布厚は、上記で示したような好ましい
乾燥時の厚さとなるように塗布すればよい。
【０３２１】
　ここで、前記セットとは、冷風等を塗膜に当てて温度を下げるなどの手段により、塗膜
組成物の粘度を高め各層間及び各層内の物質の流動性を低下させる工程のことを意味する
。冷風を塗布膜に表面から当てて、塗布膜の表面に指を押し付けたときに指に何もつかな
くなった状態を、セット完了の状態と定義する。
【０３２２】
　塗布した後、冷風を当ててからセットが完了するまでの時間（セット時間）は、５分以
内であることが好ましく、２分以内であることが好ましい。また、下限の時間は特に制限
されないが、４５秒以上の時間をとることが好ましい。セット時間を４５秒以上とするこ
とによって、層中の成分の混合が十分となる。一方、セット時間を５分以内とすることに
よって、金属酸化物粒子の層間拡散が進むことにより高屈折率層と低屈折率層との屈折率
差が不十分となることを防止することができる。
　なお、高屈折率層と低屈折率層との間の熱線遮断フィルムユニットの高弾性化が素早く
起こるのであれば、セットさせる工程は設けなくてもよい。
【０３２３】
　セット時間の調整は、水溶性バインダー樹脂の濃度や金属酸化物粒子の濃度を調整し、
ゼラチン、ペクチン、寒天、カラギーナン、ゲランガム等の各種公知のゲル化剤など、他
の成分を添加することにより調整することができる。　
【０３２４】
　冷風の温度は、０～２５℃の範囲内であることが好ましく、５～１０℃の範囲内である
ことがより好ましい。また、塗膜が冷風に晒される時間は、塗膜の搬送速度にもよるが、
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１０～１２０秒の範囲内であることが好ましい。
【０３２５】
　図２は、多層膜光反射層を有する本発明の赤外線反射フィルムであり、支持体である太
陽光耐久性高透明フィルムの一方の面側に反射層群を有する反射層ユニットを備えた構成
を示す概略断面図である。
【０３２６】
　図２において、本発明の赤外線反射フィルム１ａは、反射層ユニットＵを有する。さら
に、反射層ユニットＵは、支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）２ａ上に、一例として
、第１の水溶性バインダー樹脂と第１の金属酸化物粒子を含有する高屈折率の反射層と、
第２の水溶性バインダー樹脂と第２の金属酸化物粒子を含有する低屈折率の反射層とを交
互に積層した反射層群ＭＬを有している。
　反射層群ＭＬは、反射層Ｔ１～Ｔｎのｎ層で構成され、例えば、Ｔ１、Ｔ３、Ｔ５、（
中略）、Ｔｎ－２、Ｔｎを屈折率が１．１０～１．６０の範囲内にある低屈折率層で構成
し、Ｔ２、Ｔ４、Ｔ６、（中略）、Ｔｎ－１を屈折率が１．８０～２．５０の範囲内にあ
る高屈折率層とする構成が一例として挙げられる。
　本発明でいう屈折率とは、２５℃の環境下、測定光波長５５０ｎｍで測定した値である
。
【０３２７】
　また、図示していないが、反射層ユニットの最外層上には、耐傷性を向上するためのハ
ードコート層を設けることが好ましく、支持体の反射層ユニットを設けていない面には、
太陽光耐久性高透明フィルムを他の基材に貼合する接着層又は粘着層を設けることも好ま
しい。
【０３２８】
　図３は、多層膜光反射層を有する本発明の赤外線反射フィルムの別の構成で、支持体の
両面に、反射層群を有する反射層ユニットを設けた構成を示す概略断面図である。
【０３２９】
　（２）染料や顔料によって特定の波長を吸収する太陽光制御層
　染料や顔料によって特定の波長を吸収する太陽光制御層として、赤外線吸収層を例にし
て説明する。
【０３３０】
　赤外線吸収層に含まれる材料としては、特に制限されないが、例えば、バインダー成分
である紫外線硬化樹脂、光重合開始剤、赤外線吸収剤などが挙げられる。
　赤外線吸収層は、含まれるバインダー成分が硬化していることが好ましい。
　ここで、硬化とは、紫外線などの活性エネルギー線や熱などにより反応が進み硬化する
ことを指す。
【０３３１】
　紫外線硬化樹脂は、他の樹脂よりも硬度や平滑性に優れ、さらにはＩＴＯ、ＡＴＯや熱
伝導性の金属酸化物の分散性の観点からも有利である。
　紫外線硬化樹脂としては、硬化によって透明な層を形成する物であれば特に制限なく使
用でき、例えば、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、アクリル樹脂、ア
リルエステル樹脂等が挙げられる。より好ましくは、硬度、平滑性、透明性の観点からア
クリル樹脂である。
【０３３２】
　前記アクリル樹脂は、硬度、平滑性、及び透明性の観点から、国際公開２００８／０３
５６６９号に記載されているような、表面に光重合反応性を有する感光性基が導入された
反応性シリカ粒子（以下、単に「反応性シリカ粒子」ともいう）を含むことが好ましい。
　ここで、光重合性を有する感光性基としては、（メタ）アクリロイルオキシ基に代表さ
れる重合性不飽和基などを挙げることができる。
　また、紫外線硬化樹脂は、この反応性シリカ粒子の表面に導入された光重合反応性を有
する感光性基と光重合反応可能な化合物、例えば、重合性不飽和基を有する有機化合物を
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含むものであってもよい。
　また、重合性不飽和基修飾加水分解性シランが、加水分解性シリル基の加水分解反応に
よって、シリカ粒子との間に、シリルオキシ基を生成して化学的に結合しているようなも
のを、反応性シリカ粒子として用いることができる。
　ここで、反応性シリカ粒子の平均粒子径は、０．００１～０．１μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。平均粒子径をこのような範囲にすることにより、透明性、平滑性、硬度を
バランスよく満たすことができる。
【０３３３】
　また、前記アクリル樹脂は、屈折率を調整するという観点から、フッ素を含むことが好
ましい。すなわち、赤外線吸収層はフッ素を含むことが好ましい。
　このようなアクリル樹脂としては、含フッ素ビニルモノマーに由来する構成単位を含む
アクリル樹脂が挙げられる。
　含フッ素ビニルモノマーとしては、フルオロオレフィン類（例えばフルオロエチレン、
ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン等）、（
メタ）アクリル酸の部分又は完全フッ素化アルキルエステル誘導体類（例えばビスコート
６ＦＭ（商品名、大阪有機化学工業株式会社製）やＲ－２０２０（商品名、ダイキン工業
株式会社製）等）、完全又は部分フッ素化ビニルエーテル類等が挙げられる。
【０３３４】
　光重合開始剤としては、公知のものを使用することができ、単独でも又は二種以上の組
み合わせでも使用することができる。
【０３３５】
　赤外線吸収層に含まれうる無機赤外線吸収剤としては、可視光線透過率、赤外線吸収性
、及び樹脂中への分散適性等の観点から、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）、アンチ
モンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）、アンチモン酸亜鉛、６ホウ化ランタン（ＬａＢ６）、セ
シウム含有酸化タングステン（Ｃｓ０．３３ＷＯ３）等が好ましい。これらは単独でも又
は二種以上組み合わせても用いることができる。
　無機赤外線吸収剤の平均粒径は、５～１００ｎｍの範囲内が好ましく、１０～５０ｎｍ
の範囲内がより好ましい。５ｎｍ以上とすることによって、樹脂中の分散性や、赤外線吸
収性が向上するところがある。また、１００ｎｍ以下とすることによって、可視光線透過
率が向上するところがある。
　なお、平均粒径の測定は、透過型電子顕微鏡により撮像し、無作為に、例えば５０個の
粒子を抽出して該粒径を測定し、これを平均したものである。また、粒子の形状が球形で
ない場合には、長径を測定して算出したものと定義する。
【０３３６】
　前記無機赤外線吸収剤の赤外線吸収層における含有量は、赤外線吸収層の全質量に対し
て１～８０質量％の範囲内であることが好ましく、５～５０質量％の範囲内であることが
より好ましい。含有量が１％以上であれば、十分な赤外線吸収効果が現れ、８０％以下で
あれば、十分な量の可視光線を透過できる。
【０３３７】
　また、有機物の赤外線吸収材料としては、ポリメチン系、フタロシアニン系、ナフタロ
シアニン系、金属錯体系、アミニウム系、イモニウム系、ジイモニウム系、アンスラキノ
ン系、ジチオール金属錯体系、ナフトキノン系、インドールフェノール系、アゾ系、トリ
アリルメタン系の化合物などが挙げられる。
　金属錯体系化合物、アミニウム系化合物（アミニウム誘導体）、フタロシアニン系化合
物（フタロシアニン誘導体）、ナフタロシアニン系化合物（ナフタロシアニン誘導体）、
ジイモニウム系化合物（ジイモニウム誘導体）、スクワリウム系化合物（スクワリウム誘
導体）等が特に好ましく用いられる。　
【０３３８】
　赤外線吸収層においては、本発明の効果を奏する範囲内で、上記以外の金属酸化物や、
有機系赤外線吸収剤、金属錯体等の他の赤外線吸収剤を含んでもよい。
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　このような他の赤外線吸収剤の具体例としては、例えば、ジイモニウム系化合物、アル
ミニウム系化合物、フタロシアニン系化合物、有機金属錯体、シアニン系化合物、アゾ化
合物、ポリメチン系化合物、キノン系化合物、ジフェニルメタン系化合物、トリフェニル
メタン系化合物等が挙げられる。
【０３３９】
　赤外線吸収層の厚さは０．１～５０μｍの範囲内が好ましく、１～２０μｍの範囲内が
より好ましい。０．１μｍ以上であれば、赤外線吸収能力が向上する傾向にあり、一方、
５０μｍ以下であれば塗膜の耐クラック性が向上する。
【０３４０】
　該赤外線吸収層の形成方法は特に制限されず、例えば、上記各成分を含む赤外線吸収層
用塗布液を調製した後、ワイヤーバー等を用いて塗布液を塗布し、乾燥することにより形
成する方法等が挙げられる。
【０３４１】
　（３）金属薄膜を設けて赤外光を反射する太陽光制御層
　当該金属薄膜は、金属層、又は金属層と金属酸化物層及び／又は金属窒化物層とからな
ることが好ましい。金属を含有する金属層で赤外線反射機能を発現し、さらに、必須では
ないが、金属酸化物層及び／又は金属窒化物層を併用することにより、可視光透過率を上
昇させることができる。
【０３４２】
　本発明で用いる金属層については、赤外線反射性能に優れる銀を主成分とし、少なくと
も金及び／又はパラジウムを、金原子及びパラジウム原子の合計として２～５質量％の範
囲内で含むことが好ましい。
　これら金属の含有量が上記範囲内であれば、硫化による銀の腐食、亀裂を抑制する効果
を発現し、かつコストと当該改善効果のバランスの観点で有利である。さらに、金、パラ
ジウムは、銀と比較して可視光の吸収が大きく、添加量が上がるにしたがい積層フィルム
としての可視光透過性能が低下するため好ましくない。
　金とパラジウムの比率については、金のみ、あるいはパラジウムのみを添加しても良い
し、２～５質量％の範囲内でこれらを併用しても良い。
　金属層は上述した比率で金、パラジウムを添加した銀合金１層でも良いし、金、パラジ
ウムの比率が異なる銀合金を２層以上積層した多層構成としても良い。
　金属層の総厚さについては、特に制限はないが、必要とする赤外線反射性能と可視光透
過性能を考慮し、５～２０ｎｍの範囲内で適宜選択することが好ましい。厚さが薄いと透
明性に優れるが、赤外線反射性能が低下してしまう。逆に厚すぎると透明性が低下し、金
属の使用量が増加し経済的にも好ましくない。
【０３４３】
　上述した金属層の金属組成は、ＩＣＰ発光、ＸＰＳ、ＸＲＦなど既知の分析方法を用い
て定量することができる。例えば、ＩＣＰ発光分析を用いれば、金属層の上にハードコー
ト層などの保護層を設けた場合においても、各金属の組成を正確に分析することができ好
ましい。
【０３４４】
　また、上述した金属層の上に金属酸化物層及び／又は金属窒化物層を積層したり、金属
層を金属酸化物層及び／又は金属窒化物層でサンドイッチした構成であっても良い。
　本構成を採用することで、銀を含む金属層とハードコート層、又は銀を含む金属層と基
材の界面反射を抑制することができ、可視光透過率を向上させることが可能となる。つま
り、銀単体の屈折率が０．３以下と低く、他の層との間で界面反射がおこり、可視光透過
性能が低下するのに対し、屈折率が１．５～３程度の金属酸化物、金属窒化物を積層した
構成とすることにより、可視光線の界面反射を低減することができるためである。　これ
ら物質としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）
などの金属酸化物、窒化ケイ素などの金属窒化物を挙げることができ、適宜選択して用い
ることができる。
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　層の厚さについては、１０～１００ｎｍの範囲内であることが好ましく、さらに好まし
くは３０～６０ｎｍの範囲内である。厚さが薄い場合、可視光透過性能の大幅な向上は見
られない。逆に厚く積層しても可視光透過性能の更なる向上は得られないばかりか、経済
的に劣り好ましくない。これら金属酸化物（あるいは金属窒化物）については、金属層と
併せて、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法など公知の技術を用い
形成することができる。
　（４）易接着層
　本発明に係る赤外線反射層や赤外線吸収層（太陽光制御層）を設ける前に、本発明に係
る太陽光耐久性高透明フィルムは易接着層を設けることが好ましい。
【０３４５】
　易接着層を形成する樹脂は、高透明で耐久性があるものであれば特に限定されることは
ない。例えば、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコン系樹脂などを
単独、又は混合物として使用することができる。
　これら易接着層は、樹脂又は樹脂組成物の溶液を、グラビアコーティング法、リバース
ロールコーティング法、ロールコーティング法、ディップコーティング法などの公知の技
術で塗布し、乾燥した後、必要に応じて紫外線、電子線などを照射し硬化させることによ
り形成することができる。
　易接着層の厚さについては、０．５～５μｍの範囲内であることが好ましく、１～３μ
ｍの範囲内であることがより好ましい。易接着層の厚さが薄いと、基材表面を均一に被覆
することができないばかりか、耐腐食性を向上させる効果が十分に得られない傾向がある
。逆に、過度に厚く形成しても、さらなる耐擦過性向上は見られない。
【０３４６】
　太陽光制御層に親水性の樹脂を用いる場合は、易接着層の素材としてはゼラチン、ポリ
ビニルアルコール、部分アセタール化ポリビニルアルコール、酢酸ビニル～無水マレイン
酸共重合体等の親水性樹脂、セルロースジアセテート、セルロースナイトレート等のセル
ロースエステル樹脂が好ましく、これらを単独あるいは混合して用いてもよい。
【０３４７】
　易接着層の塗布液に有効な溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール
、イソプロパノール、メチレンクロライド、エチレンクロライド、エチレングリコールモ
ノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、１－メトキシ－２－プロパ
ノール、エチルアセテート、ジメチルホルムアミド等を用いることができ、これらを必要
に応じて混合して用いるのがよい。
【０３４８】
　（５）粘着層
　粘着層に用いる粘着剤は、ゴム系、アクリル系、シリコン系、ウレタン系等の粘着剤か
ら選ばれる。経時での黄変がないことでアクリル系、シリコン系が好ましく、汎用離型シ
ートが使用できる点でアクリル系がもっとも好ましい。
　また、粘着層の厚さは５μｍ～３０μｍの範囲内が好ましい。５μｍ以上とすることに
よって粘着性が安定であり、３０μｍ以下とすることによって粘着剤がフィルムのわきか
らはみ出したりすることがなく、取扱い上不都合が生じることがない。
　粘着層に貼り合わせるセパレータ（剥離シート）の種類については、ポリエステル、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、紙等の基材にシリコンコート、ポリアルキレンコート、フ
ッ素樹脂コートしたものが使用できるが、寸法安定性、平滑性、剥離安定性の点からポリ
エステルフィルムにシリコンコートしたものが特に好ましい。
　また、セパレータの厚さは、１０～１００μｍの範囲内が好ましく、さらに好ましくは
２０～６０μｍの範囲内である。１０μｍ以上とすることによって、塗布及び乾燥時の熱
絵によりフィルムに搬送じわが生じることがなくなる。また、１００μｍ以下とすること
によって、経済性の観点から好ましい。
【０３４９】
　（６）他の機能層
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　本発明の赤外線反射フィルムは、太陽光耐久性高透明フィルム上に、さらなる機能の付
加を目的として、導電性層、帯電防止層、ガスバリア層、防汚層、消臭層、流滴層、易滑
層、ハードコート層、耐摩耗性層、電磁波シールド層、紫外線吸収層、印刷層、蛍光発光
層、ホログラム層、剥離層、接着層等を設けてもよい。
【０３５０】
［フィルムミラー］
　本発明に係るフィルムミラーは、支持体上に銀反射層を有し、太陽光入射面側にも樹脂
フィルム層を有してもよい。支持体又は太陽光入射面側の樹脂フィルム層が、本発明にお
ける太陽光耐久性高透明フィルムであることを特徴とする。
　本発明においては、当該太陽光耐久性高透明フィルムが、前記銀反射層に対し光の入射
面側に位置し、当該銀反射層に対し光の入射面と反対側にガスバリア層を有することが好
ましい。また、当該太陽光耐久性高透明フィルムが、前記銀反射層に対し光の入射面側に
位置し、当該銀反射層に対し光の入射面と反対側の隣接層に腐食防止剤を含有する層を有
することが好ましい。
【０３５１】
（１）太陽熱発電用フィルムミラーの構成概要
　本発明のフィルムミラー及び太陽熱発電用反射装置の構成を図４Ａ、図４Ｂ、図５Ａ及
び図５Ｂに示す。
　図４Ａに示す太陽熱発電用のフィルムミラー２０は、構成層として少なくとも保護層と
してのポリマーフィルム（例えば太陽光耐久性高透明フィルム）２と、接着層３と、銀反
射層５と、を備えている。
　また、接着層３と銀反射層５との間には、腐食防止層４が備えられており、銀反射層５
の光反射側とは反対側には、アンカー層６と、支持体としてのポリマーフィルム（例えば
太陽光耐久性高透明フィルム）７と、粘着層８とが備えられ、さらに、最外層には剥離シ
ート９が剥離可能に備えられている。
【０３５２】
　また、図５Ａに示すフィルムミラー２１のように、他の構成層として、銀反射層５の光
反射側には、保護層としてのポリマーフィルム２のさらに上面の最外層に、ハードコート
層１を備えることとしても良い。
【０３５３】
　なお、ここでは、フィルムミラー２０、２１から剥離シート９を剥離したものをフィル
ムミラー本体としている。フィルムミラー２０、２１を用いて太陽熱発電用反射装置３０
、３１を製造する際には、剥離シート９を剥離したフィルムミラー本体のみが用いられる
。又は、粘着層８及び剥離シート９を含まないフィルムミラー２０、２１と金属支持体１
０とが粘着剤を用いて貼付されることとしてもよい。
【０３５４】
（２）銀反射層
　銀反射層５は、金属銀を主成分（純銀又は銀を６０質量％以上含有する合金）として含
有する太陽光反射層であり、入射した太陽光を高い反射率で反射する。
　銀反射層５の形成方法としては、湿式法（めっき法）、及び乾式法（真空成膜法）のい
ずれの方法も適用することができる。
【０３５５】
　湿式法（めっき法）は、溶液から金属を析出させて銀膜を形成する方法である。この湿
式法の具体例としては、銀鏡反応を挙げることができる。
　また、湿式法の一つとして、有機銀錯体化合物を含む溶液をフィルムに塗布し、焼成す
ることにより銀反射層を形成する方法が挙げられる。有機銀錯体化合物を焼成することに
より、有機銀錯体化合物を形成する配位子が分解、脱離、気化し、金属銀が析出する。
【０３５６】
　一方、乾式法（真空成膜法）の具体的な方法としては、例えば、抵抗加熱式真空蒸着法
、電子ビーム加熱式真空蒸着法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト真空蒸
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着法、スパッタ法等が挙げられる。本発明においては、連続的に成膜するロールツーロー
ル方式を適用することが可能な蒸着法が好ましく用いられる。
【０３５７】
　本発明に係る銀反射層５の厚さは、反射率等の観点から１０～２００ｎｍの範囲内が好
ましく、より好ましくは３０～１５０ｎｍの範囲内である。
【０３５８】
（３）腐食防止層
　腐食防止層４は、銀反射層５の銀に対する腐食を防ぐための層であり、腐食防止剤が含
有されたフィルム状の樹脂コート層である。ここで、「腐食」とは、銀（金属）がその周
囲を取り囲む環境物質によって化学的又は電気化学的に浸食されるか、若しくは、材質的
に劣化する現象をいう（ＪＩＳ　Ｚ０１０３－２００４参照）。
【０３５９】
　この腐食防止層４は、銀反射層５に隣接して設けられることが好ましい。
　腐食防止層４に含有される腐食防止剤の分子量は、８００以下であることが好ましい。
このような低分子の腐食防止剤を添加することによって、銀反射層５との界面に腐食防止
剤が移動しやすくなり、これにより、腐食防止機能が向上して銀反射層５の劣化が抑制さ
れると考えられる。また、腐食防止剤の含有量は、使用する化合物によって最適量が異な
るが、０．０１～１．０ｇ／ｍ２の範囲内であることが好ましい。
【０３６０】
　（腐食防止剤）
　腐食防止剤は、銀に対する吸着性基を有することが好ましい。
　銀に対する吸着性基を有する腐食防止剤としては、アミン類及びその誘導体、ピロール
環を有する化合物、トリアゾール環を有する化合物、ピラゾール環を有する化合物、チア
ゾール環を有する化合物、イミダゾール環を有する化合物、インダゾール環を有する化合
物、銅キレート化合物類、チオ尿素類、メルカプト基を有する化合物、ナフタレン系の少
なくとも一種又はこれらの混合物から選ばれることが望ましい。
【０３６１】
（４）保護層用ポリマーフィルム
　保護層として用いるポリマーフィルム２は、従来公知の種々の樹脂フィルムを用いるこ
とができる。
　例えば、本発明の太陽光耐久性高透明フィルム、セルロースエステル系フィルム、ポリ
エステル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリアリレート系フィルム、ポリス
ルホン（ポリエーテルスルホンも含む）系フィルム、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレンナフタレート等のポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレ
ンフィルム、セロファン、セルロースジアセテートフィルム、セルローストリアセテート
フィルム、セルロースアセテートプロピオネートフィルム、セルロースアセテートブチレ
ートフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、エチレン
ビニルアルコールフィルム、シンジオタクティックポリスチレン系フィルム、ポリカーボ
ネートフィルム、ノルボルネン系樹脂フィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエー
テルケトンフィルム、ポリエーテルケトンイミドフィルム、ポリアミドフィルム、フッ素
樹脂フィルム、ナイロンフィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム、アクリルフィル
ム等を挙げることができる。
【０３６２】
　中でも、本発明の太陽光耐久性高透明フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリエ
ステル系フィルム、ノルボルネン系樹脂フィルム、及びセルロースエステル系フィルムが
好ましく、特に、本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを用いることが好ましい。
　また、このポリマーフィルム２は、溶融流延製膜で製造されたフィルムであっても、溶
液流延製膜で製造されたフィルムであってもよい。
　ポリマーフィルム２の厚さは、１０～１２５μｍの範囲内であることが好ましい。ポリ
マーフィルム２が１０μｍ以上であると、引っ張り強度、引裂強さが強くなる傾向にあり
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、１２５μｍ以下であると、波長１６００ｎｍ～２５００ｎｍの範囲の光（赤外線）に対
する平均反射率が８０％を上回る。
【０３６３】
　保護層用ポリマーフィルム２の表面には、ハードコート層１との密着性を向上させるた
めに、コロナ放電処理、プラズマ処理等が施されていてもよい。
　また、ポリマーフィルム２は、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、トリアジン
系、シアノアクリレート系、ポリマー型の紫外線吸収剤のうちいずれかを含むことが好ま
しい。
【０３６４】
　このポリマーフィルム２としては、溶液流延法（キャスティング法）を用いて製造した
ものを用いることが好ましい。
　この溶液流延法を用いて製造したポリマーフィルム２を用いることで、従来用いられて
いた溶融流延法によるポリマーフィルム２と比較して、厚み精度、及び、平滑性を高める
ことができる。
【０３６５】
（５）接着層
　接着層３は、樹脂（「ポリマー」ともいう。）からなり、腐食防止層４と、紫外線吸収
剤が含有された保護層用ポリマーフィルム２とを密着するものである。したがって、接着
層３には、腐食防止層４とポリマーフィルム２とを密着する密着性、及び、銀反射層５が
本来有する高い反射性能を引き出すための平滑性、及び透明性が要求される。
【０３６６】
　接着層３に使用される樹脂は、上記の密着性、耐熱性、及び平滑性の条件を満足するも
のであれば特に制限はなく、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、メラミン系樹脂、エ
ポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体系
樹脂等の単独又はこれらの混合樹脂が使用できる。
　耐候性の点から、ポリエステル系樹脂とメラミン系樹脂の混合樹脂が特に好ましく、さ
らに、イソシアネート等の硬化剤を混合した熱硬化型樹脂がより好ましい。
【０３６７】
　接着層３の厚さは、０．０５～３μｍの範囲内であることが好ましく、より好ましくは
０．１～１μｍの範囲内である。接着層３の厚さが上記範囲内であると、密着性が向上し
て接着層を形成した効果が増すとともに、ポリマーフィルム２の表面に存在する凹凸を覆
うことができ、平滑性が向上する。
【０３６８】
　接着層３の形成方法としては、グラビアコート法、リバースコート法、ダイコート法等
、従来公知のコーティング方法が使用できる。
【０３６９】
（６）支持体用ポリマーフィルム
　支持体として用いるポリマーフィルム７としては、従来公知の種々のポリマーフィルム
を用いることができる。
　例えば、本発明の太陽光耐久性高透明フィルム、セルロースエステル系フィルム、ポリ
エステル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリアリレート系フィルム、ポリス
ルホン（ポリエーテルスルホンも含む）系フィルム、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレンナフタレート等のポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレ
ンフィルム、セロファン、セルロースジアセテートフィルム、セルローストリアセテート
フィルム、セルロースアセテートプロピオネートフィルム、セルロースアセテートブチレ
ートフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、エチレン
ビニルアルコールフィルム、シンジオタクティックポリスチレン系フィルム、ポリカーボ
ネートフィルム、ノルボルネン系樹脂フィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエー
テルケトンフィルム、ポリエーテルケトンイミドフィルム、ポリアミドフィルム、フッ素
樹脂フィルム、ナイロンフィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム、アクリルフィル
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ム等を挙げることができる。
　中でも、本発明の太陽光耐久性高透明フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリエ
ステル系フィルム、ノルボルネン系樹脂フィルム、及びセルロースエステル系フィルムが
好ましく、特に、本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを用いることが好ましい。
【０３７０】
　また、この支持体用ポリマーフィルム７は、溶融流延製膜で製造されたフィルムであっ
ても、溶液流延製膜で製造されたフィルムであってもよい。
　この支持体用ポリマーフィルム７の厚さは、ポリマー（樹脂）の種類に応じて適切な厚
さにすることが好ましい。例えば、一般的には、１０～３００μｍの範囲内である。好ま
しくは２０～２００μｍの範囲内、さらに好ましくは３０～１００μｍの範囲内である。
　また、このポリマーフィルム７は、溶融流延製膜で製造されたフィルムであっても、溶
液流延製膜で製造されたフィルムであってもよい。
【０３７１】
（７）アンカー層
　銀反射層５と支持体用ポリマーフィルム７とを接着するアンカー層６には、銀反射層５
とポリマーフィルム７とを密着させる密着性、銀反射層５を真空蒸着法等で形成する場合
の際の熱に耐え得る耐熱性、及び、銀反射層５が本来有する高い反射性能を引き出すため
の平滑性が必要とされる。
　アンカー層６の材料としては、これらの条件を満たすものであれば特に制限はないが、
樹脂からなることが好ましく、例えば、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、メラミン
系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニル酢酸ビニル
共重合体系樹脂等の単独又はこれらの混合樹脂を用いることができる。特に、耐候性の点
からポリエステル系樹脂とメラミン系樹脂の混合樹脂が好ましく、さらにイソシアネート
等の硬化剤を混合した熱硬化型樹脂であればより好ましい。
　アンカー層６の厚さは、密着性、平滑性、及び銀反射層５の反射率等の観点から、０．
０１～３μｍの範囲内であることが好ましく、より好ましくは０．１～１μｍの範囲内で
ある。
　このアンカー層６の形成方法としては、グラビアコート法、リバースコート法、ダイコ
ート法等、従来公知のコーティング方法が使用できる。
【０３７２】
（８）粘着層
　粘着層８は、後述する太陽熱発電用反射装置（３０、３１）を造る際に、銀反射層５を
備えるフィルムミラー本体を金属支持体１０に貼り付けるための層であり、支持体用ポリ
マーフィルム７の裏側（アンカー層６とは反対側の面）に設けられる。
　この粘着層８の材料としては、特に制限されないが、例えば、ドライラミネート剤、ウ
エットラミネート剤、粘着剤、ヒートシール剤、ホットメルト剤などを使用することがで
きる。また、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、アクリル系
樹脂、ニトリルゴムなどを用いてもよい。
　粘着層８の具体的な材料としては、例えば、綜研化学社製「ＳＫダインシリーズ」、東
洋インキ社製「Ｏｒｉｂａｉｎ ＢＰＷシリーズ、ＢＰＳシリーズ」、荒川化学社製「ア
ルコン」「スーパーエステル」「ハイペール」等の粘着剤を好適に用いることができる。
【０３７３】
　粘着層８の厚さは、粘着効果、乾燥速度等の観点から、通常１～５０μｍ程度の範囲内
であることが好ましい。
　フィルムミラーに粘着層８を設ける方法としては、特に制限されないが、例えば、ロー
ル式で連続的に行うラミネート方法が経済性及び生産性の点から好ましい。又は、剥離シ
ート９に積層して形成された粘着層８を、剥離シート９とともにフィルムミラー２０、フ
ィルムミラー２１の裏面側（ポリマーフィルム７の側）に貼り合わせるように設けてもよ
い。
【０３７４】
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（９）剥離シート
　剥離シート９は、所定量（例えば、２０～５０質量％の範囲内）の微粒子を含有してな
るポリマーフィルムであり、７５～１２５μｍの範囲内の厚さを有するフィルム層である
。より好ましくは、剥離シート９は、１００～１２５μｍの範囲内の厚さを有する。
　この剥離シート９を構成する樹脂フィルムには、従来公知の種々のフィルム材料（シー
ト材料）として、例えば、アクリルフィルム又はシート、ポリカーボネートフィルム又は
シート、ポリアリレートフィルム又はシート、ポリエチレンナフタレートフィルム又はシ
ート、ポリエチレンテレフタレートフィルム又はシート、フッ素樹脂等のプラスチックフ
ィルム又はシート、等を用いることができる。
　剥離シート９に用いることができる具体的な材料としては、例えば、三井化学東セロ社
製「セパレータＳＰ－ＰＥＴ」、王子タック社製フィルムタック、リンテック社製剥離フ
ィルム等を挙げることができる。
【０３７５】
（１０）ハードコート層
　ハードコート層１は、フィルムミラーの表面における損傷を防止するために、フィルム
ミラーの最外層に設けられる。
　このハードコート層１を形成する材料としては、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、メ
ラミン系樹脂、エポキシ系樹脂、有機シリケート化合物、シリコン系樹脂等を用いること
ができる。特に、硬度と耐久性の点では、シリコン系樹脂やアクリル系樹脂を用いること
が好ましい。また、硬化性、可撓性及び生産性の点では、活性エネルギー線硬化型のアク
リル系樹脂、又は熱硬化型のアクリル系樹脂を用いることが好ましい。
【０３７６】
　ここで、活性エネルギー線硬化型のアクリル系樹脂又は熱硬化型のアクリル系樹脂とは
、重合硬化成分として多官能アクリレート、アクリルオリゴマー又は反応性希釈剤を含む
組成物である。
　その他に必要に応じて光開始剤、光増感剤、熱重合開始剤又は改質剤等を含有している
ものを用いてもよい。
【０３７７】
　アクリルオリゴマーとは、アクリル系樹脂骨格に反応性のアクリル基が結合されたもの
を始めとして、ポリエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレー
ト、ポリエーテルアクリレート等であり、また、メラミンやイソシアヌール酸等の剛直な
骨格にアクリル基を結合したもの等も用いることができる。
　また、反応性希釈剤とは、塗工剤の媒体として塗工工程での溶剤の機能を担うとともに
、それ自体が一官能性又は多官能性のアクリルオリゴマーと反応する基を有し、塗膜の共
重合成分となるものである。
【０３７８】
　なお、市販されている多官能アクリル系硬化塗料としては、三菱レイヨン株式会社；（
商品名“ダイヤビーム（登録商標）”シリーズ等）、長瀬産業株式会社；（商品名“デナ
コール（登録商標）”シリーズ等）、新中村株式会社；（商品名“ＮＫエステル”シリー
ズ等）、ＤＩＣ株式会社；（商品名“ＵＮＩＤＩＣ（登録商標）”シリーズ等）、東亞合
成化学工業株式会社；（商品名“アロニックス（登録商標）”シリーズ等）、日本油脂株
式会社；（商品名“ブレンマー（登録商標）”シリーズ等）、日本化薬株式会社；（商品
名“ＫＡＹＡＲＡＤ（登録商標）”シリーズ等）、共栄社化学株式会社；（商品名“ライ
トエステル”シリーズ、“ライトアクリレート”シリーズ等）等の製品を利用することが
でき、アクリル系樹脂のハードコート層１を形成できる。
【０３７９】
　ハードコート層１中には、本発明の効果が損なわれない範囲で、さらに各種の添加剤を
必要に応じて配合することができる。例えば、上記した腐食防止層４に用いた腐食防止剤
やアクリルフィルム２に用いた紫外線吸収剤の他に、酸化防止剤、光安定剤、界面活性剤
、レベリング剤及び帯電防止剤等を用いることができる。
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【０３８０】
（１１）太陽熱発電用反射装置
　太陽熱発電用反射装置３０は、図４Ｂに示すように、フィルムミラー２０の剥離シート
９を剥離して露出させた粘着層８を金属支持体１０に貼り付けることで製造することがで
きる。
　同様に、太陽熱発電用反射装置３１は、図５Ｂに示すように、フィルムミラー２１の剥
離シート９を剥離して露出させた粘着層８を金属支持体１０に貼り付けて製造することが
できる。
【０３８１】
　太陽熱発電用反射装置の一形態としては、例えば、樋状（半円筒状）の形状のものが挙
げられる。この半円筒形状の内側を反射面側とし、内部に流体を有する筒状部材が半円筒
の軸位置に設けられて、筒状部材に太陽光を集光させて流体を加熱する。そして、この加
熱された流体の熱エネルギーを電気エネルギーに変換することで発電を行う。
【０３８２】
　また、太陽熱発電用反射装置の他の一形態としては、平板状の太陽熱発電用反射装置を
複数個所に設置し、それぞれの反射装置で反射された太陽光を一枚の反射鏡（中央反射鏡
）に集光させて、さらに、反射鏡により反射されて得られた熱エネルギーを発電部で電気
エネルギーに変換することで発電する形態が挙げられる。
【０３８３】
（１２）金属支持体
　金属支持体１０としては、鋼板、銅板、アルミニウム板、アルミニウムめっき鋼板、ア
ルミニウム系合金めっき鋼板、銅めっき鋼板、錫めっき鋼板、クロムめっき鋼板、ステン
レス鋼板など熱伝導率の高い金属材料、また樹脂と金属板とを組み合わせた鋼板を用いる
ことができる。
　本発明においては、特に耐食性の良好なめっき鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム板
などを用いることが好ましい。さらに好ましくは、樹脂と金属板とを組み合わせた鋼板を
用いることが好ましい。
【０３８４】
　以上のように、本発明に係るフィルムミラー２０、２１によれば、アクリルフィルム２
として溶液流延法により作成されたものを用いているので、太陽光に対して良好な正反射
率を有するフィルムミラーを製造することができる。
【０３８５】
　特に、接着層３の厚さを０．０５μｍ～３μｍの範囲内、より好ましくは、０．１μｍ
～１μｍの範囲内に設定することでアクリルフィルム２と銀反射層５との密着性及び平滑
性を向上させることができ、太陽光に対して良好な正反射率を有するフィルムミラーを製
造することができる。
【０３８６】
　また、反射率の高い銀を反射層として用いるとともに、蒸着法や有機銀錯体化合物を焼
成する方法を用いることで、銀反射層を容易且つ安定的に形成することができる。
【０３８７】
　また、上述のようにして製造されたフィルムミラー２０、２１を金属支持体１０と貼り
合わせて太陽熱発電用反射装置３０、３１を製造することで、正反射率の高い、すなわち
、集光効率の良い太陽熱発電用反射装置を得ることができる。
【実施例】
【０３８８】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「％」の表示を用いるが、特に断りがない限り「質量％
」を表す。
（１）実施例１
［太陽光耐久性高透明フィルムの作製］
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＜第１のポリマー成分＞
　第１のポリマー成分として、下記セルロースエステルＡ～Ｅ、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、環状アクリレート及びマレイミド・イソブテン共重合体を準備した。
　セルロースエステルＡ：アセチル基置換度２．４０のセルロースジアセテート（重量平
均分子量＝１９００００）
　セルロースエステルＢ：アセチル基置換度１．６８、プロピオニル基置換度０．９、総
アシル基置換度２.５８のセルロースアセテートプロピオネート（重量平均分子量＝２０
００００）
　セルロースエステルＣ：アセチル基置換度２．８５のセルローストリアセテート（重量
平均分子量＝３０００００）
　セルロースエステルＤ:アセチル置換度０．２０、プロピオニル置換度２．５０、総ア
シル置換度２．７０のセルロースアセテートプロピオネート（重量平均分子量＝２４００
００）
　セルロースエステルＥ：特開２０１１－１４８９７６号公報の合成例１に記載のアセト
キシプロピルメチルアセチルセルロース
　ポリエチレンテレフタレート：厚さ５０μｍ、帝人デュポン製、テイジンテトロンフィ
ルム高透明グレード
【０３８９】
　（環状アクリレートの合成）
　攪拌装置、温度センサー、冷却管、及び窒素導入管を備えた容量３０Ｌの釜型反応器に
、７７００ｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、１９５０ｇの２－（ヒドロキシメチル）
アクリル酸メチル（ＭＨＭＡ）、１０，０００ｇのトルエンを仕込んだ。そして、これに
窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温し、還流したところで、重合開始剤として９．８ｇの
ｔ－アミルパーオキシイソノナノエート（ルパゾール５７０、アトフィナ吉富（株）製）
を添加すると同時に、２０．０ｇのｔ－アミルパーオキシイソノナノエートと１００ｇの
トルエンとからなる溶液を２時間かけて滴下しながら、還流下、約１０５～１１０℃で溶
液重合を行い、さらに４時間かけて熟成を行った。
　得られた重合体溶液に、１０ｇのリン酸ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（Ｐｈ
ｏｓｌｅｘ Ａ－１８、堺化学工業（株）製）を加え、還流下、約９０～１１０℃で５時
間、環化縮合反応を行い、重合体溶液（Ａ－１）を製造した。
　次に、濾過精度が５μｍのリーフディスク型ポリマーフィルタ（５ｉｎｃｈ、５枚、長
瀬産業製）を備え、リアベント数１個、フォアベント数４個を備えたベントタイプスクリ
ュー二軸押出し機に、樹脂量換算で２．０ｋｇ／ｈの処理速度で上記重合体（熱可塑性樹
脂）溶液（Ａ－１）を導入し、脱気処理行うと同時にポリマーフィルタ処理を行った。
　なお、上記処理の際に、第三フォアベントと第四フォアベントとの中間で、発泡抑制剤
（失活剤）としてオクチル酸亜鉛（ニッカオクチックス亜鉛１８％、日本化学産業（株）
製）のトルエン溶液を、得られる熱可塑性樹脂組成物に対してオクチル酸亜鉛が重量比で
７００ｐｐｍとなるように注入した。
　この時のポリマーフィルタ内の温度は２８０℃であり、せん断速度１００／ｓｅｃにお
ける樹脂溶融粘度が４００Ｐａ・ｓｅｃであった。
　二軸押出し機の先端部に備えたダイスを通過後、孔径１μｍのフィルター（オルガノ社
製、製品名：ミクロポアフィルタ１ＥＵ）で濾過し、６０±５℃の範囲内の温度に保持し
た冷却水を満たした水槽により、ストランドを冷却した。
　さらに、切断機（ペレタイザ）に導入することで熱可塑性樹脂組成物（Ａ－２）（環状
アクリレート）のペレットを得た。
　なお、ペレットの生産中、ダイスから切断機までの環境清浄度は、５０００以下（米国
連邦規格　ＦＥＤ－ＳＴＤ－２０９Ｅ）となるようにクリーンスペースを設けた。
【０３９０】
　（マレイミド・イソブテン共重合体の合成）
　１リッターオートクレーブ中に溶媒としてトルエン４００ｍｌ、重合開始剤としてパー
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ブチルネオデカノエート０．００１４モル、Ｎ－シクロヘキシルマレイミド０．５３モル
、イソブテン０．５５モルとを仕込み、重合温度７０℃、重合時間７時間の重合条件にて
重合反応を行い、Ｎ－シクロヘキシルマレイミド・イソブテン共重合体（重量平均分子量
＝１８７０００）を得た。
【０３９１】
＜第２のポリマー成分＞
　第２のポリマー成分として、下記に示す脂肪族ポリエステルを準備した。なお、各脂肪
族ポリエステルの重量平均分子量、及び脂肪族ポリエステルのセルロースエステルに対す
る含有量を下記表１及び２に示した。なお、一部の脂肪族ポリエステルについては、相互
作用点数を下記表２に示した。
【０３９２】
　製造例１（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸３５４．３ｇ（３．０ｍｏｌ）及び１，４－ブタンジ
オール２７０．４ｇ（３．０ｍｏｌ）を入れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温
度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど認められなくなった時点で、１％２－エチルヘ
キサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０
．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃
まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にした。反応物の重量平均分子量が１０００００に
なるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＢＳ－１を得
た。
【０３９３】
　製造例２（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸２３６．２ｇ（２．０ｍｏｌ）及びアジピン酸１４６
．１ｇ(１．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（３．０ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にし
た。反応物の重量平均分子量が２０００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融
物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＢＳＡ－１を得た。
【０３９４】
　製造例３（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＥＳ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸３５４．３ｇ（３．０ｍｏｌ）、及びエチレングリコ
ール１８６．２１ｇ（３．０ｍｏｌ）を入れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温
度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど認められなくなった時点で、１％２－エチルヘ
キサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０
．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃
まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にした。反応物の重量平均分子量が４７０００にな
るまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＥＳ－１を得た
。
【０３９５】
　製造例４（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＥＳＡ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１．５Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸１１８．１ｇ（１．０ｍｏｌ）及びアジピン酸５
８４．６ｇ(４．０ｍｏｌ)、及びエチレングリコール４５０．６ｇ（５．０ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
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２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にし
た。反応物の重量平均分子量が４７０００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物
をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＥＳＡ－１を得た。
【０３９６】
　製造例５（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳ－２～ＰＢＳ－８、ＰＥＳ－２及びＰＥ
ＳＡ－２）
　上記製造例１～４と同様の方法で反応時間と減圧度を調整して表１に記載の重量平均分
子量の脂肪族ポリエステルＰＢＳ－２～ＰＢＳ－８、ＰＥＳ－２及びＰＥＳＡ－２を得た
。
【０３９７】
　製造例６（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－２）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸１１８．１ｇ（１．０ｍｏｌ）及びアジピン酸２９２
．３ｇ(２．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（３．０ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にし
た。反応物の重量平均分子量が１５００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融
物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＢＳＡ－２を得た。
【０３９８】
　製造例７（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－３）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸２３６．２ｇ（２．０ｍｏｌ）及びアジピン酸１４６
．１ｇ(１．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（３．３ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応物の重量平均分
子量が８０００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し
、ＰＢＳＡ－３を得た。
【０３９９】
　製造例８（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－４）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸１１８．１ｇ（１．０ｍｏｌ）及びアジピン酸２９２
．３ｇ(２．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（２．７ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応物の重量平均分
子量が７０００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し
、ＰＢＳＡ－４を得た。
【０４００】
　製造例９（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－５）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸２３６．２ｇ（２．０ｍｏｌ）及びアジピン酸１４６
．１ｇ(１．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２９７．４ｇ（３．３ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
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２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応物の重量平均分
子量が３０００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し
、ＰＢＳＡ－５を得た。
【０４０１】
　製造例１０（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＢＳＡ－６）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸２３６．２ｇ（２．０ｍｏｌ）及びアジピン酸１４６
．１g(１．０ｍｏｌ)、及び１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（３．０ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にし
た。反応物の重量平均分子量が５３００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融
物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＢＳＡ－６を得た。
【０４０２】
　製造例１１（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＨＢ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、３－ヒドロキシ酪酸５００ｇ（４．８ｍｏｌ）を入れ、窒素
気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど認められ
なくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３２ｇ（２
－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社製）を加
え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にした。反応
物の重量平均分子量が８００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ
製バットに排出し、ＰＨＢ－１を得た。
【０４０３】
　製造例１２（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＨＢＨ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、３－ヒドロキシ酪酸３１２．３ｇ（３．０ｍｏｌ）、３－ヒ
ドロキシヘキサン酸３９６．５ｇ（３．０ｍｏｌ）を入れ、窒素気流下で１８０℃まで段
階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど認められなくなった時点で、１％
２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず
（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社製）を加え反応を継続した。さら
に、反応系内を減圧にした。２００℃まで反応温度を上げ、反応物の重量平均分子量が９
００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＨ
ＢＨ－１を得た。
【０４０４】
　製造例１２（脂肪族ポリエステルの合成：ＰＨＢＶ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
１Ｌセパラブルフラスコに、３－ヒドロキシ酪酸３１２．３ｇ（３．０ｍｏｌ）、３－ヒ
ドロキシ吉草酸３５４．５ｇ（３．０ｍｏｌ）を入れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的
に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど認められなくなった時点で、１％２－
エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（Ｉ
Ｉ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社製）を加え反応を継続した。さらに、
２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にした。反応物の重量平均分子量が７００
００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＨＢＶ
－１を得た。
【０４０５】
　製造例１３（脂肪族－芳香族ポリエステルの合成：ＰＢＳＴ－１）
　コンデンサー付き水分定量受器、温度計、曲管及びＳＵＳ製攪拌羽根を付けたガラス製
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１Ｌセパラブルフラスコに、琥珀酸３５４．３ｇ（２．７ｍｏｌ）及び、テレフタル酸 
４９．８ｇ(０．３ｍｏｌ)、１，４－ブタンジオール２７０．４ｇ（３．０ｍｏｌ）を入
れ、窒素気流下で１８０℃まで段階的に反応温度を上げた。１８０℃で生成水がほとんど
認められなくなった時点で、１％２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）トルエン溶液１．３
２ｇ（２－エチルヘキサン酸すず（ＩＩ）：０．０３３ｍｍｏｌ、和光純薬工業株式会社
製）を加え反応を継続した。さらに、２００℃まで反応温度を上げ、反応系内を減圧にし
た。反応物の重量平均分子量が１０００００になるまで反応を継続し、反応終了時に溶融
物をＳＵＳ製バットに排出し、ＰＢＳＴ－１を得た。
　なお、ＰＥＧとしては、明成化学工業（株）のアルコックスL-8（Ｍｗ＝８００００）
を用いた。
　ＰＭＭＡ－１としては、三菱レイヨン社製のアクリペットVH(Ｍｗ＝１０００００、Ｔ
ｇ＝１１５℃)を用いた。
【０４０６】
＜微粒子分散液の調製＞
　微粒子（アエロジル　Ｒ９７２Ｖ　日本アエロジル（株）製）　　　９質量部
　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９質量部
　微粒子及びエタノールを上記の割合で、ディゾルバーを用いて５０分間攪拌混合した後
、マントンゴーリンで分散させて、微粒子分散液を調製した。
【０４０７】
＜微粒子添加液の調製＞
　メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　微粒子分散液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．３質量部
　メチレンクロライドを溶解タンクに投入し、調製した微粒子分散液を上記の添加量で、
十分攪拌しながらゆっくりと添加した。次いで、微粒子の二次粒子の粒径が所定の大きさ
となるようにアトライターにて分散させた後、ファインメットＮＦ（日本精線（株）製）
でろ過して、微粒子添加液を得た。
【０４０８】
＜主ドープの調製＞
　メチレンクロライド：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００質量部
　エタノール：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
　セルロースエステルＣ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０質量部
　ＰＢＳ－１（重量平均分子量＝１０００００、ブチレングリコール：コハク酸＝１：１
（モル比））：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　微粒子添加液：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
　上記メチレンクロライドとエタノールを加圧溶解タンクに投入した。次いで、上記セル
ロースエステルＣ、調製した微粒子添加液、及び脂肪族ポリエステル（ＰＢＳ－１）を攪
拌しながら投入し、加熱、攪拌して完全に溶解させた。得られた溶液を、安積濾紙（株）
製の安積濾紙Ｎｏ．２４４を使用してろ過し、主ドープを調製した。
【０４０９】
＜太陽光耐久性高透明フィルム１０１の作製＞
　得られた主ドープを、無端ベルト流延装置を用いて、ステンレスベルト支持体上に均一
に流延させた。ステンレスベルト支持体上で、流延（キャスト）した主ドープ膜中の溶媒
を、残留溶媒量が７５％になるまで蒸発させ、得られたウェブをステンレスベルト支持体
上から剥離した。剥離したウェブを、テンター延伸装置のクリップで把持しながら搬送し
た。
　次いで、得られたフィルムを、乾燥ゾーン内で、多数のローラーで搬送させながら乾燥
させた。テンタークリップで把持していたフィルムの幅方向端部をレーザーカッターでス
リット除去した後、巻き取って原反フィルム（太陽光耐久性高透明フィルム１０１（以下
、単に「フィルム１０１」という。））を得た。膜厚は、５５μｍであった。
【０４１０】
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＜太陽光耐久性高透明フィルム１０２～１３８の作製＞
　上記フィルム１０１の作製において、第１のポリマー成分であるセルロースエステルＣ
と、第２のポリマー成分である上記ＰＢＳ－１を下記表１及び表２に示す第１のポリマー
成分及び第２のポリマー成分に変更し、かつ、第２のポリマー成分の含有量を下記表１及
び表２に示す含有量に変更した以外は、同様の方法でフィルム１０２～１３８を作製した
。なお、比較例であるフィルム１３０のＰＥＴフィルムは、市販のフィルム（厚さ５０μ
ｍ、帝人デュポン製、テイジンテトロンフィルム高透明グレード）を用いた。
【０４１１】
＜太陽光耐久性高透明フィルム１３９の作製＞
　上記フィルム１０１の作製において、第１のポリマー成分として上記環状アクリレート
を使用した以外は、上記と同様の方法でフィルム１３９を作製した。
【０４１２】
＜太陽光耐久性高透明フィルム１４０の作製＞
　上記フィルム１０１の作製において、第１のポリマー成分として上記Ｎ－シクロヘキシ
ルマレイミド・イソブテン共重合体を使用した以外は、上記と同様の方法でフィルム１４
０を作製した。
【０４１３】
［評価方法］
　上記で作製したフィルムについて、下記の評価を行い、その結果を下記表１及び表２に
示す。
＜光透過性＞
　上記で作製したフィルムを、２３℃５５％ＲＨの環境にて５時間以上調湿した後、下記
方法により内部ヘイズ値で光透過性を評価した。
 
【０４１４】
　（内部ヘイズ測定装置）
　ヘイズメーター（濁度計）：型式ＮＤＨ　２０００、日本電色（株）製
　光源：５Ｖ９Ｗハロゲン球、受光部は、シリコンフォトセル（比視感度フィルター付き
）
【０４１５】
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、この装置にてフィルム屈折率±０．０５の屈
折率の溶剤をフィルム上に滴下した場合のフィルムのヘイズ測定において、その値が０．
０５以下であることが好ましい。測定はＪＩＳ　Ｋ－７１３６に準じて測定した。
【０４１６】
　内部ヘイズ測定は以下のように行う。図６Ａ～図６Ｄを参照しながら説明する。
【０４１７】
　まず、フィルム以外の測定器具のブランクヘイズ１を測定する。
　１．きれいにしたスライドガラス４０の上に、グリセリン４１を一滴（０．０５ｍｌ）
たらす。このとき液滴に気泡が入らないように注意する。スライドガラス４０は見た目が
きれいでも汚れていることがあるので必ず洗剤で洗浄したものを使用する（図６Ａ参照）
。
　２．その上にカバーガラスを乗せる。カバーガラスは押さえなくてもグリセリンは広が
る。
　３．ヘイズメーターにセットしブランクヘイズ１を測定する。
【０４１８】
　次いで以下の手順で、試料フィルムを含めたヘイズ２を測定する。
　４．スライドガラス４０上にグリセリン４１を０．０５ｍｌ滴下する（図６Ａ参照。）
。
　５．その上に測定する試料フィルム４２を気泡が入らないように乗せる（図６Ｂ参照。
）。



(67) JP 6597598 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

　６．試料フィルム４２上にグリセリン４３を０．０５ｍｌ滴下する（図６Ｃ参照。）。
　７．その上にカバーガラス４４を載せる（図６Ｄ参照。）。
　８．上記のように作製した積層体（上から、カバーガラス４４／グリセリン４３／試料
フィルム４２／グリセリン４１／スライドガラス４０）をヘイズメーターにセットし、ヘ
イズ２を測定する。
　９．（ヘイズ２）－（ヘイズ１）＝（試料フィルムの内部ヘイズ）を算出する。
【０４１９】
　上記ヘイズの測定は、全て２３℃・５５％ＲＨにて行った。
　また、上記測定において使用したガラス及びグリセリンは以下の通りである。
【０４２０】
　ガラス：ＭＩＣＲＯ　ＳＬＩＤＥ　ＧＬＡＳＳ　Ｓ９２１３　ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ
　グリセリン：　関東化学製　鹿特級（純度＞９９．０％）　屈折率１．４７　
【０４２１】
　下記の基準により評価を行い、Ａ～Ｃを合格とした。
　Ａ：測定した内部ヘイズが、０．０４０以下
　Ｂ：測定した内部ヘイズが、０．０４１～０．０６０
　Ｃ：測定した内部ヘイズが、０．０６１～０．０８０
　Ｄ：測定した内部ヘイズが、０．０８１以上
【０４２２】
＜引裂強さ＞
　ＪＩＳ　Ｋ　７１２８－２（１９９８）に準拠して、（株）東洋精機製作所製の軽荷重
引裂試験機により、エルメンドルフ引裂法により以下の条件で測定した。
　サンプルを６３ｍｍ×７５ｍｍの切り出し、温度２３℃、相対湿度５５％の条件下で１
日放置した後に同条件下で測定した。サンプルは搬送方向と直交する方向（ＴＤ方向）及
び搬送方向（ＭＤ方向）それぞれ５枚、合計１０枚の引き裂き荷重（ｍＮ）を測定し、そ
の平均値（同一の、引裂長さ及び厚さとして換算）を引裂強さとして求めた。
【０４２３】
＜破断伸度＞
　製膜方向（ＭＤ方向）、幅手方向（ＴＤ方向）それぞれ５枚ずつ幅２５ｍｍに切り取っ
たフィルムを準備し、２３℃・５５％ＲＨの環境下で２４時間放置した後、島津オートグ
ラフＡＧＳ－１０００（島津製作所製）を用い、２３℃・５５％ＲＨの環境下で、チャッ
ク間距離１００ｍｍ、引っ張り速度３００ｍｍ／ｍｉｎで引っ張り試験を行って下記式よ
り破断伸度を測定し、１０枚の平均値を破断伸度とした。
　破断伸度（％）＝（Ｌ－Ｌｏ）／Ｌｏ×１００
　Ｌｏ：試験前の試料長さ　Ｌ：破断時の試料長さ
【０４２４】
＜耐熱性評価＞
　ＤＳＣ装置（示差走査熱量分析装置）により、ガラス転移温度（Ｔｇ）を測定した。Ｄ
ＳＣ装置としては、セイコーインスツル（株）製の示差走査熱量計ＤＳＣ２２０を使用し
た。測定したガラス転移温度を下記基準で評価し、Ａ～Ｃを合格とした。
　なお、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分が相溶していることの確認も同時に行
った。
　Ａ：Ｔｇが１２０℃以上
　Ｂ：Ｔｇgが１００℃以上１２０℃未満
　Ｃ：Ｔｇが８０℃以上１００℃未満
　Ｄ：Ｔｇが８０℃未満
【０４２５】
＜紫外線耐性）
　作製したフィルムを、スガ社製耐光性評価試験機に５００時間投入し、投入前後での３
８０ｎｍにおける光の透過率を測定し、減衰率△Ｔ（％）を評価した。下記基準で評価し
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　Ａ：減衰率△Ｔが２％未満
　Ｂ：減衰率△Ｔが２％以上１０％未満
　Ｃ：減衰率△Ｔが１０％以上２０％未満
　Ｄ：減衰率△Ｔが２０％以上
【０４２６】
＜裁断加工性＞
　２０ｃｍ×２０ｃｍの大きさに裁断したフィルム試料を、１０等分に折り畳んで２０ｃ
ｍ×２．０ｃｍにし、押し切り式のペーパーカッターＤＮ－３（コクヨ株式会社製）で１
０ｃｍ×２．０ｃｍに切断し、その断面を評価した。また、この作業を１０００回繰り返
してカッターの刃の部分の傷を目視で評価した。評価結果を下記のレベルに分けた。レベ
ルＢ以上であれば、実用上使用できるレベルである。
　Ａ：切断面が透明で、指で触ってもざらつき感がなく、１０００回裁断後も目視でカッ
ターに傷が無い。
　Ｂ：切断面が透明で、指で触ってもざらつき感がなく、１０００回裁断後に目視でカッ
ターに傷が少しついている。
　Ｃ：切断面は透明だが、指で触るとややざらつき感があり、１０００回裁断後に目視で
カッターに傷が無い。
　Ｄ：切断面は透明だが、指で触るとややざらつき感があり、１０００回裁断後に目視で
カッターに傷が少しついている。
【０４２７】
＜耐傷性＞
　作製したＡ４サイズの各フィルムをガラスに張り付け、乾燥した海砂１０ｇを風速１０
ｍ／Ｓで１０００回吹き付けた後の全ヘイズを測定した。測定は、日本電色工業のＮＤＨ
２０００を用いて、ＪＩＳ　Ｋ７１３６に従い測定を行った。３枚値の測定である。得ら
れた値を用いて下記式から耐傷性を算出した。得られた値をＡ～Ｄにランク付けし、Ａ～
Ｃを合格とした。
　耐傷性＝１００×耐久試験後の全ヘイズ／耐久試験前の全ヘイズ
　Ａ：耐傷性が、９５以上１００以下
　Ｂ：耐傷性が、９０以上９５未満
　Ｃ：耐傷性が、８５以上９０未満
　Ｄ：耐傷性が、８５未満
【０４２８】
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【０４２９】
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【表２】

【０４３０】
　上記表１及び表２に示した結果より、フィルム１０１～１２９及び１３５～１３８は、
フィルム１３０～１３４に比較して、光透過性、引裂強さ、破断伸度、耐熱性、紫外線耐
性、裁断加工性及び耐傷性の点で優れていることが認められる。なお、比較例のフィルム
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１３３～１３４は、剛直なポリマー成分同士を混合した比較例であるが、本発明のような
引裂強さ、破断伸度を向上するような効果は得られなかった。 
　また、表には示さないが、フィルム１３９（参考例）及び１４０（参考例）も、フィル
ム１３０～１３４に比較して、光透過性、引裂強さ、破断伸度、耐熱性、紫外線耐性、裁
断加工性及び耐傷性の点で優れていた。 
【０４３１】
（２）実施例２
　上記実施例１のフィルム１０１～１３８の作製で使用したドープを、ベルト流延装置を
用い、ステンレスバンド支持体に均一に流延した。ステンレスバンド支持体で、残留溶剤
量が１００％になるまで溶剤を蒸発させ、ステンレスバンド支持体上から剥離した。セル
ロースエステルフィルムのウェブを３８℃で溶剤を蒸発させ、１．６５ｍ幅にスリットし
、テンターでＴＤ方向（フィルムの幅手方向）に１．１７倍、ＭＤ方向（フィルムの長手
方向）の延伸倍率は１．０２倍で延伸しながら、１６２℃の乾燥温度で乾燥させた。乾燥
を始めたときの残留溶剤量は２２％であった。その後、１２０℃の乾燥装置内を多数のロ
ーラーで搬送させながら１５分間乾燥させた後、１．３３ｍ幅にスリットし、フィルム両
端に幅１０ｍｍ、高さ１０μｍのナーリング加工を施し、巻芯に巻取り、膜厚５０μｍの
支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）１０１～１３８を作製した。
【０４３２】
［太陽光制御フィルム：多層膜赤外線反射フィルムの作製］
　太陽光制御層（赤外線反射層）として、第１の水溶性バインダー樹脂と第１の金属酸化
物粒子とを含む高屈折率層、及び第２の水溶性バインダー樹脂と第２の金属酸化物粒子と
を含む低屈折率層を交互に積層した、図２で示した多層膜赤外線反射フィルムを以下のよ
うに作製した。
【０４３３】
　各支持体１０１～１３８に下引層塗布液１をエクストルージョンコータで１６ｍｌ／ｍ
２となるように塗布し、塗布後５０℃の無風ゾーン（１秒）を経た後、１２２℃で３０秒
乾燥し、下引層塗布済み支持体を得た。
【０４３４】
　〈下引層塗布液１の調製〉
　脱イオン化ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　１０．１ｇ
　純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０ｍｌ
　酢酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．３ｇ
　下記架橋剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２モル／ｇゼラチン
　下記ノニオン系フッ素含有界面活性剤　　　　　　０．２ｇ
　メタノール／アセトン＝２／８の有機溶媒で１０００ｍｌにし、下引層塗布液１とした
。
【０４３５】
【化７】
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【０４３６】
　〈脱イオン化ゼラチンの調製〉
　石灰処理、水洗、及び中和処理を行い、石灰を除去したオセインを５５～６０℃の熱水
中で抽出処理を行い、オセインゼラチンを得た。得られたオセインゼラチン水溶液を、ア
ニオン交換樹脂（ダイヤイオンＰＡ－３１Ｇ）とカチオン交換樹脂（ダイヤイオンＰＫ－
２１８）の混合ベッドで両イオン交換を行った。
【０４３７】
　〔赤外線反射層の形成〕
　重層塗布可能なスライドホッパー塗布装置（スライドコーター）を用い、下記に示す低
屈折率層用塗布液Ｌ１及び下記に示す高屈折率層用塗布液Ｈ１を４３℃に保温しながら、
４３℃に加温した、上記の下引層塗布済み支持体に、高屈折率層及び低屈折率層のそれぞ
れの乾燥時の膜厚が１３０ｎｍになるように、低屈折率層６層、高屈折率層５層を交互に
計１１層の同時重層塗布を行った。
【０４３８】
　塗布直後、６℃の冷風を６分間吹き付けてセットさせた。その後、８０℃の温風を吹き
付けて乾燥させて、１１層からなる赤外線反射層を形成した。さらに、赤外線反射層上に
下記ＨＣ層１を形成して、多層膜赤外線反射フィルム１０１～１３８を得た。
【０４３９】
　〔低屈折率層用塗布液Ｌ１の調製〕
　まず、１０質量％の第２の金属酸化物粒子としてのコロイダルシリカ（日産化学工業株
式会社製、スノーテックス（登録商標）ＯＸＳ）水溶液６８０質量部と、４．５質量％の
ポリビニルアルコール（株式会社クラレ製、ＰＶＡ－１０３：重合度３００、ケン化度９
８．５ｍｏｌ％）水溶液３０質量部と、２．８質量％のホウ酸水溶液１５０質量部とを混
合し、分散した。純水を加え、全体として１０００質量部のコロイダルシリカ分散液Ｌ１
を調製した。
【０４４０】
　次いで、得られたコロイダルシリカ分散液Ｌ１を４５℃に加熱し、その中に４．０質量
％のポリビニルアルコール（Ｂ）としてのポリビニルアルコール（日本酢ビ・ポバール株
式会社製、ＪＰ－４５：重合度４５００、ケン化度８６．５～８９．５ｍｏｌ％）水溶液
７６０部とを順次に、撹拌しながら添加した。その後、１質量％のベタイン系界面活性剤
（川研ファインケミカル株式会社製、ソフダゾリン（登録商標）ＬＳＢ－Ｒ）水溶液４０
部を添加し、低屈折率層用塗布液Ｌ１を調製した。
【０４４１】
　〔高屈折率層用塗布液Ｈ１の調製〕
　（コア・シェル粒子のコアとするルチル型酸化チタンの調製）
　水中に、酸化チタン水和物を懸濁させ、ＴｉＯ２に換算した時の濃度が１００ｇ／Ｌに
なるように、酸化チタンの水性懸濁液を調製した。１０Ｌ（リットル）の該懸濁液に、３
０Ｌの水酸化ナトリウム水溶液（濃度１０モル／Ｌ）を撹拌しながら加えた後、９０℃に
加熱し、５時間熟成させた。次いで、塩酸を用いて中和し、濾過後水を用いて洗浄した。
【０４４２】
　なお、上記反応（処理）において、原料である酸化チタン水和物は、公知の手法に従い
、硫酸チタン水溶液を熱加水分解処理によって得られたものである。
【０４４３】
　純水中に、上記塩基処理したチタン化合物をＴｉＯ２に換算した時の濃度が２０ｇ／Ｌ
になるように、懸濁させた。その中に、ＴｉＯ２量に対し０．４モル％のクエン酸を撹拌
しながら加えた。その後、加熱し、混合ゾル液の温度が９２℃になるところで、塩酸濃度
が３１ｇ／Ｌになるように濃塩酸を加えた、液温を９５℃に維持しながら、３時間撹拌さ
せ、酸化チタンゾル液を調製した。
【０４４４】
　上記のように、得られた酸化チタンゾル液のｐＨ及びゼータ電位を測定したところ、ｐ
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Ｈは１．４であり、ゼータ電位は＋３９ｍＶであった。また、マルバーン社製ゼータサイ
ザーナノにより粒径測定を行ったところ、単分散度は１７％であった。
【０４４５】
　さらに、酸化チタンゾル液を１０５℃で３時間乾燥させ、酸化チタンの粉体微粒子を得
た。日本電子データム株式会社製、ＪＤＸ－３５３０型を用いて、該粉体微粒子をＸ線回
折測定し、ルチル型の酸化チタン微粒子であることが確認された。また、該微粒子の体積
平均粒径は１０ｎｍであった。
【０４４６】
　そして、純水４ｋｇに、得られた体積平均粒径１０ｎｍのルチル型の酸化チタン微粒子
を含む２０．０質量％の酸化チタンゾル水系分散液を添加して、コア粒子となるゾル液を
得た。
【０４４７】
　（シェル被覆によるコア・シェル粒子の調製）
　２ｋｇの純水に、１０．０質量％の酸化チタンゾル水系分散液０．５ｋｇを加え、９０
℃に加熱した。次いで、ＳｉＯ２に換算した時の濃度が２．０質量％であるように調製し
たケイ酸水溶液１．３ｋｇを徐々に添加し、オートクレーブ中、１７５℃で１８時間加熱
処理を行い、さらに濃縮して、コア粒子としてはルチル型構造を有する酸化チタンであり
、被覆層としてはＳｉＯ２であるコア・シェル粒子（平均粒径：１０ｎｍ）のゾル液（固
形分濃度２０質量％）を得た。
【０４４８】
　（高屈折率層用塗布液Ｈ１の調製）
　上記で得られた固形分濃度２０．０質量％の第１の金属酸化物粒子としてのコア・シェ
ル粒子を含むゾル液２８．９部と、１．９２質量％のクエン酸水溶液１０．５部と、１０
質量％のポリビニルアルコール（株式会社クラレ製、ＰＶＡ－１０３：重合度３００、ケ
ン化度９８．５ｍｏｌ％）水溶液２．０部と、３質量％のホウ酸水溶液９．０部とを混合
して、コア・シェル粒子分散液Ｈ１を調製した。
【０４４９】
　次いで、コア・シェル分散液Ｈ１を撹拌しながら、純水１６．３部及び５．０質量％の
ポリビニルアルコール（Ａ）としてのポリビニルアルコール（株式会社クラレ製、ＰＶＡ
－１２４：重合度２４００、ケン化度９８～９９ｍｏｌ％）水溶液３３．５部を加えた。
さらに、１質量％のベタイン系界面活性剤（川研ファインケミカル株式会社製、ソフダゾ
リン（登録商標）ＬＳＢ－Ｒ）水溶液０．５部を添加し、純水を用いて全体として１００
０部の高屈折率層用塗布液Ｈ１を調製した。
【０４５０】
　＜ハードコート層（ＨＣ層１）の形成＞
　紫外線硬化性樹脂として、ビームセット５７７（荒川化学工業株式会社製）を用い、溶
媒としてメチルエチルケトンを添加した。さらに、フッ素系界面活性剤（商品名：フター
ジェント（登録商標）６５０Ａ、株式会社ネオス製）を０．０８質量％添加し、全固形分
が４０質量部、となるように調製して、ハードコート層用塗布液Ａを作製した。
【０４５１】
　赤外線反射層上に上記調製したハードコート層用塗布液Ａを、グラビアコーターにて、
乾燥層厚が５μｍとなる条件で塗工後、乾燥区間温度９０℃で１分間乾燥後、紫外線ラン
プを用い照射部の照度が１００ｍＷ／ｃｍ２で、照射量を０．５Ｊ／ｃｍ２としてハード
コート層を硬化させ、ハードコート層を形成した。
【０４５２】
（３）実施例３
［太陽光制御フィルム：Ａｇ薄膜赤外線反射フィルムの作製］
　太陽光制御層として、金属薄膜を設けて赤外光を反射する赤外線反射層を有するＡｇ薄
膜赤外線反射フィルムを以下のように作製した。
【０４５３】
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　実施例２で使用した支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）１０１～１３８に、下記の
下引層塗布液２を孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して下引層塗布液
２を調製し、これをマイクログラビアコーターを用いて塗布し、９０℃で乾燥の後、紫外
線ランプを用い照射部の照度が１００ｍＷ／ｃｍ２で、照射量を１００ｍＪ／ｃｍ２とし
て塗布層を硬化させ、厚さ１μｍの下引層を形成した。
【０４５４】
　下引層上に銀中に金を２質量％含有するスパッタリングターゲット材を用いて厚さ１４
ｎｍの熱線反射層を形成した。さらに、当該熱線反射層上にアクリル系樹脂「オプスター
Ｚ７５３５（ＪＳＲ（株）製）」をマイクログラビアコーターを用いて塗布し、９０℃で
乾燥の後に紫外線ランプを用い照射部の照度が１００ｍＷ／ｃｍ２で、照射量を１００ｍ
Ｊ／ｃｍ２として塗布層を硬化させ、厚さ０．８μｍのハードコート層を形成し、Ａｇ薄
膜赤外線反射フィルム１０１～１３８を作製した。
【０４５５】
　（下引層塗布液２）
　下記材料を撹拌、混合し下引層塗布液２とした。
【０４５６】
　アクリルモノマー；ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールヘキサアクリ
レート、日本化薬製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１質量部
　イルガキュア１８４（ＢＡＳＦジャパン（株）製）　　　　　　　　　１９質量部
　プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　　　　　１１５質量部
　酢酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０５質量部
【０４５７】
［評価方法］
　上記で作製した多層膜赤外線反射フィルム１０１～１３８及びＡｇ薄膜赤外線反射フィ
ルム１０１～１３８について、下記の評価を行い、その結果を下記表３及び表４に示す。
＜保存性＞
　得られた各多層膜赤外線反射フィルム及びＡｇ薄膜赤外線反射フィルムを１０ｃｍ角に
切り出し、保存性の評価として各試料を下記保存加速試験を行い、ヘイズと近赤外反射率
を下記の方法により測定した。
【０４５８】
　３台のサーモ機を準備し、それぞれを９０℃（加湿なし）、－２５℃、６０℃－相対湿
度８０％に調整し、各試料を（９０℃－１時間）→（－３５℃－１時間）→（６０℃－相
対湿度８０％－１時間）、これを３回繰り返す（サーモ機間の移動は１分以内とする。）
。その後、メタルハライドランプ式耐候性試験機（スガ試験機製　Ｍ６Ｔ）により、放射
照度１ｋＷ／ｍ２の光を１５時間照射する。これを１サイクルとして、３サイクルの保存
加速試験を行い、その後、再度、各試料のヘイズと近赤外反射率を測定し、保存加速試験
の前後の変化を以下の指標で評価した。
【０４５９】
　〈ヘイズ値の測定〉
　光照射後のヘイズ値（％）は、２３℃・５０％ＲＨの環境下ヘイズメーター（日本電色
工業社製、ＮＤＨ２０００）により、フィルムの幅手方向に等間隔で１０点の測定を行い
、その平均値を求めた。
【０４６０】
　〈近赤外反射率の測定〉
　分光光度計として、Ｕ－４０００型（日立製作所社製）を用い、各近赤外線反射フィル
ムの８００～１４００ｎｍの領域における反射率を２３℃・５０％ＲＨの環境下、フィル
ムの幅手方向に等間隔で１０点の測定を行い、その平均値を求め、これを近赤外反射率（
％）とした。
【０４６１】
　ヘイズ変化幅（Δヘイズ；単位％）；保存加速試験後のヘイズ値－保存加速試験前のヘ
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　Ｃ以上を実用性として合格とした。
　Ａ：０．５％未満
　Ｂ：０．５％以上１．０％未満
　Ｃ：１．０％以上２．０％未満
　Ｄ：２．０％以上５．０％未満
　Ｅ：５．０％以上１０．０％未満
【０４６２】
　近赤外反射率変化幅（Δ近赤外反射率；単位％）；保存加速試験前の近赤外反射率－保
存加速試験後の近赤外反射率
　Ｃ以上を実用性として合格とした。
　Ａ：１％未満
　Ｂ：１％以上３％未満
　Ｃ：３％以上５％未満
　Ｄ：５％以上１０％未満
　Ｅ：１０％以上２０％未満
　以上の評価結果を、表３及び表４に示す。また、表３及び表４では、上記ヘイズ変化幅
及び近赤外反射率変化幅の結果をＡ～Ｄで示した。
【０４６３】
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【０４６４】
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【表４】

【０４６５】
　上記表３及び表４に示した結果より、本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを支持体と
して用いた多層薄膜赤外線フィルム１０１～１２９、１３５～１３８、及びＡｇ薄膜赤外
線反射フィルム１０１～１２９、１３５～１３８は、比較例である多層薄膜赤外線フィル
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ム１３０～１３４及びＡｇ薄膜赤外線反射フィルム１３０～１３４に比較して、保存性に
優れていることが認められる。
　また、このような本発明の多層薄膜赤外線フィルム及びＡｇ薄膜赤外線反射フィルムは
、支持体となる太陽光耐久性高透明フィルムの引裂強さ、破断伸度及び裁断加工性が良好
であるため、ウィンドウフィルムとして自動車や屋内の窓に施工する際にも破断せずに、
施工性に優れていた。
【０４６６】
（４）実施例４
［フィルムミラー１０１の作製］
　太陽熱発電用ミラーの支持体用ポリマーフィルムとして、実施例１のフィルム１０１を
用いた。フィルム１０１の片面に、ポリエステル系樹脂としてエスペル９９４０Ａ（日立
化成工業株式会社製）、メラミン樹脂、ジイソシアネート架橋剤としてトリレンジイソシ
アネート（ＴＤＩ）、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＭＤＩ）（三井化学ファイン
株式会社製）を質量比で１９．５：１．０：１．０：２．５に混合した樹脂分散液を、グ
ラビアコート法によりコーティングして、厚さ０．１μｍのアンカー層を形成し、さらに
、銀反射層として真空蒸着法により厚さ８０ｎｍの銀反射層を形成した。
　この銀反射層上に、エスペル９９４０Ａとトリレンジイソシアネートとを樹脂固形分比
率（質量比）で８．２：１．８に混合した樹脂中に、腐食防止剤としてＴｉｎｕｖｉｎ２
３４（チバ・ジャパン社製）を樹脂固形分に対して１０．２質量％となる量を添加し、グ
ラビアコート法によりコーティングして、厚さ０．１μｍの腐食防止層を形成した。
【０４６７】
　続いて、接着層としてビニロール９２Ｔ（アクリル樹脂接着剤；昭和高分子社製）を０
．１μｍの厚さでコートし、実施例１のフィルム１０１を保護層として積層させ、フィル
ムミラーを作製した。
【０４６８】
［フィルムミラー１０２～１３８の作製］
　実施例１のフィルム１０１を実施例１のフィルム１０２～１３８に変更した以外は、フ
ィルムミラー１０１の作製と同様の方法でフィルムミラー１０２～１３８を作製した。
【０４６９】
［太陽熱発電用反射装置１０１の作製］
　支持体用ポリマーフィルムのアンカー層とは反対側の面に、ＳＥ－６０１０（アクリル
樹脂接着剤；昭和高分子社製）を１μｍの厚さでコートした粘着層を形成し、厚さ０．１
ｍｍで、縦４ｃｍ×横５ｃｍのアルミ板（住友軽金属社製）にこの粘着層を介してフィル
ムミラー１０１を貼り付け、太陽熱発電用反射装置１０１を作製した。
【０４７０】
［太陽熱発電用反射装置１０２～１３８の作製］ 
　フィルムミラー１０１をフィルムミラー１０２～１３８に変更した以外は、太陽熱発電
用反射装置１０１と同様の方法で太陽熱発電用反射装置１０２～１３８を作製した。
【０４７１】
［評価方法］
　上記のように作製したフィルムミラー１０１～１３８に係る太陽熱発電用反射装置１０
１～１３８について、下記評価を行い、その結果を下記表５及び表６に示す。
【０４７２】
＜正反射率の測定＞
　日立製作所社製の分光光度計「Ｕ－４１００」に、積分球反射付属装置を取り付けたも
のを用いて、反射面の法線に対して、入射光の入射角を５°となるように調整し、反射角
５°の正反射率を測定した。評価は、４００ｎｍから７００ｎｍまでの平均反射率として
測定した。
　Ａ：正反射率の平均値が、９３％以上
　Ｂ：正反射率の平均値が、９０％以上９３％未満
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　Ｃ：正反射率の平均値が、８７％以上９０％未満
　Ｄ：正反射率の平均値が、８４％以上８７％未満
　Ｅ：正反射率の平均値が、８１％以上８４％未満
【０４７３】
＜耐久性（正反射率の耐候性試験）＞
　３ヵ月間屋外に放置したフィルムミラーをキセノンランプ照射下、温度８５℃、湿度８
５％ＲＨの条件で４５日間放置後のフィルムミラーの正反射率を、上記正反射率の測定と
同様の方法により測定し、強制劣化前の太陽熱発電用反射装置の正反射率と強制劣化後の
太陽熱発電用反射装置の正反射率から、強制劣化試験前後における正反射率の低下率を算
出した。
　以下に耐候性試験の評価基準を示す。
　Ａ：正反射率の低下率が５％未満
　Ｂ：正反射率の低下率が５％以上１０％未満
　Ｃ：正反射率の低下率が１０％以上１５％未満
　Ｄ：正反射率の低下率が１５％以上２０％未満
　Ｅ：正反射率の低下率が２０％以上
【０４７４】
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【０４７５】
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【表６】

 
【０４７６】
　上記表５及び表６に示した結果より、本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを用いたフ
ィルムミラーを備えた太陽熱発電用反射装置１０１～１２９及び１３５～１３８は、比較
例である太陽熱発電用反射装置１３０～１３４に比較して、正反射率と耐久性に優れてい
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　また、このような本発明のフィルムミラーは、本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを
支持体や太陽光が入射する面の樹脂フィルムとして用いているため、引裂強さ、破断伸度
及び裁断加工性に優れている。そのため、フィルムミラーを湾曲した形の太陽熱発電用反
射装置に施工した際にも破断が起こらず良好な施工性であった。また、太陽熱発電用反射
装置は、定期的に水で洗浄しており、その際の耐傷性にも優れていた。
【０４７７】
（５）実施例５
　実施例１で使用した本発明の太陽光耐久性高透明フィルムを、土壌に１年間埋めたとこ
ろ生分解性が見られた。このため、第１のポリマー成分が天然高分子であり、第２のポリ
マー成分がポリエステル等の生分解性ポリマーであれば、屋外で使用され、耐傷性、耐久
性、紫外線耐性、及び加工性が求められ、かつ生分解性が求められる用途の農業用フィル
ム、農業用光反射フィルム、皮膚や医療用品上に貼りつける医療用のフィルムや医療用透
明テープ基材にも使用することができる。
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、実施例１の結果から高透明性であり、耐傷性
があるので、長期の使用でも透過性を維持できる。このため、比較的太陽光にさらされ、
傷の影響を受けやすいスマートフォン及びタブレット端末のディスプレイ上に張り付けて
使用する保護フィルムや窓ガラスの飛散防止用保護フィルム、ラミネート用フィルム、ク
リアケースにも利用することができる。
　また、実施例１で使用した本発明の太陽光耐久性高透明フィルムに印刷、塗装、蒸着、
転写、圧着により加飾を施したところ良好な加飾性を示した。セルロース誘導体は、一般
的に加飾性に優れていることが知られており、第１のポリマー成分がセルロース誘導体で
ある場合は、耐熱性、紫外線耐性、耐傷性、及び加工性が求められる建材や自動車用の加
飾フィルムとしても使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０４７８】
　本発明の太陽光耐久性高透明フィルムは、光透過性、紫外線耐性、耐熱性、耐傷性、裁
断加工性及び靭性（引裂強さ及び破断伸度）に優れ、太陽光制御フィルム、赤外線反射フ
ィルム及びフィルムミラーに好適に利用することができる。
【符号の説明】
【０４７９】
　１ａ　太陽光制御フィルム（例えば、赤外線反射フィルム）
　２ａ　支持体（太陽光耐久性高透明フィルム）
　ＭＬ、ＭＬａ、ＭＬｂ　反射層群
　Ｔ１～Ｔｎ、Ｔａ１～Ｔａｎ、Ｔｂ１～Ｔｂｎ　反射層
　Ｕ　反射層ユニット
　１　ハードコート層
　２　保護層（ポリマーフィルム）
　３　接着層
　４　腐食防止層
　５　銀反射層
　６　アンカー層
　７　支持体（ポリマーフィルム）
　８　粘着層
　９　剥離シート
１０　金属支持体
２０、２１　フィルムミラー
３０、３１　太陽熱発電用反射装置
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